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第１部 総論

第１章

１ 計画策定の趣旨
本町は、昭和５２年に策定した第１次計画を皮切りに、これまで５度にわたり総合計画

を策定し、まちの将来像の実現に向けた施策を展開してきました。
平成２４年９月に策定した第５次白老町総合計画では、「みんなの

心つながる笑顔と安心のまち」を将来像に掲げ、計画的かつ健全な財
政運営に努めながら、小中学校の統廃合や食育防災センターの建設等、
教育環境の改善をはじめ、民族共生象徴空間（ウポポイ）や地方創生
に資する様々な事業のほか、町民の安全・安心を守るための生活基盤
の整備や災害に強いまちづくり等に取り組み、一定の成果をあげるこ
とができました。
しかしながら、本格的な人口減少社会の到来に加え、少子高齢化の

急速な進行により税収の減少や社会保障費の増大、公共インフラの老
朽化、地域コミュニティ機能の停滞など地域経済の縮小や地域活力の
低下が懸念されるなか、今後においても町民の理解と協力を得ながら
選択と集中による行財政運営を進めていかなければなりません。
年号が令和に移り、時代の転換期を迎えている今、本町がもつ自然、

文化、人、産業といった魅力を最大限に活かしながら時代にあった新
しいまちを具現化するために、町民のみなさんと一緒にまちづくりを
進める指針として新たな総合計画を策定します。

２ 計画の役割
（１）本町の自治の道標となる「まちづくりの羅針盤」

総合計画は、総合的かつ計画的に町政を運営するための重要な指針であり、自治
基本条例第２７条を根拠に策定するまちの最上位計画です。本計画は、まちの将来
像の実現に向けた取り組みの方向性を示す「まちづくりの羅針盤」としての役割を
担います。
また、各分野における個別計画は、本計画に基づいて策定され、自治基本条例第

３条に定めた基本理念の実現に向けて取り組まれます。

計画の概要

第１次
昭和 年度～昭和 年度

第２次
昭和 年度～平成 年度

第３次
平成６年度～平成 年度

第４次
平成 年～平成 年度

第５次
平成 年度～平成 年度

第６次
令和 年度～令和 年度

2

策定根拠 基本理念

白老町総合計画

白老町自治基本条例

第27条 第3条

（２）町民と行政が協働して「まちづくりを行うための活動指針」
総合計画は、町民と行政が対話や交流を重ね情報共有を図り、信頼関係を築きな

がら互いの役割分担を明確にし、将来像の実現に向けて「まちづくりを進めていく
ための活動指針」としての役割を担います。

（３）町外に本町の「まちづくりの意思を示す発信機能体」
総合計画は、国や北海道、近隣市町村など、関係機関に連携・調整を求めるために

必要な「意思を示す発信機能」の役割を担います。

３ 計画の構成と期間
（１）計画の構成

本計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の３つの計画で構成し、目
標年次を２０２７年度（令和９年度）とします。

■基本構想 （８年）
基本構想は、長期的な視点に立ったまちづくりの指針となるもので、目指すべき将

来像を定め、その実現に向けた基本目標と基本姿勢及び基本方針を示すものです。

■基本計画（８年）
基本計画は、基本構想を実現するために行う施策や事業を体系化したもので、本町

のまちづくりの基本的指針となります。また、町政を取り巻く社会情勢の変化や町長
の任期との整合性等を考慮して中間年度（２０２３年度（令和５年度））で計画の見直
しを行います。

■実施計画 （３年）
実施計画は、基本計画で示された施策を実現するために事業内容や実施期間を明ら

かにして、各年度の行財政運営を具現化するものです。社会・経済の変化に対応でき
るよう３ヶ年度を計画期間とした毎年度見直しのローリング方式により策定します。
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基本構想

（政策）

基本計画

（施策）

実施計画

・目指すべき将来像
・まちづくりの基本目標
・まちづくりの基本姿勢
・まちづくりの基本方針

・分野別施策

・基本事業

・重点プロジェクト

・具体的な事務事業

（事務事業）
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ための活動指針」としての役割を担います。

（３）町外に本町の「まちづくりの意思を示す発信機能体」
総合計画は、国や北海道、近隣市町村など、関係機関に連携・調整を求めるために

必要な「意思を示す発信機能」の役割を担います。

３ 計画の構成と期間
（１）計画の構成

本計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の３つの計画で構成し、目
標年次を２０２７年度（令和９年度）とします。

■基本構想 （８年）
基本構想は、長期的な視点に立ったまちづくりの指針となるもので、目指すべき将

来像を定め、その実現に向けた基本目標と基本姿勢及び基本方針を示すものです。

■基本計画（８年）
基本計画は、基本構想を実現するために行う施策や事業を体系化したもので、本町

のまちづくりの基本的指針となります。また、町政を取り巻く社会情勢の変化や町長
の任期との整合性等を考慮して中間年度（２０２３年度（令和５年度））で計画の見直
しを行います。

■実施計画 （３年）
実施計画は、基本計画で示された施策を実現するために事業内容や実施期間を明ら

かにして、各年度の行財政運営を具現化するものです。社会・経済の変化に対応でき
るよう３ヶ年度を計画期間とした毎年度見直しのローリング方式により策定します。
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Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度 Ｒ9年度
(2020年度） （2021年度） （2022年度） (2023年度） (2024年度) (2025年度) (2026年度) (2027年度)

・　・　・ ・　・　・　・

実施計画
※計画期間３年 ローリング 毎年度見直し

実施計画
※計画期間３年 ローリング

※計画期間３年 ローリング

基本構想 【令和２～９年度】
※計画期間８年

基本計画 【令和２～９年度】
※計画期間８年（４年で見直し）

実施計画

基本構想 【令和２～９年度】
※計画期間８年

基本計画 【令和２～９年度】
※計画期間８年（４年で見直し）

※計画期間３年 ローリング
実施計画

実施計画
※計画期間３年 ローリング

実施計画
※計画期間３年 ローリング

（２）計画の期間
本計画の期間は、２０２０年度（令和２年度）から２０２７年度（令和９年度）

までの８年間とします。また、基本計画については、４年目（２０２３年度（令
和５年度））に実施する評価・検証に基づき見直しを行います。

４ 総合計画と総合戦略の関係性
総合計画と「白老町まち・ひと・しごと創生総合戦略」との整合性を図りながら、人口減

少対策や地方創生に資する取り組みを連携させ、重点的に取り組むものとします。

５ 計画の進行管理
基本計画及び実施計画については、ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を実施し、各施

策・事業等の取り組み内容について検証・見直しを行うことで計画の実効性を高め、効率
的に推進していきます。

施策レベルの評価については、基本計画の見直しにあわせて行い、評価指標の達成度合
を把握しながら計画の着実な推進を図ります。一方、事業レベルの評価は、毎年見直しを
行う実施計画の中で行い、その結果を次期計画に反映させます。

第１部 総論

第１章
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Ｐｌａｎ
（計画）

Ｄｏ
（実施・実行）

Ｃｈｅｃｋ
（点検・評価）

Ａｃｔｉｏｎ
（処理・改善）

政策目標の設定、施
策・事務目標の設定

施策・事務の予算化・
実施

評価指標の達成状況
調査、事業評価によ
る効果測定の実施

評価指標の達成状況
及び事業評価の効果
測定結果を踏まえた
見直し・改善の実施、
次期計画への反映
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　第６次白老町総合計画
　　◆基本構想（８年）
　　◆基本計画（８年）

事務事業の見直し・改善 事務事業の評価

基本計画の見直し・改善 　基本計画達成状況評価

Ａｃｔｉｏｎ Ｃｈｅｃｋ

Ｐｌａｎ Ｄｏ

　◆実施計画（３年） 　事務事業の実施

　基本計画の推進・実施

１年サイクル次期基本計画
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(2020年度） （2021年度） （2022年度） (2023年度） (2024年度) (2025年度) (2026年度) (2027年度)
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実施計画
※計画期間３年 ローリング 毎年度見直し

実施計画
※計画期間３年 ローリング
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基本構想 【令和２～９年度】
※計画期間８年

基本計画 【令和２～９年度】
※計画期間８年（４年で見直し）

実施計画

基本構想 【令和２～９年度】
※計画期間８年

基本計画 【令和２～９年度】
※計画期間８年（４年で見直し）

※計画期間３年 ローリング
実施計画

実施計画
※計画期間３年 ローリング

実施計画
※計画期間３年 ローリング

（２）計画の期間
本計画の期間は、２０２０年度（令和２年度）から２０２７年度（令和９年度）

までの８年間とします。また、基本計画については、４年目（２０２３年度（令
和５年度））に実施する評価・検証に基づき見直しを行います。

４ 総合計画と総合戦略の関係性
総合計画と「白老町まち・ひと・しごと創生総合戦略」との整合性を図りながら、人口減

少対策や地方創生に資する取り組みを連携させ、重点的に取り組むものとします。

５ 計画の進行管理
基本計画及び実施計画については、ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を実施し、各施

策・事業等の取り組み内容について検証・見直しを行うことで計画の実効性を高め、効率
的に推進していきます。

施策レベルの評価については、基本計画の見直しにあわせて行い、評価指標の達成度合
を把握しながら計画の着実な推進を図ります。一方、事業レベルの評価は、毎年見直しを
行う実施計画の中で行い、その結果を次期計画に反映させます。

第１部 総論

第１章

4

Ｐｌａｎ
（計画）

Ｄｏ
（実施・実行）

Ｃｈｅｃｋ
（点検・評価）

Ａｃｔｉｏｎ
（処理・改善）

政策目標の設定、施
策・事務目標の設定

施策・事務の予算化・
実施

評価指標の達成状況
調査、事業評価によ
る効果測定の実施

評価指標の達成状況
及び事業評価の効果
測定結果を踏まえた
見直し・改善の実施、
次期計画への反映

第６次白老町総合計画

※基本計画は４年で見直しを実施

5

　第６次白老町総合計画
　　◆基本構想（８年）
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事務事業の見直し・改善 事務事業の評価

基本計画の見直し・改善 　基本計画達成状況評価
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１ まちを取り巻く状況
（１）時代の潮流
① 人口減少・少子高齢化の進行
日本の総人口は、２００８年（平成２０年）の１億２,８０８万人をピークに減少

しはじめ、少子高齢化の進行を背景とした本格的な人口減少時代に突入しています。
２０１７年（平成２９年）４月に公表された「国立社会保障・人口問題研究所（社

人研）」の将来推計によると、２０５３年（令和３５年）の人口は１億人を下回ると
予測されています。また、総人口が減少を続けるなか、６５歳以上の高齢化率は上昇
し、２０３６年（令和１８年）には約３人に１人が高齢者になると推計されています。
人口減少・少子高齢化の進行は、経済活動の縮小、地域コミュニティの停滞、社会

生活基盤の劣化など、地域活力全般にわたり大きく影響するものです。
本町では今、全国を上回るスピードで人口減少等が進んでいます。これからは、人

口減少社会においても、将来にわたり持続できるまちが求められており、その実現に
向けて、更なる地方創生の推進が重要となります。

② 経済社会の変化
経済のグローバル化の進行に伴い国際的な市場競争が激化するなか、製造拠点の海

外移転・集約化等による国内産業の低迷や、経営効率化を背景とした雇用形態の多様
化、賃金格差拡大等が社会問題となっています。
なかでも、労働市場における人材不足が顕著にみられるなど、労働需要に対するミ

スマッチの解消や、潜在労働力の就業促進等が求められています。
近年はＩｏＴや人工知能など、第４次産業革命技術の研究開発等が進み、産業界が

抱える「生産性向上」、「人手不足対策」等の課題をデジタルツール等の利活用により
解決を模索する動きが高まってきています。
今後は、グローバル化や情報通信技術の進歩による産業構造の変化など、国の動き

を注視しながら、本町においても地域資源等を活かした産業振興等に取り組み、まち
の魅力や活力を向上させていくことが求められます。

③ 安全・安心意識の高まり
近年、巨大地震をはじめ台風や集中豪雨などの自然災害が頻発・激甚化するなか、

国土強靭化の考え方に基づく、災害に強いまちづくりが重要となっています。
また、日常生活においても特殊詐欺やインターネットによるトラブル、高齢者ドラ

イバーによる事故など、社会情勢の変化に起因する新たな事件・事故が多様化・複雑
化してきており、町民の安全・安心の確保が一層強く求められています。
そうした状況において、誰もが地域で安心して暮すためには、行政による「公助」

はもとより住民や地域の協力による「自助」、「共助」の取り組みがますます重要とな
っていくことから、地域のつながりを強化した安全・安心のまちづくりが求められま
す。

計画策定の背景
第１部 総論

第２章

6

④ 価値観やライフスタイルの多様化
社会の成熟化に伴い、近年、価値観やライフスタイルが多様化し、物質的な豊かさ

だけではなく心の豊かさを重視する方向へと変化しています。また、男女共同参画や
ノーマライゼーション、多文化共生など、多様な価値観や個性を尊重し、共生するこ
との重要性も高まってきています。一方、地域社会においては、単身世帯の増加、核
家族化による家族機能の低下が進み、地域や世代間交流機会の減少も伴って地域コミ
ュニティの弱体化が問題視されています。
今後は、本町においても地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進しながら、地

域全体に思いやり、助け合い、支え合いの心を浸透させていくことが求められます。

⑤ 厳しい財政状況への対応
本格的な人口減少社会への突入による、生産年齢人口の減少に伴う税収減や高齢化

の進行による社会保障費の増大など、国や地方を取り巻く財政状況はより一層厳しく
なるものと予測されています。
加えて、我が国の社会資本ストックの多くが高度成長期に集中整備されたもので、

老朽化の解消や更新等に要する財政負担が、全国的に大きな課題となっています。
本町においても人口減少等を背景に、厳しい財政状況への対応が求められており、

今後は、歳入増加や歳出抑制をはじめ公共施設等の適正配置、自治体間の広域連携等
を推進させながら、限りある財源の中で持続可能な行政サービスを提供することが求
められます。

⑥ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、２０１５年９月の国連サミットで採択され

た２０３０年までの長期的な開発指針であり、国際社会共通の目標です。
持続可能な世界を実現するための１７の目標と１６９のターゲットで構成され、

「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて経済、社会及び環境をめぐる広範囲な課
題に対する総合的な取り組みが示されています。
我が国においては、２０１６年５月にＳＤＧｓ推進本部を設置し、同年１２月に実

施指針を定め、自治体レベルでの普及促進を図っていることから、本町においても国
とともにその達成に向けた取り組みを推進していくことが求められます。具体的施策
の例として、女性活躍の推進、子どもの貧困対策、健康・長寿の達成、国土強靭化の
推進、循環型社会の構築、海洋汚染対策などがあげられます。
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１ まちを取り巻く状況
（１）時代の潮流
① 人口減少・少子高齢化の進行
日本の総人口は、２００８年（平成２０年）の１億２,８０８万人をピークに減少

しはじめ、少子高齢化の進行を背景とした本格的な人口減少時代に突入しています。
２０１７年（平成２９年）４月に公表された「国立社会保障・人口問題研究所（社

人研）」の将来推計によると、２０５３年（令和３５年）の人口は１億人を下回ると
予測されています。また、総人口が減少を続けるなか、６５歳以上の高齢化率は上昇
し、２０３６年（令和１８年）には約３人に１人が高齢者になると推計されています。
人口減少・少子高齢化の進行は、経済活動の縮小、地域コミュニティの停滞、社会

生活基盤の劣化など、地域活力全般にわたり大きく影響するものです。
本町では今、全国を上回るスピードで人口減少等が進んでいます。これからは、人

口減少社会においても、将来にわたり持続できるまちが求められており、その実現に
向けて、更なる地方創生の推進が重要となります。

② 経済社会の変化
経済のグローバル化の進行に伴い国際的な市場競争が激化するなか、製造拠点の海

外移転・集約化等による国内産業の低迷や、経営効率化を背景とした雇用形態の多様
化、賃金格差拡大等が社会問題となっています。
なかでも、労働市場における人材不足が顕著にみられるなど、労働需要に対するミ

スマッチの解消や、潜在労働力の就業促進等が求められています。
近年はＩｏＴや人工知能など、第４次産業革命技術の研究開発等が進み、産業界が

抱える「生産性向上」、「人手不足対策」等の課題をデジタルツール等の利活用により
解決を模索する動きが高まってきています。
今後は、グローバル化や情報通信技術の進歩による産業構造の変化など、国の動き

を注視しながら、本町においても地域資源等を活かした産業振興等に取り組み、まち
の魅力や活力を向上させていくことが求められます。

③ 安全・安心意識の高まり
近年、巨大地震をはじめ台風や集中豪雨などの自然災害が頻発・激甚化するなか、

国土強靭化の考え方に基づく、災害に強いまちづくりが重要となっています。
また、日常生活においても特殊詐欺やインターネットによるトラブル、高齢者ドラ

イバーによる事故など、社会情勢の変化に起因する新たな事件・事故が多様化・複雑
化してきており、町民の安全・安心の確保が一層強く求められています。
そうした状況において、誰もが地域で安心して暮すためには、行政による「公助」

はもとより住民や地域の協力による「自助」、「共助」の取り組みがますます重要とな
っていくことから、地域のつながりを強化した安全・安心のまちづくりが求められま
す。

計画策定の背景
第１部 総論

第２章
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④ 価値観やライフスタイルの多様化
社会の成熟化に伴い、近年、価値観やライフスタイルが多様化し、物質的な豊かさ

だけではなく心の豊かさを重視する方向へと変化しています。また、男女共同参画や
ノーマライゼーション、多文化共生など、多様な価値観や個性を尊重し、共生するこ
との重要性も高まってきています。一方、地域社会においては、単身世帯の増加、核
家族化による家族機能の低下が進み、地域や世代間交流機会の減少も伴って地域コミ
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（２）まちの動向
① まちの概要
大正８年（１９１９年）、２級村制の施行とともに、社台・敷生・白老の３つの村

が合併して白老村となり、その後、昭和２９年（１９５４年）に町政が施行され、現
在の白老町となりました。
北海道の南西部に位置する本町は、東は苫小牧市、西は登別市に隣接し、南は太平

洋を臨み、北は支笏洞爺国立公園区域に属する山岳地帯が広がっています。
行政面積は４２５．６４ｋ㎡、町域としては東西２８ｋｍ、南北２６．４ｋｍと広

大で、総面積の約７５％が森林に囲まれ、その中には全国でも屈指の透明度を誇る倶
多楽湖や、水質日本一の白老川、日本の滝百選に認定されたインクラの滝などが存在
し、良質な水資源にも恵まれています。
また、国の重要湿地に、倶多楽湖をはじめ、ホロホロ湿原、ヨコスト湿原が選定さ

れているほか、重要里地里山に、萩の里自然公園とウヨロ川周辺が指定されるなど、
多種多様な動植物の生息・生育地として、大切に守り継がれています。
本町の産業は製紙業や食品製造業などの第２次産業を中心に、畜産業や水産業など

の第１次産業、温泉資源をはじめとした観光関連産業などの第３次産業がバランスよ
く構成されています。
特に豊かな自然に育まれた多彩な食材にも恵まれ、全国ブランドとして成長してい

る白老牛や虎杖浜たらこのほか、生産量が全道トップクラスの鶏卵、シイタケ、前浜
産の毛ガニや鮭、エビなど、「食材王国しらおい」として本町の魅力を広く発信して
います。
また、本町は、古くからアイヌの人々がコタン（村）を築くなど、アイヌの歴史や

文化が息づくまちとして発展してきており、町名もアイヌ語で、「虻・多き・ところ」
＝「シラウ・オ・イ」や、「潮汐・多き・ところ」＝「シララ・オ・イ」等の意味が
あるとされています。
２０２０年には、国家プロジェクトとして、アイヌ文化の復興・発展のための拠点

となるウポポイがポロト湖畔に開設されます。
ウポポイの開設を契機に外国人をはじめ多くの往来がこれまで以上に予測される

ことから、多文化共生のまちづくりをさらに進め、価値観の異なる人や多様性と共生
し、活力ある暮らしを形成する地域社会の実現に向けた取り組みを推進していきま
す。
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② 人口・世帯の状況
本町の人口は、１９８５年（昭和６０年）の２４，３５３人をピークに減少に転じ、

転出者が転入者を上回る社会減に加え、死亡者数が出生者数を上回る自然減が続き、
２０１９年（平成３１年）には１６,９７９人と、３４年間で７，３７４人の減少と
なっています。
また、出生数の低迷に伴い、年少人口（１５歳未満）と生産年齢人口（１５～６４

歳）が減少している一方、老年人口（６５歳以上）は増加し、２０１９年（平成３１
年）の高齢化率は４４．１％と、全道平均より高くなっています。
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本町の世帯数は人口減少に伴い減少し、１世帯当たりの人員数（平均世帯人員数）
についても減少傾向にあります。また、世帯構成をみると単身世帯の割合が高まって
きており、世帯の小規模化が進んでいることがうかがえます。

③ 産業の状況
本町の基幹産業である工業の製造品出荷額は２０１３年（平成２５年）以降、食料

品やパルプ・紙製品の出荷の伸びにより増加していますが、就業者数は人口減少の
あおりを受け、減少傾向にあります。また、産業別就業者数をみると、第２次産業の
就業者が大きく減少し、第３次産業の人口割合が高くなっています。
１次産業においては、近年、企業農家等の進出により農家就業者数の増加がみられ

ますが、個人経営の農家・漁家については、依然として高齢化が進み、後継者不足が
懸念されます。

資料：国勢調査 ※基準月 10 月

農林業
就業人口

漁業
就業人口

H2 455 人 446 人

H7 388 人 367 人

H12 372 人 307 人

H17 375 人 279 人

H22 440 人 268 人

H27 463 人 258 人

資料：国勢調査 ※基準月 10 月資料：住民基本台帳 ※基準月：10 月
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資料：工業統計（基準月： 1月）・経済センサス（基準月：7 月） 
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■製造品出荷額の推移■産業別就業者数の推移

■産業別年齢階層別就業者の構造 ■１次産業就業人数の推移

④ 財政の状況
本町の歳入歳出決算額（一般会計）は年度によって多少の変動があるものの概ね１

００億円前後で推移しています。過去に危機的な財政状況にあったものの、健全化計
画の策定、実行により、地方債残高（まちの借金）については、平成２３年度決算の
１６３億円から１０２億円まで減少し、基金（まちの貯金）についても１８億円まで
増加するなど、本町の財政状況は徐々に改善しています。
しかし、近年の人口減少や少子高齢化の進行により、将来に向けて税収の減少が懸

念されるなか、社会保障費等の増加や公共インフラ等の更新など、歳出の増加が見込
まれることから、本町の財政状況は一層厳しくなるものと予測されます。
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第１部 総論

第２章
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本町の世帯数は人口減少に伴い減少し、１世帯当たりの人員数（平均世帯人員数）
についても減少傾向にあります。また、世帯構成をみると単身世帯の割合が高まって
きており、世帯の小規模化が進んでいることがうかがえます。

③ 産業の状況
本町の基幹産業である工業の製造品出荷額は２０１３年（平成２５年）以降、食料

品やパルプ・紙製品の出荷の伸びにより増加していますが、就業者数は人口減少の
あおりを受け、減少傾向にあります。また、産業別就業者数をみると、第２次産業の
就業者が大きく減少し、第３次産業の人口割合が高くなっています。
１次産業においては、近年、企業農家等の進出により農家就業者数の増加がみられ

ますが、個人経営の農家・漁家については、依然として高齢化が進み、後継者不足が
懸念されます。

資料：国勢調査 ※基準月 10 月

農林業
就業人口

漁業
就業人口

H2 455 人 446 人

H7 388 人 367 人

H12 372 人 307 人
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まれることから、本町の財政状況は一層厳しくなるものと予測されます。
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（３）町民の声
本計画の策定にあたり、町民の声を把握するため様々な町民参加プロセスを実施

しました。その概要については次のとおりです。

まちの課題

第１部 総論

第２章

●「まちが好き」（愛着度）が８割以上を占める。
●「住みやすい」（居住評価）が６割以上を占める。
●「将来も住み続けたい」（定住意向）が約５割を占める。
●まちの自慢は「白老牛とたらこ」、「アイヌとウポポイ」

中学生アンケート

●「まちが好き」（愛着度）が５割以上を占める。
●「住みにくい」（居住評価）が５割以上を占める。理由は、交
通の便が悪いこと、店舗が少ないこと等があげられる。

●「将来、住みたくない」（定住意向）が３分の２を占める。
理由は、魅力ある雇用の場がないこと等があげられる。

●町外通学者については、「白老町への親しみ」は５割近く
あるものの、「将来、白老町に住みたい」と回答したものは
皆無であった。理由は、商業施設等の少なさがあげられた。

高校生アンケート

●日常生活における足の確保への不安感
●空き家・空き地の増加による防災・防犯上の不安の高まり
●高齢者に対する在宅医療の充実
●子育てしやすい医療体制の整備
●子育て世代に対する包括的な支援体制の構築
●児童生徒の減少に伴う、部活動等の停滞
●若者への魅力ある雇用の場の創出、担い手不足の深刻化
●地域資源の磨き上げ、周遊性向上に資する取り組みの強化
●地域コミュニティの活性化、若い世代の参画促進
●身の丈にあった健全な財政運営 など

まちづくりワークショップ

●ＣＳ分析から、「住み良い（満足）＝住み続けたい」まちづく
りを進めるために、改善が必要となる施策は以下の４つ。
①子育て・教育環境の充実 ②健全な行財政運営
③公共交通の充実 ④快適で安全な住環境づくり

顧客満足度分析（ＣＳ分析）

安全で住みよい

住環境づくり

日常生活における

住民の足の充実

若い世代に対する
魅力ある

雇用の場の創出

地域医療の充実

労働市場における

人材不足の解消

切れ目ない

子育て環境の充実

地域コミュニティの

活性化

健全な財政運営
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●子育てママ ～ 子どもの将来に対する考え方
子育て環境の更なる充実、緊急時の医療体制への不安

●外国人定住者 ～ 日常生活で不便に感じること
情報発信のあり方が不十分（多言語対応）

●役場若手職員 ～ 地域との関り方に対する考え方
地域との関りの希薄さが課題

●移住者 ～ 外から見た白老町の強みと弱み
地域資源を活かしきれていない、情報発信が不十分

●若手事業者 ～ まちの将来に対する考え方
地域衰退に対する強い不安感、担い手不足の深刻化

●１次産業（畜産） ～ １次産業の将来に対する考え方
ブランド化の推進、特産品の魅力発信の強化

●１次産業（漁業） ～ １次産業の将来に対する考え方
将来の漁業への危機感、担い手不足の深刻化

●町内会 ～ 町内会における今後の課題と取り組み
地域コミュニティの活性化、若い世代の加入率の向上

団体ヒアリング

●「まちが好き」（愛着度）が６割近くを占める。
●「住みやすい」（居住評価）が４割近くを占める。
●「将来も住み続けたい」（定住意向）が５割以上を占める。
●生活環境において、公共交通の充実、防災意識の向上、安全で
快適な公共インフラの整備等が課題としてあげられる。

●健康福祉において、地域医療の充実、健康寿命の延伸、地域で
の支え合いの強化等が課題としてあげられる。

●教育・生涯学習において、郷土愛の醸成や文化継承の担い手育
成、スポーツ振興等が課題としてあげられる。

●産業において、魅力ある産業づくり、人材育成・確保、誰もが
働きやすい環境づくり、ウポポイ等を起爆剤とした観光振興
等が課題としてあげられる。

●自治において、地域コミュニティの活性化、健全な財政運営、
持続可能なまちづくり等が課題としてあげられる。

町民意識調査

●奏でよう未来 豊かな心で 白老町 
●つくろうよ 協力し合い 支え合い 思いがあふれる白老町

小中学生まちづくり標語

まちの強靭化

移住・定住促進

健康寿命の延伸

郷土愛の醸成

文化・スポーツ

振興

まちの魅力

発信強化

ウポポイ等を
起爆剤とした
まちの活性化

まちの課題

持続可能な

まちづくり
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（４）まちづくりの重点課題
計画策定の背景となる時代の潮流や、まちの動向、町民の声から、これからの本

町のまちづくりにおいて解決していくべき重点課題を整理します。

人口減少・少子高齢化の進行を背景に本町において様々な問題が生じています。
地域の活力を左右する人口の増減は、すべての施策において大きく関わるもので

あり、人口減少に対応する取り組みの優先度は極めて高くなっています。また、町
財政の縮小も懸念されるなか、積極的に投資すべき施策を絞り込み、集中的に実行
することも必要です。
このことから、人口減少を抑制して、本町の持続的な発展のために、最も期待で

きる施策を「重点プロジェクト」に位置付け取り組むものとします。

第１部 総論

第２章

人
口
減
少
の
抑
制
・
地
域
経
済
の
活
性
化

重点課題■時代の潮流
・人口減少・少子高齢化の進行
・経済社会の変化
・安全・安心意識の高まり
・価値観やライフスタイルの多様化
・厳しい財政状況への対応
・ＳＤＧｓの推進

■まちの動向
・人口減少・少子高齢化の進行
・世帯の小規模化の進行
・産業就業者数の減少と担い手不足
・人口減少に伴う町財政の縮小
・公共インフラ等の更新 など

■町民の声
・安全で住みよい住環境整備
・健康寿命の延伸
・切れ目ない子育て環境の充実
・魅力ある雇用の場の創出
・ウポポイ等を起爆剤としたまちの
活性化

・地域コミュニティの活性化
・移住定住の促進
・持続可能なまちづくり など
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す
る
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１ 白老町のめざす将来像
（１）まちの将来像 

「まちの将来像」とは、本町のこれからのまちづくりの方向性やめざす姿を明らか
にするものであり、町民とともにまちづくりを進めていくための共通目標となるもの
です。
まちづくりの基本理念を踏まえて、８年先を見据えた本町がめざすべき将来像を次

のとおり設定しました。
また、この将来像は町民意向（町民参加プロセス）による本町のイメージや自治基

本条例の基本理念及び前総合計画からの継続性を勘案し、今後のまちづくりに込めた
思いを表現しています。

まちづくりの方向性
第２部 基本構想

第１章

共に築く希望の未来 しあわせ感じる元気まち
将来像

社会の成熟化に伴うライフスタイルや価値観の多様化をはじめ、人口減少、少子高齢
社会など、かつて経験したことがない時代を迎え、私たちは、時代の大きな転換期にお
かれています。
このような状況において、将来にわたりまちを持続的に発展させていくためには、人

と人とのつながりを大切にしながら、みんなで協力し、共にまちを創り上げていくこと
が大切です。
これからの未来への道は、決して平坦なものではありません。しかし、「みんな」で知

恵を出し合い、力を合わせて、「築いて」いくことで、その先には、「希望」にあふれた
輝かしい「未来」が待っているものと信じています。
“オールしらおい”で未来創造に向けた歩みを進め、町民みんなが「元気」に満ちあふ

れ、日々の暮らしの中で「しあわせ」を実感できるまちづくりをめざしていきます。

16

（２）将来目標人口
将来目標人口は、まちの将来の姿を示す基本的な指標であり、今後の行政サービ

ス量を設定するために必要なものとなります。
そのため、「白老町人口ビジョン（２０６０年までの将来目標人口を示したもの）」

における将来展望をもとに、計画の最終年度となる２０２７年（令和９年）の目標
人口を次のとおり設定します。

第 6次白老町総合計画

２０２７年（令和９年） １３，８１５人
目標人口

■ 計画期間の目標人口

■ 目標人口の見通し

※社人研準拠推計 ⇒ 社人研推計（低位）に準拠した町独自算出による推計値
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆地域社会が一体となって防災体制の構築が
図られていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

54.4％ 60.4％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆自主防災組織結成率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

74.5% 78.5％

２．成果指標【まちづくり指標】
◆防災講座実施件数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

40回 50回

近年は北朝鮮からの弾道ミサイル発
射等による武力攻撃の危機に見舞われ
ており、国民保護計画に基づく国民保
護体制の充実が求められています。

これからは、防災意識・災害への備
え等についての普及啓発や、高齢者・
障がい者、外国人等の要支援者への災
害時の情報伝達、避難誘導、避難所運
営のあり方など、関係機関等との連携
による支援体制の充実が求められてい
ます。

東日本大震災以降も、胆振東部地震
などの大規模な地震が発生しているほ
か、台風の強大化や豪雨の多発など、
自然災害における安全・安心に関する
意識が高まっています。

これまで、過去の災害を教訓に情報
伝達手段の多重化や、非常用電源装置
の導入、公衆無線ＬＡＮ環境の整備等
を進めてきました。さらに、しらおい
防災マスター会との連携事業や、自主
防災組織の設立を促進させながら、地
域防災力の向上に努めてきました。

地域防災力が高く、災害に強いまち
災害に強い都市基盤の整備促進と、地域住民の自助・共助の精神の醸成による地
域防災力の向上に努め、災害に強いまちを実現します。

1 2

将来の目標

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1 2 防災・減災

38

事業：1 2 1 ★防災・減災体制の強化
災害発生時の被害を最小限にとどめるため、迅速かつ適切な情報伝達や避難誘

導体制の構築のほか、防災備蓄品や資機材等の充実、防災拠点の耐震化等を推進
し、防災・減災体制の強化を図ります。

事業：1 2 2 ★地域防災力の向上
自主防災組織の結成促進と活性化を通じ、地域住民の自助・共助の精神の醸成

を図るとともに、町内会や民生委員等と協力しながら要支援者に対する支援体制
の構築を推進します。また、しらおい防災マスター会や民間事業者等との連携を
強めながら、民間活力を積極的に取り込むことで、地域防災力の更なる向上を図
ります。

事業：1 2 3 治水・海岸保全の推進
町民の生命や財産を守るため、自然生態系に配慮した治水・海岸保全対策を推

進し、自然災害の未然防止に努めるとともに、砂浜の回復につなげ、国土の保全
を図ります。

基本事業

（１日防災学校） （防災訓練）

第６次白老町総合計画

計画名 計画期間
白老町地域防災計画 昭和３９年度～
樽前山火山防災計画 平成１４年度～
白老町津波避難計画 平成２５年度～
白老町国民保護計画 平成１９年度～
白老町強靭化計画 令和２年度～令和６年度

個別計画等

39
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１．成果指標【まちづくり指標】
◆普通救命講習会受講者数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

138人 138人

１．町民満足度【町民意識調査】
◆火災予防思想の普及や防火安全対策等によ
り火災予防が図られていると感じる町民の
割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

66.4％ 72.4％

２．成果指標【まちづくり指標】
◆消防団員充足率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

95.4％ 95.4％

あらゆる災害から、
町民の生命・財産が守られるまち

消防力の強化と、救急・救助体制の充実等により、あらゆる災害から町民の生命
と財産が守られ、安全・安心が実感できるまちを実現します。

火災や災害等から町民の生命、身体
及び財産を守るため、消防・救急体制
の強化が求められています。これまで、
消防車両の更新やデジタル無線の整備
のほか、消防団資機材の配備等を進め、
消防力の充実強化を図ってきました。

近年の火災件数は、年間 件程度１０
で、ほぼ横ばいで推移しています。火
災予防の観点からも、住宅用火災警報
器の普及を促し、火災発生時の被害を
最小限にすることが重要であります。

一方、救急出動件数は、高齢化の進行
等を背景に増加傾向にあり、救急体制

の一層の強化が求められます。また、ウ
ポポイの開業により、訪日外国人等の
増加が見込まれることから、救急業務
における多言語対応等が課題となって
います。

消防団については、高齢化や就労状
況の変化に伴い、団員の実動人員が減
少傾向にあり、消防力の低下への対策
が求められています。また、分団詰所等
の老朽化が進み、建て替えや改修など
が求められています。

1-3

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1-3 消防・救急

40

（消防団合同訓練） （普通救命講習）

事業：1-3-1 消防力の強化
火災などのあらゆる災害に迅速に対応し、町民の生命や財産を守るため、車両

や資機材等の計画的な整備と人材育成を推進します。また、火災予防運動や広報
活動を通じて、町民の防火意識の高揚と防火知識の啓発に努めます。

事業：1-3-2 救急体制の充実
医療機関との連携、救急救命士の確保・育成、救急車両の整備等により、救急業

務の高度化を図ります。また、講習会の開催による応急処置の普及・定着を図り、
救急患者の救命率の向上に努めます。

事業：1-3-3 消防団の活性化
消防団への加入促進に取り組むとともに、訓練の実施や資機材等の充実を図る

など、消防団が活動しやすい環境整備と組織の活性化に努めます。

計画名 計画期間
白老町消防計画 昭和５７年度～

基本事業

個別計画等

第６次白老町総合計画

41
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１．成果指標【まちづくり指標】
◆普通救命講習会受講者数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

138人 138人

１．町民満足度【町民意識調査】
◆火災予防思想の普及や防火安全対策等によ
り火災予防が図られていると感じる町民の
割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

66.4％ 72.4％

２．成果指標【まちづくり指標】
◆消防団員充足率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

95.4％ 95.4％

あらゆる災害から、
町民の生命・財産が守られるまち

消防力の強化と、救急・救助体制の充実等により、あらゆる災害から町民の生命
と財産が守られ、安全・安心が実感できるまちを実現します。

火災や災害等から町民の生命、身体
及び財産を守るため、消防・救急体制
の強化が求められています。これまで、
消防車両の更新やデジタル無線の整備
のほか、消防団資機材の配備等を進め、
消防力の充実強化を図ってきました。

近年の火災件数は、年間 件程度１０
で、ほぼ横ばいで推移しています。火
災予防の観点からも、住宅用火災警報
器の普及を促し、火災発生時の被害を
最小限にすることが重要であります。

一方、救急出動件数は、高齢化の進行
等を背景に増加傾向にあり、救急体制

の一層の強化が求められます。また、ウ
ポポイの開業により、訪日外国人等の
増加が見込まれることから、救急業務
における多言語対応等が課題となって
います。

消防団については、高齢化や就労状
況の変化に伴い、団員の実動人員が減
少傾向にあり、消防力の低下への対策
が求められています。また、分団詰所等
の老朽化が進み、建て替えや改修など
が求められています。

1-3

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1-3 消防・救急

40

（消防団合同訓練） （普通救命講習）

事業：1-3-1 消防力の強化
火災などのあらゆる災害に迅速に対応し、町民の生命や財産を守るため、車両

や資機材等の計画的な整備と人材育成を推進します。また、火災予防運動や広報
活動を通じて、町民の防火意識の高揚と防火知識の啓発に努めます。

事業：1-3-2 救急体制の充実
医療機関との連携、救急救命士の確保・育成、救急車両の整備等により、救急業

務の高度化を図ります。また、講習会の開催による応急処置の普及・定着を図り、
救急患者の救命率の向上に努めます。

事業：1-3-3 消防団の活性化
消防団への加入促進に取り組むとともに、訓練の実施や資機材等の充実を図る

など、消防団が活動しやすい環境整備と組織の活性化に努めます。

計画名 計画期間
白老町消防計画 昭和５７年度～

基本事業

個別計画等

第６次白老町総合計画

41
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆公衆衛生が確保され、モラルやマナーが向上
していると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

54.2％ 60.2％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆不法投棄量

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

22.9ｔ 20.0ｔ以下

本町は、多様で豊かな自然環境に恵
まれ、多くの町民が魅力を感じている
一方、山間部へのごみの不法投棄によ
る環境への影響が懸念されています。

近年ではマイクロプラスチックごみ
による海洋汚染が社会問題となってい
ます。プラスチック製品の利用を減ら
すよう環境意識の啓発に努めるととも
に、海岸漂着物の処理や清掃活動等に
取り組みながら、きれいな砂浜を保持
していくことが求められています。

有害鳥獣等の対策については、生態
系への影響を考慮しつつ、農林業被害
の防止や公衆衛生の確保を目的に駆除
を行っています。

近年では、クマの出没が増加傾向に
あることから、危険情報の迅速な収集
と早期の対応が求められています。

また、愛がん動物の不適切な飼育が
社会問題化しているなか、適正飼育の
指導や普及啓発等、飼育者のモラルと
マナーの向上が求められています。

清潔で美しいまちを目指すため、環
境美化に対する取り組みを一層推進し
ながら、町民の美化意識を高めること
が必要です。

人と自然が共生する緑豊かな美しいまち
快適で衛生的な空間を形成し、町民やまちを訪れる人にやすらぎや潤いをもたら
す緑豊かな美しいまちを実現します。

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1 4 環境美化・衛生

42

計画名 計画期間
白老町環境基本計画 平成２８年度～令和７年度
しらおい環境のまち宣言 平成１６年度～

（海岸ボランティア清掃活動）

事業：1 4 1 環境行政の推進
健全で恵み豊かな環境を享受し、その環境を将来にわたって維持するため、環

境基本計画に基づき、総合的かつ計画的に環境行政を推進します。

事業：1 4 2 生活衛生の確保
快適で衛生的な生活環境を維持するため、有害昆虫や鳥獣などの駆除をはじめ、

愛がん動物の適正飼育に向けた指導等のほか、将来を見据えた霊園や火葬場の適
正な管理運営等に取り組みます。

事業：1 4 3 環境美化の推進
美しく住みよい生活空間を確保するため、住民の自主的な清掃活動のほか、不

法投棄の監視や、ごみのポイ捨て禁止、空き地の草刈りなど、身近な環境美化に
対する意識啓発を推進します。

基本事業

個別計画等

第６次白老町総合計画

43

（環境町民会議「海塾」）
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆公衆衛生が確保され、モラルやマナーが向上
していると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

54.2％ 60.2％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆不法投棄量

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

22.9ｔ 20.0ｔ以下

本町は、多様で豊かな自然環境に恵
まれ、多くの町民が魅力を感じている
一方、山間部へのごみの不法投棄によ
る環境への影響が懸念されています。

近年ではマイクロプラスチックごみ
による海洋汚染が社会問題となってい
ます。プラスチック製品の利用を減ら
すよう環境意識の啓発に努めるととも
に、海岸漂着物の処理や清掃活動等に
取り組みながら、きれいな砂浜を保持
していくことが求められています。

有害鳥獣等の対策については、生態
系への影響を考慮しつつ、農林業被害
の防止や公衆衛生の確保を目的に駆除
を行っています。

近年では、クマの出没が増加傾向に
あることから、危険情報の迅速な収集
と早期の対応が求められています。

また、愛がん動物の不適切な飼育が
社会問題化しているなか、適正飼育の
指導や普及啓発等、飼育者のモラルと
マナーの向上が求められています。

清潔で美しいまちを目指すため、環
境美化に対する取り組みを一層推進し
ながら、町民の美化意識を高めること
が必要です。

人と自然が共生する緑豊かな美しいまち
快適で衛生的な空間を形成し、町民やまちを訪れる人にやすらぎや潤いをもたら
す緑豊かな美しいまちを実現します。

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1 4 環境美化・衛生

42

計画名 計画期間
白老町環境基本計画 平成２８年度～令和７年度
しらおい環境のまち宣言 平成１６年度～

（海岸ボランティア清掃活動）

事業：1 4 1 環境行政の推進
健全で恵み豊かな環境を享受し、その環境を将来にわたって維持するため、環

境基本計画に基づき、総合的かつ計画的に環境行政を推進します。

事業：1 4 2 生活衛生の確保
快適で衛生的な生活環境を維持するため、有害昆虫や鳥獣などの駆除をはじめ、

愛がん動物の適正飼育に向けた指導等のほか、将来を見据えた霊園や火葬場の適
正な管理運営等に取り組みます。

事業：1 4 3 環境美化の推進
美しく住みよい生活空間を確保するため、住民の自主的な清掃活動のほか、不

法投棄の監視や、ごみのポイ捨て禁止、空き地の草刈りなど、身近な環境美化に
対する意識啓発を推進します。

基本事業

個別計画等

第６次白老町総合計画

43

（環境町民会議「海塾」）
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆ごみの減量・資源化等により循環型社会の実
現が図られていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

55.7％ 61.7％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆町民一人当たりのごみ排出量

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

622g/日 585g/日

環境への意識の高まりを背景に、持
続可能な循環型社会に向けた取り組み
の重要性が増してきています。

地球規模の温暖化が叫ばれるなか、
クリーンエネルギーの普及など、温室
効果ガスの削減に積極的に取り組んで
いかなければなりません。

これまで、廃棄物による環境負荷の
低減を図るため、３ （再生・減量・再
使用）活動を推進しながら、リサイク
ル品目の拡大や、資源の有効利用等に
取り組んできました。

ごみに関する情報提供や普及啓発、
環境教育等を継続しながら、町民の自
主的な取り組みを促進させ、ごみの排
出抑制、減量化及び資源化につなげて
いくことが求められます。

バイオマス燃料化施設における固形
燃料の製造休止を受け、燃料ゴミの処
理の取り扱い等が大きな課題となって
おります。これからは、登別市との広
域処理を前提にクリンクルセンター施
設の長寿命化計画に沿って一般廃棄物
の適正処理を推進することが重要とな
ります。

資源循環のサイクルが回り、
環境負荷が低減するまち

ごみの減量化や省エネ意識が高まり、限られた資源の有効活用が図られ、環境負
荷が低減するまちを実現します。

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1 5 循環型社会形成

44

事業：1 5 1 省資源・省エネルギーの推進
持続可能な循環型社会を推進するため、町民・事業者・行政が協働して、再生

可能エネルギーの利用や省エネルギーの実践、温室効果ガスの削減に努めます。

事業：1 5 2 ごみの適正処理・減量化
将来にわたって適正なごみ処理を行うため、ごみの適正排出・適正処理の啓発

を進めるとともに、３R 活動を推進し、ごみの排出抑制、減量化及び資源化に取
り組みます。

（ごみの分別収集）

基本事業

計画名 計画期間
ごみ処理基本計画 平成２６年度～令和５年度
白老町分別収集計画 平成２９年度～令和３年度
一般廃棄物処理実施計画 単年度

個別計画等

第６次白老町総合計画

45

（ごみ収集カレンダー）
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆ごみの減量・資源化等により循環型社会の実
現が図られていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

55.7％ 61.7％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆町民一人当たりのごみ排出量

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

622g/日 585g/日

環境への意識の高まりを背景に、持
続可能な循環型社会に向けた取り組み
の重要性が増してきています。

地球規模の温暖化が叫ばれるなか、
クリーンエネルギーの普及など、温室
効果ガスの削減に積極的に取り組んで
いかなければなりません。

これまで、廃棄物による環境負荷の
低減を図るため、３ （再生・減量・再
使用）活動を推進しながら、リサイク
ル品目の拡大や、資源の有効利用等に
取り組んできました。

ごみに関する情報提供や普及啓発、
環境教育等を継続しながら、町民の自
主的な取り組みを促進させ、ごみの排
出抑制、減量化及び資源化につなげて
いくことが求められます。

バイオマス燃料化施設における固形
燃料の製造休止を受け、燃料ゴミの処
理の取り扱い等が大きな課題となって
おります。これからは、登別市との広
域処理を前提にクリンクルセンター施
設の長寿命化計画に沿って一般廃棄物
の適正処理を推進することが重要とな
ります。

資源循環のサイクルが回り、
環境負荷が低減するまち

ごみの減量化や省エネ意識が高まり、限られた資源の有効活用が図られ、環境負
荷が低減するまちを実現します。

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1 5 循環型社会形成

44

事業：1 5 1 省資源・省エネルギーの推進
持続可能な循環型社会を推進するため、町民・事業者・行政が協働して、再生

可能エネルギーの利用や省エネルギーの実践、温室効果ガスの削減に努めます。

事業：1 5 2 ごみの適正処理・減量化
将来にわたって適正なごみ処理を行うため、ごみの適正排出・適正処理の啓発

を進めるとともに、３R 活動を推進し、ごみの排出抑制、減量化及び資源化に取
り組みます。

（ごみの分別収集）

基本事業

計画名 計画期間
ごみ処理基本計画 平成２６年度～令和５年度
白老町分別収集計画 平成２９年度～令和３年度
一般廃棄物処理実施計画 単年度

個別計画等

第６次白老町総合計画

45

（ごみ収集カレンダー）
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人が行き交い、
安全で住みよい都市空間が整うまち

時代に適応した住環境の整備が進み、安全で住みよい都市空間が整うまちを実現
します。

人口減少と少子高齢化の進行によ
り、都市機能の縮小が懸念されるなか、
持続可能な魅力ある都市空間の形成が
求められます。これからは、都市機能
の集積や居住の誘導のほか、地域公共
交通との連携が重要となります。

公園については、７割以上が供用開
始から３０年以上経過し、老朽化が進
んでいるため、公園施設の安全確保等
が課題となっています。

また、町民の緑化意識の高揚と、緑に
よる街並み景観づくりを推進するた

１．町民満足度【町民意識調査】
◆公園や緑地、広場などが整備され憩いの場
が保全されていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

54.1％ 60.1％

めには、花とみどりの会をはじめとし
た町内関係団体等への継続した支援が
必要となります。

民間住宅については、耐震化による
安全性の確保や、管理不全な状態にあ
る空家等の対策が求められています。
一方、公営住宅については、人口動向

や民間住宅の供給状況を加味しなが
ら、住生活基本計画や公営住宅等長寿
命化計画に基づいた、計画的な建て替
えや長寿命化等が求められています。

１．成果指標【まちづくり指標】
◆耐用年数経過戸数（公営住宅）

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

494戸 440戸

２．町民満足度【町民意識調査】
◆社会環境や多様なニーズに応じた良質な住
宅や公営住宅が整備されていると感じる町
民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

47.5％ 53.5％

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1-6 住環境

46

事業：1-6-1 市街地の適正化
やすらぎのある都市空間を実現するため、「都市計画マスタープラン」の方針に

基づき、人口や産業の規模にあわせた市街地形成に努めます。加えて、都市計画マ
スタープランの改定にあわせて、立地適正化計画の策定を検討します。

事業：1-6-2 公園・緑地の適正管理
人口減少や高齢化の進行を見据えた公園機能の見直しや、周辺の環境に適合し

た緑化整備を推進し、町民やまちを訪れる人が安心して楽しむことができる憩い
の場を創出します。

事業：1-6-3 ★良好な住宅・住環境の推進
耐震化による安全性確保や人口減少の進行により増加する空家等対策など、良

好な住環境の形成に向けた取り組みを推進します。また、公営住宅においては、人
口動向や民間住宅の供給状況を踏まえながら、計画的な建て替えや長寿命化等を
図ります。

基本事業

計画名 計画期間
白老町都市計画マスタープラン 平成２４年度～令和５年度
白老町住生活基本計画 平成３０年度～令和９年度
白老町公営住宅等長寿命化計画 平成３０年度～令和９年度
白老町空家等対策計画 平成３０年度～令和５年度

個別計画等

第６次白老町総合計画

47

（花とみどりの会公共花壇）（市街地の航空写真）
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人が行き交い、
安全で住みよい都市空間が整うまち

時代に適応した住環境の整備が進み、安全で住みよい都市空間が整うまちを実現
します。

人口減少と少子高齢化の進行によ
り、都市機能の縮小が懸念されるなか、
持続可能な魅力ある都市空間の形成が
求められます。これからは、都市機能
の集積や居住の誘導のほか、地域公共
交通との連携が重要となります。

公園については、７割以上が供用開
始から３０年以上経過し、老朽化が進
んでいるため、公園施設の安全確保等
が課題となっています。

また、町民の緑化意識の高揚と、緑に
よる街並み景観づくりを推進するた

１．町民満足度【町民意識調査】
◆公園や緑地、広場などが整備され憩いの場
が保全されていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

54.1％ 60.1％

めには、花とみどりの会をはじめとし
た町内関係団体等への継続した支援が
必要となります。

民間住宅については、耐震化による
安全性の確保や、管理不全な状態にあ
る空家等の対策が求められています。
一方、公営住宅については、人口動向

や民間住宅の供給状況を加味しなが
ら、住生活基本計画や公営住宅等長寿
命化計画に基づいた、計画的な建て替
えや長寿命化等が求められています。

１．成果指標【まちづくり指標】
◆耐用年数経過戸数（公営住宅）

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

494戸 440戸

２．町民満足度【町民意識調査】
◆社会環境や多様なニーズに応じた良質な住
宅や公営住宅が整備されていると感じる町
民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

47.5％ 53.5％

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1-6 住環境

46

事業：1-6-1 市街地の適正化
やすらぎのある都市空間を実現するため、「都市計画マスタープラン」の方針に

基づき、人口や産業の規模にあわせた市街地形成に努めます。加えて、都市計画マ
スタープランの改定にあわせて、立地適正化計画の策定を検討します。

事業：1-6-2 公園・緑地の適正管理
人口減少や高齢化の進行を見据えた公園機能の見直しや、周辺の環境に適合し

た緑化整備を推進し、町民やまちを訪れる人が安心して楽しむことができる憩い
の場を創出します。

事業：1-6-3 ★良好な住宅・住環境の推進
耐震化による安全性確保や人口減少の進行により増加する空家等対策など、良

好な住環境の形成に向けた取り組みを推進します。また、公営住宅においては、人
口動向や民間住宅の供給状況を踏まえながら、計画的な建て替えや長寿命化等を
図ります。

基本事業

計画名 計画期間
白老町都市計画マスタープラン 平成２４年度～令和５年度
白老町住生活基本計画 平成３０年度～令和９年度
白老町公営住宅等長寿命化計画 平成３０年度～令和９年度
白老町空家等対策計画 平成３０年度～令和５年度

個別計画等

第６次白老町総合計画

47

（花とみどりの会公共花壇）（市街地の航空写真）
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆利便性の高い、魅力ある公共交通が維持・確
保されていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

45.1％ 51.1％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆デマンドバス利用者数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

8.4人/日 17人/日

高齢化が進行していく中で、日常生
活における移動手段の確保が課題とな
っています。特に通院や買い物など、
町内外への移動を支える、ＪＲや都市
間バス、元気号などの公共交通の役割
は今後ますます重要となります。

本町においては、平成２８年度に地
域公共交通網形成計画を策定し、その
後、２９年１０月より「元気号」の運
行車両を増やし、あわせて路線・ダイ
ヤの改正を実施しました。また、２９
年５月より、新たにデマンドバスの導
入も行い、利便性向上を図ってきまし
た。

交通空白地が解消し、
多くの町民が公共交通を利用できるまち

利便性の高い公共交通体系が整備され、日常生活の足が確保されるまちを実現しま
す。

しかし、地理的要因などから、定時
定路線のバス運行による住民ニーズへ
の対応には限界があり、暮らしの利便
性と快適性を確保するための交通モー
ドの選択が課題となっています。

これからも、継続した公共交通サー
ビスの提供が図られるよう、運行体系
の検証・改善等に努めるとともに、公
共交通の利用促進に向けた啓発が求め
られます。

48

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1 7 公共交通

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

（元気号） （デマンドバス）

事業：1 7 1 ★地域公共交通サービスの維持・充実
町民の生活交通手段の確保や高齢者等の外出機会の創出等を図るため、交通事

業者等と連携しながら、利用しやすく満足度の高い、持続可能な公共交通サービ
スの充実に努めるとともに、積極的な情報発信等により、公共交通の利用を促進
します。

事業：1 7 2 ★生活交通の拡充
交通弱者の生活の足を確保するため、利便性の高いドア・ツー・ドアでの移動

が可能なデマンド交通の拡充や、通院、買い物、都市間移動などが快適に行える
ダイヤや経路の設定など、多様なニーズに対応した生活交通サービスの提供に努
めます。

計画名 計画期間
白老町地域公共交通網形成計画 平成２９年度～令和５年度

基本事業

第６次白老町総合計画

個別計画等

49
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆利便性の高い、魅力ある公共交通が維持・確
保されていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

45.1％ 51.1％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆デマンドバス利用者数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

8.4人/日 17人/日

高齢化が進行していく中で、日常生
活における移動手段の確保が課題とな
っています。特に通院や買い物など、
町内外への移動を支える、ＪＲや都市
間バス、元気号などの公共交通の役割
は今後ますます重要となります。

本町においては、平成２８年度に地
域公共交通網形成計画を策定し、その
後、２９年１０月より「元気号」の運
行車両を増やし、あわせて路線・ダイ
ヤの改正を実施しました。また、２９
年５月より、新たにデマンドバスの導
入も行い、利便性向上を図ってきまし
た。

交通空白地が解消し、
多くの町民が公共交通を利用できるまち

利便性の高い公共交通体系が整備され、日常生活の足が確保されるまちを実現しま
す。

しかし、地理的要因などから、定時
定路線のバス運行による住民ニーズへ
の対応には限界があり、暮らしの利便
性と快適性を確保するための交通モー
ドの選択が課題となっています。

これからも、継続した公共交通サー
ビスの提供が図られるよう、運行体系
の検証・改善等に努めるとともに、公
共交通の利用促進に向けた啓発が求め
られます。

48

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1 7 公共交通

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

（元気号） （デマンドバス）

事業：1 7 1 ★地域公共交通サービスの維持・充実
町民の生活交通手段の確保や高齢者等の外出機会の創出等を図るため、交通事

業者等と連携しながら、利用しやすく満足度の高い、持続可能な公共交通サービ
スの充実に努めるとともに、積極的な情報発信等により、公共交通の利用を促進
します。

事業：1 7 2 ★生活交通の拡充
交通弱者の生活の足を確保するため、利便性の高いドア・ツー・ドアでの移動

が可能なデマンド交通の拡充や、通院、買い物、都市間移動などが快適に行える
ダイヤや経路の設定など、多様なニーズに対応した生活交通サービスの提供に努
めます。

計画名 計画期間
白老町地域公共交通網形成計画 平成２９年度～令和５年度

基本事業

第６次白老町総合計画

個別計画等
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆安全で快適な道路環境づくりが図られてい
ると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

49.3% 55.3％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆町道舗装補修済延長（延べ）

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

10,353m 15,178m

道路は、町民の暮らしと企業活動を
支える重要な社会資本であり、災害時
には救援救護、緊急物資輸送など、重
要な機能を担うものであります。

これまで、計画的な町道整備のほか、
橋梁長寿命化計画に基づく橋梁点検・
改修、象徴空間周辺のアクセス道路整
備等に取り組んできました。また、長
年の国への要望が実を結び、国道３６
号白老拡幅（樽前～社台）が実現する
など、主要幹線道路の整備促進に大き
く寄与しました。

近年では、橋梁をはじめ老朽化した
社会資本の維持・更新が財政上の負担
となってきております。

これからは、適正な維持管理により、
安全で快適な道路環境の確保に努める
とともに、予防保全的対応への転換に
よるコスト削減に向けた取り組みが必
要となります。

道路環境が整い、
多くの人やモノが行き来するまち

安全で円滑な移動を生み出す道路網の形成により、多くの人やモノが行き交うま
ちを実現します。

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1 8 道路

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

50

基本事業

計画名 計画期間
白老町橋梁長寿命化修繕計画 令和元年度～令和１０年度
町道舗装補修路線別年次計画 令和元年度～令和１０年度
町道簡易舗装路線別年次計画 令和元年度～令和１０年度

事業：1 8 1 広域幹線道路の整備促進
国道・道道を利用した安全で円滑な都市間移動の実現と、災害時におけるネッ

トワーク強化及び、地域経済の活性化を図るため、関係機関に対して整備促進を
働きかけます。

事業：1 8 2 地域内生活道路網の整備
町民生活の安全性、快適性を確保するため、地域内生活道路の整備を推進し、

生活者の視点に立った道路空間づくりに努めます。

事業：1 8 3 道路・橋梁等の適正な維持管理
道路パトロールによる計画的な道路補修のほか、除草や清掃、除雪など、適正

な環境維持に努めます。橋梁についても、計画的な点検に基づき、修繕を行い、
安全で快適な道路環境づくりを進めます。

第６次白老町総合計画

個別計画等
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆安全で快適な道路環境づくりが図られてい
ると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

49.3% 55.3％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆町道舗装補修済延長（延べ）

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

10,353m 15,178m

道路は、町民の暮らしと企業活動を
支える重要な社会資本であり、災害時
には救援救護、緊急物資輸送など、重
要な機能を担うものであります。

これまで、計画的な町道整備のほか、
橋梁長寿命化計画に基づく橋梁点検・
改修、象徴空間周辺のアクセス道路整
備等に取り組んできました。また、長
年の国への要望が実を結び、国道３６
号白老拡幅（樽前～社台）が実現する
など、主要幹線道路の整備促進に大き
く寄与しました。

近年では、橋梁をはじめ老朽化した
社会資本の維持・更新が財政上の負担
となってきております。

これからは、適正な維持管理により、
安全で快適な道路環境の確保に努める
とともに、予防保全的対応への転換に
よるコスト削減に向けた取り組みが必
要となります。

道路環境が整い、
多くの人やモノが行き来するまち

安全で円滑な移動を生み出す道路網の形成により、多くの人やモノが行き交うま
ちを実現します。

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1 8 道路

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

50

基本事業

計画名 計画期間
白老町橋梁長寿命化修繕計画 令和元年度～令和１０年度
町道舗装補修路線別年次計画 令和元年度～令和１０年度
町道簡易舗装路線別年次計画 令和元年度～令和１０年度

事業：1 8 1 広域幹線道路の整備促進
国道・道道を利用した安全で円滑な都市間移動の実現と、災害時におけるネッ

トワーク強化及び、地域経済の活性化を図るため、関係機関に対して整備促進を
働きかけます。

事業：1 8 2 地域内生活道路網の整備
町民生活の安全性、快適性を確保するため、地域内生活道路の整備を推進し、

生活者の視点に立った道路空間づくりに努めます。

事業：1 8 3 道路・橋梁等の適正な維持管理
道路パトロールによる計画的な道路補修のほか、除草や清掃、除雪など、適正

な環境維持に努めます。橋梁についても、計画的な点検に基づき、修繕を行い、
安全で快適な道路環境づくりを進めます。

第６次白老町総合計画

個別計画等
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２．町民満足度【町民意識調査】
◆生活排水が適切に処理されていると感じる
町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

63.2％ 69.2％

１．町民満足度【町民意識調査】
◆水道水の安全と安定的な供給体制が確保さ
れていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

68.3％ 74.3％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆漏水件数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

26件 20件

２．成果指標【まちづくり指標】
◆水洗化率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

94.6％ 95.0％

上下水道は、日常生活や経済活動に
欠くことのできないライフラインであ
り、安全・安心な水の安定供給と排水
の適正処理を推進し、町民の健康で快
適な暮らしと地域産業を支える都市基
盤として機能しています。

近年、本町では老朽管や施設設備の
更新を計画的に進めており、今後も予
防保全の考えに基づいた維持管理によ
り施設の長寿命化を図っていく必要が
あります。

また、持続可能な上下水道事業の安
定運営に向けて、より計画的、効率的な
事業運営に取り組み、経営基盤の強化
を図っていく必要があります。

生活を潤し、産業を支える、きれいな水のまち
安全・安心な水の供給と適正な排水処理により、生活を潤し、産業を支える、き
れいな水のまちを実現します。

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1-9 上下水道

52

事業：1-9-1 上水道の安定供給
安全・安心な水道水を安定的に供給するため、水道施設の適正な維持管理、計

画的な更新を進めるとともに、非常時に備えた管理体制の強化を図ります。

事業：1-9-2 下水道の適正管理
快適な生活環境と公衆衛生の向上を図るため、下水道施設の適正な維持管理と

計画的な更新を進めます。

事業：1-9-3 し尿・生活排水の適正処理
快適な生活環境と公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の普及を促進す

るとともに、ＭＩＣＳ（汚水処理施設共同整備事業）によるし尿と下水の共同処理
を推進します。

事業：1-9-4 上下水道事業の健全な経営
持続可能な上下水道事業の安定運営に向けて、計画的、効率的な事業運営に取

り組み経営基盤の強化を図ります。また、下水道事業を公営企業会計に移行し、資
産管理や経営マネジメントの向上を図ります。

計画名 計画期間
白老町公共下水道事業計画 令和元年度～令和５年度
白老町公共下水道基本計画 平成２６年度～令和５年度
白老町下水道中期ビジョン 平成２４年度～令和３年度
白老町生活排水処理基本計画 平成２８年度～令和７年度
白老町水道ビジョン 平成２４年度～令和３年度
白老町下水道事業経営戦略 平成２９年度～令和８年度

基本事業

個別計画等

第６次白老町総合計画
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２．町民満足度【町民意識調査】
◆生活排水が適切に処理されていると感じる
町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

63.2％ 69.2％

１．町民満足度【町民意識調査】
◆水道水の安全と安定的な供給体制が確保さ
れていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

68.3％ 74.3％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆漏水件数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

26件 20件

２．成果指標【まちづくり指標】
◆水洗化率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

94.6％ 95.0％

上下水道は、日常生活や経済活動に
欠くことのできないライフラインであ
り、安全・安心な水の安定供給と排水
の適正処理を推進し、町民の健康で快
適な暮らしと地域産業を支える都市基
盤として機能しています。

近年、本町では老朽管や施設設備の
更新を計画的に進めており、今後も予
防保全の考えに基づいた維持管理によ
り施設の長寿命化を図っていく必要が
あります。

また、持続可能な上下水道事業の安
定運営に向けて、より計画的、効率的な
事業運営に取り組み、経営基盤の強化
を図っていく必要があります。

生活を潤し、産業を支える、きれいな水のまち
安全・安心な水の供給と適正な排水処理により、生活を潤し、産業を支える、き
れいな水のまちを実現します。

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1-9 上下水道

52

事業：1-9-1 上水道の安定供給
安全・安心な水道水を安定的に供給するため、水道施設の適正な維持管理、計

画的な更新を進めるとともに、非常時に備えた管理体制の強化を図ります。

事業：1-9-2 下水道の適正管理
快適な生活環境と公衆衛生の向上を図るため、下水道施設の適正な維持管理と

計画的な更新を進めます。

事業：1-9-3 し尿・生活排水の適正処理
快適な生活環境と公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の普及を促進す

るとともに、ＭＩＣＳ（汚水処理施設共同整備事業）によるし尿と下水の共同処理
を推進します。

事業：1-9-4 上下水道事業の健全な経営
持続可能な上下水道事業の安定運営に向けて、計画的、効率的な事業運営に取

り組み経営基盤の強化を図ります。また、下水道事業を公営企業会計に移行し、資
産管理や経営マネジメントの向上を図ります。

計画名 計画期間
白老町公共下水道事業計画 令和元年度～令和５年度
白老町公共下水道基本計画 平成２６年度～令和５年度
白老町下水道中期ビジョン 平成２４年度～令和３年度
白老町生活排水処理基本計画 平成２８年度～令和７年度
白老町水道ビジョン 平成２４年度～令和３年度
白老町下水道事業経営戦略 平成２９年度～令和８年度

基本事業

個別計画等

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆情報通信技術を活用したサービスが向上し
ていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

52.0％ 58.0％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆光ブロードバンド加入率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

32.9％ 36.0%

地域情報化とは、情報通信技術（ＩＣ
Ｔ）の利活用を通じて、子どもから高
齢者まで幅広い年代に対し、便利で豊
かな暮らしの実現や、安全で安心な地
域社会の形成、地域の活性化及び行政
サービスの向上等を図っていくことで
す。

近年、インターネットの普及等によ
り、情報通信環境が飛躍的に向上し、
情報通信技術が目まぐるしく進化をと
げています。ＩＣＴは、住民サービス
の向上や自治体の効率化、地域全体の
活性化に大きな役割を果たすものとし
て、その重要性は高まっています。

これまで、本町では光ブロードバン
ド環境の整備や地上デジタル放送への

対応、防災行政無線のデジタル化、及び
マイナンバー制度の施行など、情報化
社会の実現に向けた各種施策を展開し
てきました。

これからは、超高速ブロードバンド
をはじめとした情報通信基盤の充実を
図るとともに、時代に応じた最新技術
の動向も視野に入れながら、地域情報
化の推進に努めていかなければなりま
せん。

また、様々なサイバー攻撃に対応す
るための情報セキュリティ対策のほ
か、地域間や世代間の情報格差の解消
等に向けた取り組みも求められていま
す。

ＩＣＴの恩恵を受けて、
利便・効率・活力を実感できるまち

社会のあらゆる分野でＩＣＴの活用が進み、その恩恵を町民や企業が享受できる
まちを実現します。

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1-10 地域情報化

54

計画名 計画期間
白老町地域情報化推進計画 平成２４年度～

事業：1-10-1 地域情報化の推進
利用者が快適にＩＣＴの利便性を実感できるよう、超高速ブロードバンドの整

備や、災害に強い情報通信基盤の構築、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）環境の拡大
に努め、情報通信基盤の整備促進を図ります。また、世代間の情報格差の解消に向
けた取り組みを推進し、町民の情報リテラシー（情報活用能力）の向上に努めると
ともに、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた技術の地方における実用化を研究
し、地域課題の解決の糸口を見いだしていきます。

事業：1-10-2 電子自治体の推進
マイナンバーカードや電子申請システムの利活用により、行政手続きの利便性

向上を図るとともに、ＡＩ（人工知能）やＲＰＡ（自動化技術）など、時代に応じ
た最新技術を取り入れ、業務の効率化を図ります。また、クラウドサービスを積極
的に活用し、業務の標準化によるコスト削減と継続性（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の向上に
努めます。

事業：1-10-3 情報セキュリティ対策の強化
町が所有している情報資産である個人情報等を守り、町民の安心と信頼を確保

するため、最新のサイバーセキュリティ関連情報や技術動向を注視しながら、必
要な技術的対策を講ずるとともに、情報管理体制の強化や、セキュリティ意識の
向上に努めます。

基本事業

個別計画等

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆情報通信技術を活用したサービスが向上し
ていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

52.0％ 58.0％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆光ブロードバンド加入率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

32.9％ 36.0%

地域情報化とは、情報通信技術（ＩＣ
Ｔ）の利活用を通じて、子どもから高
齢者まで幅広い年代に対し、便利で豊
かな暮らしの実現や、安全で安心な地
域社会の形成、地域の活性化及び行政
サービスの向上等を図っていくことで
す。

近年、インターネットの普及等によ
り、情報通信環境が飛躍的に向上し、
情報通信技術が目まぐるしく進化をと
げています。ＩＣＴは、住民サービス
の向上や自治体の効率化、地域全体の
活性化に大きな役割を果たすものとし
て、その重要性は高まっています。

これまで、本町では光ブロードバン
ド環境の整備や地上デジタル放送への

対応、防災行政無線のデジタル化、及び
マイナンバー制度の施行など、情報化
社会の実現に向けた各種施策を展開し
てきました。

これからは、超高速ブロードバンド
をはじめとした情報通信基盤の充実を
図るとともに、時代に応じた最新技術
の動向も視野に入れながら、地域情報
化の推進に努めていかなければなりま
せん。

また、様々なサイバー攻撃に対応す
るための情報セキュリティ対策のほ
か、地域間や世代間の情報格差の解消
等に向けた取り組みも求められていま
す。

ＩＣＴの恩恵を受けて、
利便・効率・活力を実感できるまち

社会のあらゆる分野でＩＣＴの活用が進み、その恩恵を町民や企業が享受できる
まちを実現します。

現
状
と
課
題

め
ざ
す
姿

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

1 生活環境分野 ～人と自然が共生した、安心で住みよい生活環境のまち～

基本施策1-10 地域情報化

54

計画名 計画期間
白老町地域情報化推進計画 平成２４年度～

事業：1-10-1 地域情報化の推進
利用者が快適にＩＣＴの利便性を実感できるよう、超高速ブロードバンドの整

備や、災害に強い情報通信基盤の構築、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）環境の拡大
に努め、情報通信基盤の整備促進を図ります。また、世代間の情報格差の解消に向
けた取り組みを推進し、町民の情報リテラシー（情報活用能力）の向上に努めると
ともに、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた技術の地方における実用化を研究
し、地域課題の解決の糸口を見いだしていきます。

事業：1-10-2 電子自治体の推進
マイナンバーカードや電子申請システムの利活用により、行政手続きの利便性

向上を図るとともに、ＡＩ（人工知能）やＲＰＡ（自動化技術）など、時代に応じ
た最新技術を取り入れ、業務の効率化を図ります。また、クラウドサービスを積極
的に活用し、業務の標準化によるコスト削減と継続性（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の向上に
努めます。

事業：1-10-3 情報セキュリティ対策の強化
町が所有している情報資産である個人情報等を守り、町民の安心と信頼を確保

するため、最新のサイバーセキュリティ関連情報や技術動向を注視しながら、必
要な技術的対策を講ずるとともに、情報管理体制の強化や、セキュリティ意識の
向上に努めます。

基本事業

個別計画等
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基本方針２ 健康福祉分野
～思いやり、支え合い、

みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

健康づくり

★ 健康づくりの推進

★ 健診・検診の充実

心の健康サポートの推進

地域医療

★ 持続可能な町立病院の運営

救急医療体制の充実

★ 地域医療体制の充実

地域医療連携の推進

子ども・子育て

★ 子ども・子育て支援事業の推進

★ 子どもを産み育てやすい環境づくり

★ 母子保健・福祉の充実

★ 乳幼児期の教育・保育サービスの充実

★ 支援が必要な児童への対応

地域福祉

★ 地域福祉の推進

共生型地域福祉拠点機能の充実

生活の安定と自立支援

高齢者福祉

介護予防と健康づくりの推進

介護サービスの充実

生きがいづくりと社会参加の促進

地域で安心して暮らせる環境づくり

障がい者 児 福祉

障がい福祉サービスの充実

障がい者の自立支援と社会参加の促進

障がい児の相談・支援の充実
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１．成果指標【まちづくり指標】
◆メタボリックシンドローム該当者等割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

該当者 19.2％
予備軍 11.3％

該当者 14.4％以下
予備軍 8.5％以下

２．成果指標【まちづくり指標】
◆国保特定健診受診率

34.4％ 40.4％以上

１．町民満足度【町民意識調査】
◆心身ともに健やかな暮らしの支援が充実し
ていると感じる町民の割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

61.3% 67.3％

では、生活習慣病の医療費が全体の約
１／４を占めています。発症者の中に
は特定健診未受診者も含まれており、
特に働き盛り世代の受診率が低いこと
から、受診率の向上や受診しやすい環
境整備等が求められています。

また、ストレスや不安、悩み等による
心の不調に適切に対処するため、「白老
町自殺対策計画」を策定し、心の健康づ
くりに努めています。

これからは、健康寿命の延伸に向け
て、「こころ」と「からだ」の両面から
の健康づくりが求められています。

近年、生活習慣の変化や高齢者の増
加等から生活習慣病が増加し、発症と
重症化予防を重視した健康づくりの推
進やライフステージに応じた細やかな
保健サービスの充実等が求められてい
ます。

本町では、健康づくりの指針となる
「健康しらおい２１（第 2次）」を策定
し、町民一人ひとりの健康増進への意
識向上と、望ましい生活習慣の形成に
向けて取り組んでいます。

しかし、高血圧を起因とした循環器
疾患の罹患者は依然として多く、国保

一人ひとりが自らの健康づくりに取り組み、
健康長寿が叶うまち

一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組み、誰もが健康でその人らしい生活が
送れるまちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

第 3部 基本計画

第 4章

2 健康福祉分野 ～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

基本施策2-1 健康づくり
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現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

  
（高血圧予防の出前講座） （ゲートキーパー研修）

事業：2-1-1 ★健康づくりの推進
住民の健康維持のため、「健康しらおい２１」等の各種計画に沿った保健予防活

動のほか、受動喫煙防止対策や生活習慣病の重症化予防対策等を推進します。

事業：2-1-2 ★健診・検診の充実
疾病の発症と重症化の予防、早期発見・早期治療を図るため、保健指導を充実さ

せるとともに、健康診査における受診環境の改善等に努めます。

事業：2-1-3 心の健康サポートの推進
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するため、白老町自殺対策

計画に基づき、精神保健に関する知識の普及啓発や、ゲートキーパー研修等を実
施し、心の健康対策の充実を図ります。

計画名 計画期間
健康しらおい２１計画 平成２６年度～令和 4年度
白老町食育推進計画 平成３０年度～令和 4年度
保健事業実施計画・白老町データヘルス計画 平成３０年度～令和 5年度
白老町自殺対策計画 平成３１年度～令和 4年度
白老町新型インフルエンザ等行動計画 平成２７年度～

 基本事業 

 個別計画等 

第６次白老町総合計画
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１．成果指標【まちづくり指標】
◆メタボリックシンドローム該当者等割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

該当者 19.2％
予備軍 11.3％

該当者 14.4％以下
予備軍 8.5％以下

２．成果指標【まちづくり指標】
◆国保特定健診受診率

34.4％ 40.4％以上

１．町民満足度【町民意識調査】
◆心身ともに健やかな暮らしの支援が充実し
ていると感じる町民の割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

61.3% 67.3％

では、生活習慣病の医療費が全体の約
１／４を占めています。発症者の中に
は特定健診未受診者も含まれており、
特に働き盛り世代の受診率が低いこと
から、受診率の向上や受診しやすい環
境整備等が求められています。

また、ストレスや不安、悩み等による
心の不調に適切に対処するため、「白老
町自殺対策計画」を策定し、心の健康づ
くりに努めています。

これからは、健康寿命の延伸に向け
て、「こころ」と「からだ」の両面から
の健康づくりが求められています。

近年、生活習慣の変化や高齢者の増
加等から生活習慣病が増加し、発症と
重症化予防を重視した健康づくりの推
進やライフステージに応じた細やかな
保健サービスの充実等が求められてい
ます。

本町では、健康づくりの指針となる
「健康しらおい２１（第 2次）」を策定
し、町民一人ひとりの健康増進への意
識向上と、望ましい生活習慣の形成に
向けて取り組んでいます。

しかし、高血圧を起因とした循環器
疾患の罹患者は依然として多く、国保

一人ひとりが自らの健康づくりに取り組み、
健康長寿が叶うまち

一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組み、誰もが健康でその人らしい生活が
送れるまちを実現します。 
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現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

  
（高血圧予防の出前講座） （ゲートキーパー研修）

事業：2-1-1 ★健康づくりの推進
住民の健康維持のため、「健康しらおい２１」等の各種計画に沿った保健予防活

動のほか、受動喫煙防止対策や生活習慣病の重症化予防対策等を推進します。

事業：2-1-2 ★健診・検診の充実
疾病の発症と重症化の予防、早期発見・早期治療を図るため、保健指導を充実さ

せるとともに、健康診査における受診環境の改善等に努めます。

事業：2-1-3 心の健康サポートの推進
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するため、白老町自殺対策

計画に基づき、精神保健に関する知識の普及啓発や、ゲートキーパー研修等を実
施し、心の健康対策の充実を図ります。

計画名 計画期間
健康しらおい２１計画 平成２６年度～令和 4年度
白老町食育推進計画 平成３０年度～令和 4年度
保健事業実施計画・白老町データヘルス計画 平成３０年度～令和 5年度
白老町自殺対策計画 平成３１年度～令和 4年度
白老町新型インフルエンザ等行動計画 平成２７年度～

 基本事業 

 個別計画等 
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第 3部 基本計画

第 4章

2 健康福祉分野 ～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

１．成果指標【まちづくり指標】
◆救急患者受入件数

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

758件 1,000件

１．町民満足度【町民意識調査】
◆安全・安心で適切な医療サービスが受けられ
ると感じる町民の割合
現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

44.7％ 50.7％

団塊世代が７５歳以上となる２０２
５年には、医療への需要がピークを迎
えます。住み慣れた地域で医療・介護
などのサービスを受けられる環境が求
められるなか、地域の拠点病院の重要
性が高まっています。

一方で、国は将来の人口構造の変化
等を見据え、全国の公立病院の統合や
再編の議論の活性化を求めています。

本町においては、町立病院を医療と
介護機能を有する病院改築として、方
向性を示したところでありますが、病
院運営を持続可能なものにするために
は、更なる経営改善の実現が必要とな
ります。

また、救急医療については、これまで
関係医療機関の協力を受けながら、休日
における医療体制の確保に努めてきま
した。今後においては、ウポポイの開設
に伴う来訪者の増加を見据え、更なる救
急医療体制の充実が求められています。

将来にわたって安定した地域医療を
提供していくためには、医療従事者の安
定的な確保をはじめ、医療・保健・福祉
が一体となった包括的なサービス提供
のほか、広域的な医療ネットワークによ
る地域医療連携の推進が必要となりま
す。 

住み慣れた地域で、
町民がいつでも安心して医療が受けられるまち

 

住み慣れた地域で、いつでも安心した医療が受けられ、町民の命や健康が守られ
るまちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
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姿

 将来の目標 

基本施策2-2 地域医療
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計画名 計画期間
保健・医療・福祉施策推進方針 令和２年度～令和５年度
白老町立国民健康保険病院経営改善計画 平成２５年度～令和２年度

事業：2-2-１ ★持続可能な町立病院の運営
町民の健康と安全な暮らしを支えていくため、東胆振医療圏域における医療動

向や町民ニーズを捉え、町立病院が地域での役割を果たし、健全な運営と経営の
安定化を図りながら、老朽化する病院の改築を進めます。

事業：2-2-2 救急医療体制の充実
町民が緊急時に迅速かつ適切な初期医療を受けることができるよう、町立病院

の救急受入体制を確保するとともに、医療活動の充実や町内医療機関等の協力、
近隣市との広域連携による救急医療体制の充実を図ります。また、関係機関や一
般社団法人苫小牧市医師会と連携して、当番制により休日・夜間診療体制を確保
します。

事業：2-2-３ ★地域医療体制の充実
三連携（保健・福祉・医療の連携）の推進により、データヘルス、インセンティ

ブ（動機づけ）制度を活用した介護予防や、フレイル対策、生活習慣病等の疾病予
防・重症化予防に取り組むとともに、医療費の適正化や保険財政の安定化を図る
ことで、持続可能な社会保障制度の確立を目指します。

事業：2-2-４ 地域医療連携の推進
町立病院と他医療機関との役割の明確化や、医療連携の推進、ＩＣＴを活用し

た患者情報共有ネットワークの構築など、具体的な取り組みについて、関係機関
と協議を進め、東胆振医療圏域における医療機能の分化と連携強化に努めます。

 基本事業 

 個別計画等 
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第 3部 基本計画

第 4章

2 健康福祉分野 ～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

２．成果指標【まちづくり指標】
◆放課後児童クラブの希望者受け入れ割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

１．成果指標【まちづくり指標】
◆保育園等の利用定員に対する在園児数の割合
（教育・保育）

現状値 令和元年度( ) 令和 9年度( )

教育 59.0％
保育 107.9％

目標値
教育 100.0％
保育 100.0％

◆安心して子どもを産み育てられる支援が充実
していると感じる町民の割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

52.0％ 58.0％

全国的に少子化が進行するなか、本
町においても出生数は年々低下し、合
計特殊出生率については、全国平均を
大きく下回る状況にあります。

また、女性の社会進出やライフスタ
イルの変化に伴い、子育て支援に関す
るニーズは拡大・多様化する一方、家
族構成の変化や地域とのつながりの希
薄化により、身近な地域に相談できる
相手がいないといった子育てに関する
不安や、孤立感を抱く人の増加、家庭
における子育て力の低下等が懸念され
ています。

こうした現状のなか、本町において
も希望する誰もが結婚・妊娠・出産に喜
びや幸せを感じ、安心して子育てでき
る環境づくりが急務となっています。

子どもの健やかな成長のためには、
母子ともに健康であることが必要であ
り、妊娠期から子育て期にわたるまで
の保健・医療の充実が課題となってい
ます。あわせて、社会問題化している子
どもの貧困や児童虐待など、厳しい環
境にある子どもたちへの支援等の強化
についても求められています。

子どもを安心して産み育てることができるまち
 

安心して子育てできる環境が確保され、子どもがいきいきと輝き、健やかに育つ
まちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 

１．町民満足度【町民意識調査】

将来の目標 

基本施策2-3 子ども・子育て
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100.0％ 100.0％

計画名 計画期間
子ども・子育て支援事業計画 令和２年度～令和６年度
白老町保育事業運営計画 平成２９年度～令和３年度
家庭教育支援推進計画 令和２年度～令和６年度
しらおい子ども憲章 平成２５年度～

事業：2-3-1 ★子ども・子育て支援事業の推進
女性の働き方の変化に伴う子育てニーズの拡大・多様化に対応するため、地域

子ども・子育て支援事業の量的拡大を図り、子育てと仕事の両立を支援するとと
もに、地域での子育て関連団体とのネットワーク強化に努めます。

事業：2-3-2 ★子どもを産み育てやすい環境づくり
子どもを持つことを希望する誰もが、安心して結婚、妊娠、出産、子育てができ

るよう、相談体制の充実や子どもの居場所づくり等に取り組み、地域全体で子育
てを支える体制づくりを推進します。

事業：2-3-3 ★母子保健・福祉の充実
妊娠・出産・育児にわたる母子保健（健診・相談・指導等）の充実と、不妊・不

育治療費や子ども医療費等のほか、ひとり親家庭への支援等により、子育て世代
の精神的・経済的な不安や負担の軽減を図ります。

事業：2-3-4 ★乳幼児期の教育・保育サービスの充実
様々なライフスタイルや保護者の多様な就労形態により、多様化する保育ニー

ズに対応するため、安全・安心で、質の高い教育・保育環境を確保するとともに、
特別保育事業の充実を図ります。

事業：2-3-5 ★支援が必要な児童への対応
児童虐待や発達に遅れのある子どもへの適切な対応のほか、子どもの将来が家

庭の経済力等に影響されないよう、相談体制の充実を図るとともに関係機関との
連携を強化し、各施策を総合的に推進します。

 基本事業 

 個別計画等 
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第 3部 基本計画

第 4章

2 健康福祉分野 ～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

２．成果指標【まちづくり指標】
◆放課後児童クラブの希望者受け入れ割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

１．成果指標【まちづくり指標】
◆保育園等の利用定員に対する在園児数の割合
（教育・保育）

現状値 令和元年度( ) 令和 9年度( )

教育 59.0％
保育 107.9％

目標値
教育 100.0％
保育 100.0％

◆安心して子どもを産み育てられる支援が充実
していると感じる町民の割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

52.0％ 58.0％

全国的に少子化が進行するなか、本
町においても出生数は年々低下し、合
計特殊出生率については、全国平均を
大きく下回る状況にあります。

また、女性の社会進出やライフスタ
イルの変化に伴い、子育て支援に関す
るニーズは拡大・多様化する一方、家
族構成の変化や地域とのつながりの希
薄化により、身近な地域に相談できる
相手がいないといった子育てに関する
不安や、孤立感を抱く人の増加、家庭
における子育て力の低下等が懸念され
ています。

こうした現状のなか、本町において
も希望する誰もが結婚・妊娠・出産に喜
びや幸せを感じ、安心して子育てでき
る環境づくりが急務となっています。

子どもの健やかな成長のためには、
母子ともに健康であることが必要であ
り、妊娠期から子育て期にわたるまで
の保健・医療の充実が課題となってい
ます。あわせて、社会問題化している子
どもの貧困や児童虐待など、厳しい環
境にある子どもたちへの支援等の強化
についても求められています。

子どもを安心して産み育てることができるまち
 

安心して子育てできる環境が確保され、子どもがいきいきと輝き、健やかに育つ
まちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 

１．町民満足度【町民意識調査】

将来の目標 

基本施策2-3 子ども・子育て

62

100.0％ 100.0％

計画名 計画期間
子ども・子育て支援事業計画 令和２年度～令和６年度
白老町保育事業運営計画 平成２９年度～令和３年度
家庭教育支援推進計画 令和２年度～令和６年度
しらおい子ども憲章 平成２５年度～

事業：2-3-1 ★子ども・子育て支援事業の推進
女性の働き方の変化に伴う子育てニーズの拡大・多様化に対応するため、地域

子ども・子育て支援事業の量的拡大を図り、子育てと仕事の両立を支援するとと
もに、地域での子育て関連団体とのネットワーク強化に努めます。

事業：2-3-2 ★子どもを産み育てやすい環境づくり
子どもを持つことを希望する誰もが、安心して結婚、妊娠、出産、子育てができ

るよう、相談体制の充実や子どもの居場所づくり等に取り組み、地域全体で子育
てを支える体制づくりを推進します。

事業：2-3-3 ★母子保健・福祉の充実
妊娠・出産・育児にわたる母子保健（健診・相談・指導等）の充実と、不妊・不

育治療費や子ども医療費等のほか、ひとり親家庭への支援等により、子育て世代
の精神的・経済的な不安や負担の軽減を図ります。

事業：2-3-4 ★乳幼児期の教育・保育サービスの充実
様々なライフスタイルや保護者の多様な就労形態により、多様化する保育ニー

ズに対応するため、安全・安心で、質の高い教育・保育環境を確保するとともに、
特別保育事業の充実を図ります。

事業：2-3-5 ★支援が必要な児童への対応
児童虐待や発達に遅れのある子どもへの適切な対応のほか、子どもの将来が家

庭の経済力等に影響されないよう、相談体制の充実を図るとともに関係機関との
連携を強化し、各施策を総合的に推進します。

 基本事業 

 個別計画等 
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第 3部 基本計画

第 4章

2 健康福祉分野 ～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

１．町民満足度【町民意識調査】

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

53.6％ 59.6％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆地域ぐるみで支えあう福祉体制が整備され
ていると感じる町民の割合

◆ボランティアセンター登録者割合

現状値 令和元年度( ) 目標値(令和 9年度)

12.1％ 12.1％

少子高齢化や核家族化の進行によ
り、地域のつながりが希薄化している
一方、地域福祉のニーズは複雑化・多
様化しており、行政だけでは対応が困
難となってきています。

本町では、地域福祉計画に基づき、幅
広い町民の主体的参加と、事業者や行
政等の協働により、地域福祉の推進に
向けて取り組んでいます。

近年、複合的な問題を抱える家庭が
増加するなか、本町では、民生委員・児
童委員等との連携を強化しながら、制度

子どもから高齢者、障がい者まで、誰
もが地域の一員として、いきいきと自
立した生活を安心して送ることができ
るよう、地域で見守り・支え合う体制づ
くり等を推進しながら、自助、共助、公
助による地域共生社会の実現に向けて
取り組んでいかなければなりません。

すべての人が安心して、いきいきと生活できるよう、

互いに助け合い、支え合いのあるまち 

住み慣れた地域や家庭で住み続けられるよう、すべての人が互いに思いやりを持
ち、ともに生きることができるまちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

基本施策2-4 地域福祉

64

の枠を超えた相談体制づくりに努めて
います。その一方で、福祉人材の高齢
化に伴う担い手不足が深刻な問題とな
っています。

 
（定例民生委員児童委員協議会）

計画名 計画期間
白老町地域福祉計画 令和 2年度～令和 6年度

事業：2-4-1 ★地域福祉の推進
住み慣れた地域でいきいきと安心して生活できるよう、町民・地域・行政がそれ

ぞれ連携して、助け合い、支え合いのある地域づくりを推進するとともに、福祉意
識の高揚や、福祉活動の担い手育成等に努めます。

事業：2-4-2 共生型地域福祉拠点機能の充実
地域福祉活動の活性化を図るため、共生型地域福祉の拠点において、多様化す

る福祉ニーズに応じた各種相談窓口の運営や講座の開催など、サービスの充実に
努めます。

事業：2-4-3 生活の安定と自立支援
誰もが健康で文化的な生活が送れるよう、民生委員・児童委員や関係機関と連

携しながら、個々の実情に応じた生活相談や支援を行い、要支援者の生活の安定
と自立促進を図ります。

基本事業

 個別計画等 
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第 3部 基本計画

第 4章

2 健康福祉分野 ～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

１．町民満足度【町民意識調査】

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

53.6％ 59.6％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆地域ぐるみで支えあう福祉体制が整備され
ていると感じる町民の割合

◆ボランティアセンター登録者割合

現状値 令和元年度( ) 目標値(令和 9年度)

12.1％ 12.1％

少子高齢化や核家族化の進行によ
り、地域のつながりが希薄化している
一方、地域福祉のニーズは複雑化・多
様化しており、行政だけでは対応が困
難となってきています。

本町では、地域福祉計画に基づき、幅
広い町民の主体的参加と、事業者や行
政等の協働により、地域福祉の推進に
向けて取り組んでいます。

近年、複合的な問題を抱える家庭が
増加するなか、本町では、民生委員・児
童委員等との連携を強化しながら、制度

子どもから高齢者、障がい者まで、誰
もが地域の一員として、いきいきと自
立した生活を安心して送ることができ
るよう、地域で見守り・支え合う体制づ
くり等を推進しながら、自助、共助、公
助による地域共生社会の実現に向けて
取り組んでいかなければなりません。

すべての人が安心して、いきいきと生活できるよう、

互いに助け合い、支え合いのあるまち 

住み慣れた地域や家庭で住み続けられるよう、すべての人が互いに思いやりを持
ち、ともに生きることができるまちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

基本施策2-4 地域福祉

64

の枠を超えた相談体制づくりに努めて
います。その一方で、福祉人材の高齢
化に伴う担い手不足が深刻な問題とな
っています。

 
（定例民生委員児童委員協議会）

計画名 計画期間
白老町地域福祉計画 令和 2年度～令和 6年度

事業：2-4-1 ★地域福祉の推進
住み慣れた地域でいきいきと安心して生活できるよう、町民・地域・行政がそれ

ぞれ連携して、助け合い、支え合いのある地域づくりを推進するとともに、福祉意
識の高揚や、福祉活動の担い手育成等に努めます。

事業：2-4-2 共生型地域福祉拠点機能の充実
地域福祉活動の活性化を図るため、共生型地域福祉の拠点において、多様化す

る福祉ニーズに応じた各種相談窓口の運営や講座の開催など、サービスの充実に
努めます。

事業：2-4-3 生活の安定と自立支援
誰もが健康で文化的な生活が送れるよう、民生委員・児童委員や関係機関と連

携しながら、個々の実情に応じた生活相談や支援を行い、要支援者の生活の安定
と自立促進を図ります。

基本事業

 個別計画等 
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第 3部 基本計画

第 4章

2 健康福祉分野 ～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

56.8％ 62.8％

１．町民満足度【町民意識調査】 １．成果指標【まちづくり指標】
◆高齢者が生涯にわたり、安心して住み慣れた
地域でいきいきとした生活が送れると感じ
る町民の割合

◆介護予防事業参加者数

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

9,200人 9,200人

団塊世代が７５歳以上となる２０２
５年には、高齢化率が全国で３０．０
％超となり、高齢化が大きく進行しま
す。本町においては、さらに深刻で、２
０２５年に高齢化率が４６．１％と、
国以上に高齢化が進行します。

また、核家族化による世帯構造の変
化により、独居高齢者や、支援できる
家族が近隣にいない高齢世帯の増加、
後期高齢者の増加に伴う要介護者の増
加等が課題となっています。

こうしたなか、高齢者が安心して暮
らせる環境づくりが求められており、

多様な生活支援サービスの創出や、見
守り体制づくりの強化に向け、生活支
援コーディネーターを配置し、地域包
括ケアシステムの構築に取り組んでき
ました。

近年、家族に見守られながら住み慣
れた住まいで人生の最期を迎えるため
の体制整備が課題となっており、在宅
での看取りに向けた取り組みが求めら
れています。

これからは、町民一人ひとりが、自
分らしい暮らしを人生の最期まで続け
られるよう、高齢者福祉の更なる推進
が必要となります。 

住み慣れた地域で、生きがいを感じながら、
安心して長寿を楽しむことができるまち 

高齢者が住み慣れた環境のもと、生きがいを感じながら、いきいきと暮らし、生
活の質の向上を実感できるまちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

基本施策2-5 高齢者福祉
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計画名 計画期間
白老町高齢者保健福祉計画・白老町介護保険
事業計画 平成３０年度～令和２年度

事業：2-5-1 介護予防と健康づくりの推進
高齢者が地域で自立した生活ができるよう、介護予防に資する知識の普及啓発

や、自主的な活動の育成・支援に努め、要介護予防対策や重度化対策等に取り組み
ます。

事業：2-5-２ 介護サービスの充実
介護保険制度を持続可能な制度として維持していくため、介護サービスの質の

向上や介護給付費の適正化に取り組みます。また、多様な介護サービスのニーズ
に対応し、安定したサービスを提供していくため、介護人材の確保対策や定着に
向けた取り組みを推進します。

事業：2-5-３ 生きがいづくりと社会参加の促進
高齢者の閉じこもりを予防するため、高齢者がこれまで培ってきた豊かな経験

や能力を発揮できるような場づくりを関係機関と連携し取り組みます。

事業：2-5-４ 地域で安心して暮らせる環境づくり
高齢者等の権利擁護を推進するため、多様化する相談を包括的に受け止める体

制を整備するとともに、成年後見制度の利用促進や市民後見人の養成等に努めま
す。

（地域ふれあいサロン） （高齢者のヨガ教室）

 基本事業 

 個別計画等 

67

第６次白老町総合計画

健
康
福
祉

高
齢
者
福
祉

2-5



第 3部 基本計画

第 4章

2 健康福祉分野 ～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

56.8％ 62.8％

１．町民満足度【町民意識調査】 １．成果指標【まちづくり指標】
◆高齢者が生涯にわたり、安心して住み慣れた
地域でいきいきとした生活が送れると感じ
る町民の割合

◆介護予防事業参加者数

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

9,200人 9,200人

団塊世代が７５歳以上となる２０２
５年には、高齢化率が全国で３０．０
％超となり、高齢化が大きく進行しま
す。本町においては、さらに深刻で、２
０２５年に高齢化率が４６．１％と、
国以上に高齢化が進行します。

また、核家族化による世帯構造の変
化により、独居高齢者や、支援できる
家族が近隣にいない高齢世帯の増加、
後期高齢者の増加に伴う要介護者の増
加等が課題となっています。

こうしたなか、高齢者が安心して暮
らせる環境づくりが求められており、

多様な生活支援サービスの創出や、見
守り体制づくりの強化に向け、生活支
援コーディネーターを配置し、地域包
括ケアシステムの構築に取り組んでき
ました。

近年、家族に見守られながら住み慣
れた住まいで人生の最期を迎えるため
の体制整備が課題となっており、在宅
での看取りに向けた取り組みが求めら
れています。

これからは、町民一人ひとりが、自
分らしい暮らしを人生の最期まで続け
られるよう、高齢者福祉の更なる推進
が必要となります。 

住み慣れた地域で、生きがいを感じながら、
安心して長寿を楽しむことができるまち 

高齢者が住み慣れた環境のもと、生きがいを感じながら、いきいきと暮らし、生
活の質の向上を実感できるまちを実現します。 

 

現
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 将来の目標 

基本施策2-5 高齢者福祉
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計画名 計画期間
白老町高齢者保健福祉計画・白老町介護保険
事業計画 平成３０年度～令和２年度

事業：2-5-1 介護予防と健康づくりの推進
高齢者が地域で自立した生活ができるよう、介護予防に資する知識の普及啓発

や、自主的な活動の育成・支援に努め、要介護予防対策や重度化対策等に取り組み
ます。

事業：2-5-２ 介護サービスの充実
介護保険制度を持続可能な制度として維持していくため、介護サービスの質の

向上や介護給付費の適正化に取り組みます。また、多様な介護サービスのニーズ
に対応し、安定したサービスを提供していくため、介護人材の確保対策や定着に
向けた取り組みを推進します。

事業：2-5-３ 生きがいづくりと社会参加の促進
高齢者の閉じこもりを予防するため、高齢者がこれまで培ってきた豊かな経験

や能力を発揮できるような場づくりを関係機関と連携し取り組みます。

事業：2-5-４ 地域で安心して暮らせる環境づくり
高齢者等の権利擁護を推進するため、多様化する相談を包括的に受け止める体

制を整備するとともに、成年後見制度の利用促進や市民後見人の養成等に努めま
す。

（地域ふれあいサロン） （高齢者のヨガ教室）

 基本事業 

 個別計画等 
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第 3部 基本計画

第 4章

2 健康福祉分野 ～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

１．町民満足度【町民意識調査】
◆障がいの有無にかかわらず、生きがいを持ち
ながら安心して生活できると感じる町民の
割合
現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

56.3％ 62.3％

◆障がい福祉サービス等相談の年間対応件数

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

1,696件 1,800件

高齢化の進行に伴い、障がいの重度
化、重複化が進んでいます。そのよう
な状況のなか、障害者差別解消法が施
行されるなど、障がい者（児）が住み慣
れた地域で自立した生活を送るための
法整備が進められています。

本町においても、同法の施行に伴い、
職員対応マニュアルや福祉ガイドブッ
クの作成のほか、コミュニケーション
支援ボードの活用など、様々な施策を
展開してきました。また、障がい者（児）
に関する相談支援体制の充実や障がい
者（児）を地域全体で支えることがで
きる仕組みづくりにも努めてきまし
た。

これからも、ノーマライゼーション
の理念のもと、障がいのある人もない
人も、互いに理解し、支え合いながら、
地域の中で安心して暮らすことができ
る環境づくりが求められます。

また、障がい者（児）が地域の中で自
立した生活を送るための社会資源の充
実、地域の理解、就労の支援、関係機関
の連携強化等も必要となります。

加えて、障がい児福祉については、地
域における専門的な支援を更に充実さ
せるとともに、乳幼児期から学校卒業
までの一貫した支援体制の構築が求め
られています。 

障がい者が安心して暮らし、

地域社会の一員として自立できるまち 
障がいのある人への理解が深まり、障がいの有無にかかわらず、誰もが地域で支
え合いながら暮らせるまちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

基本施策2-6 障がい者（児）福祉
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１．成果指標【まちづくり指標】

（就労支援施設） （コミュニケーション支援ボード）

計画名 計画期間
白老町障がい者福祉計画 平成２７年度～令和 2年度
白老町障がい福祉計画 平成３０年度～令和 2年度
白老町障がい児福祉計画 平成３０年度～令和 2年度

事業：2-6-1 障がい福祉サービスの充実
障がいのある人が地域において安心して生活できるよう、障がいの特性に合わ

せた支援サービスの提供や、相談体制の拡充、障がいのある人への理解促進等を
図り、個々のニーズに応じた障がい者施策を推進します。また、バリアフリー新法
に基づき、公共施設や公共性の高い施設において、だれもが利用しやすい施設や
設備になるように努めます。

事業：2-6-2 障がい者の自立支援と社会参加の促進
障がいのある人が、地域で自立した生活を送ることができるよう、地域住民や

関係機関、事業所等が連携し、就労先の確保や、社会参加の促進、コミュニケーシ
ョンへの支援、さらには、スポーツを楽しめる機会等の充実を図り、地域共生社会
の実現を目指します。

事業：2-6-3 障がい児の相談・支援の充実
発達の遅れや障がいが認められる子どもに対して、関係機関が連携しながら、

きめ細やかな相談・支援等を行い、乳幼児期から学校卒業まで切れ目なく療育や
学校教育が受けられる環境整備に努めます。

基本事業

個別計画等
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第 3部 基本計画

第 4章

2 健康福祉分野 ～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～

１．町民満足度【町民意識調査】
◆障がいの有無にかかわらず、生きがいを持ち
ながら安心して生活できると感じる町民の
割合
現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

56.3％ 62.3％

◆障がい福祉サービス等相談の年間対応件数

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

1,696件 1,800件

高齢化の進行に伴い、障がいの重度
化、重複化が進んでいます。そのよう
な状況のなか、障害者差別解消法が施
行されるなど、障がい者（児）が住み慣
れた地域で自立した生活を送るための
法整備が進められています。

本町においても、同法の施行に伴い、
職員対応マニュアルや福祉ガイドブッ
クの作成のほか、コミュニケーション
支援ボードの活用など、様々な施策を
展開してきました。また、障がい者（児）
に関する相談支援体制の充実や障がい
者（児）を地域全体で支えることがで
きる仕組みづくりにも努めてきまし
た。

これからも、ノーマライゼーション
の理念のもと、障がいのある人もない
人も、互いに理解し、支え合いながら、
地域の中で安心して暮らすことができ
る環境づくりが求められます。

また、障がい者（児）が地域の中で自
立した生活を送るための社会資源の充
実、地域の理解、就労の支援、関係機関
の連携強化等も必要となります。

加えて、障がい児福祉については、地
域における専門的な支援を更に充実さ
せるとともに、乳幼児期から学校卒業
までの一貫した支援体制の構築が求め
られています。 

障がい者が安心して暮らし、

地域社会の一員として自立できるまち 
障がいのある人への理解が深まり、障がいの有無にかかわらず、誰もが地域で支
え合いながら暮らせるまちを実現します。 
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１．成果指標【まちづくり指標】

（就労支援施設） （コミュニケーション支援ボード）

計画名 計画期間
白老町障がい者福祉計画 平成２７年度～令和 2年度
白老町障がい福祉計画 平成３０年度～令和 2年度
白老町障がい児福祉計画 平成３０年度～令和 2年度

事業：2-6-1 障がい福祉サービスの充実
障がいのある人が地域において安心して生活できるよう、障がいの特性に合わ

せた支援サービスの提供や、相談体制の拡充、障がいのある人への理解促進等を
図り、個々のニーズに応じた障がい者施策を推進します。また、バリアフリー新法
に基づき、公共施設や公共性の高い施設において、だれもが利用しやすい施設や
設備になるように努めます。

事業：2-6-2 障がい者の自立支援と社会参加の促進
障がいのある人が、地域で自立した生活を送ることができるよう、地域住民や

関係機関、事業所等が連携し、就労先の確保や、社会参加の促進、コミュニケーシ
ョンへの支援、さらには、スポーツを楽しめる機会等の充実を図り、地域共生社会
の実現を目指します。

事業：2-6-3 障がい児の相談・支援の充実
発達の遅れや障がいが認められる子どもに対して、関係機関が連携しながら、

きめ細やかな相談・支援等を行い、乳幼児期から学校卒業まで切れ目なく療育や
学校教育が受けられる環境整備に努めます。

基本事業

個別計画等
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70

基本方針３ 教育文化分野
～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

学校教育

★ 学校教育内容の充実

★ 特色のある学校づくりの推進

★ 安心して学べる教育環境の充実

教師力の向上

学校教育施設設備の整備・充実

安全・安心な学校給食の提供

社会教育

生涯学習機会の充実

地域における生涯学習活動への支援

社会教育施設の整備・充実

読書活動の推進

★ 子ども・若者の健全育成

芸術文化
芸術文化の振興

史跡・文化財の保全と活用

スポーツ

★ スポーツの振興

スポーツ施設の整備充実

スポーツによる地域活性化

民族文化

アイヌ文化の理解促進・普及啓発

アイヌ文化伝承活動団体への支援

アイヌの伝統的生活空間の再生

人権
人権啓発

男女共同参画

71
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１．成果指標【まちづくり指標】
◆全国学力等調査による平均正答率の全道平
均との差

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

△2.7点 0点以上

１．町民満足度【町民意識調査】
◆子どもたちが安心していきいきと学ぶこと
ができると感じる町民の割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

53.6％ 59.6％

一方、いじめや不登校だけではなく、
メディアの使用時間の増加や、インタ
ーネットを通した犯罪など、様々な教
育課題が社会問題化するなか、学校、家
庭、地域などにおける一層の連携強化
が求められています。

加えて、変化する教育内容や制度に
対応した教育環境の整備、学校施設の
計画的な老朽化対策等、子どもの教育
環境の充実も求められています。

学校給食においては、「ふるさと」と
「食」への関心を高めるため、郷土給食
や食育の一層の推進が求められていま
す。 

　知・徳・体のバランスの取れた「生き
る力」の育成を基本とし、一人ひとり
の個性や能力に応じた、きめ細やかな
教育の推進が求められています。

これまで、コミュニティ・スクールの
導入やふるさと学習のほか、漢検・英
検等の受検支援、人型ロボットを活用
したプログラミング教育等に取り組
み、確かな学力の定着や特色のある教
育活動等を推進してきました。

これからは、未来を生き抜く力のあ
る子どもを育成するために、基礎学力
の向上や時代の要請に対応した新たな
学びの推進が必要となります。

生きる力を身に付け、
未来を切り拓く子どもたちが育つまち

生きる力を育み、郷土に誇りと愛着をもった、次世代を担う子どもたちが育つま
ちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

第 3部 基本計画

第 4章
基本施策3-1 学校教育

72

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

計画名 計画期間
白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱） 平成２８年度～令和２年度

事業：3-1-1 ★学校教育内容の充実
「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和を重視した「生きる力」を育む教育

を推進するとともに、情報教育や外国語教育など、時代の変化に対応した学びを充実させ、
「質の高い学力」の習得を図ります。

事業：3-1-2 ★特色のある学校づくりの推進
子どもの豊かな人間性を育み、郷土への誇りと愛着を醸成するため、学校が保護者、地

域住民と手を取り合い、それぞれの地域の歴史や文化などを踏まえた特色のある教育活動
を展開します。

事業：3-1-3 ★安心して学べる教育環境の充実
支援を必要とする子どもに対し、特別支援教育支援員・介助員等の配置を進めるなど、

特別支援教育の充実を図るとともに、いじめや不登校などの心の問題に対しては、スクー
ルカウンセラー等の配置の拡充に努め、教育相談体制の強化を図ります。また、すべての
子どもが経済的不安を持たずに学ぶことができるよう、就学援助などの支援の充実を図り
ます。

事業：3-1-4 教師力の向上
子ども一人ひとりの成長に寄り添い、個の可能性を引き出すため、教師力の向上に向け

た研修を充実させ、意欲ある人材の育成を図ります。

事業：3-1-5 学校教育施設設備の整備・充実
子どもの教育効果を高めるとともに、豊かな学びを確保するため、安全で快適な学習環

境の充実や、施設設備の整備を計画的に行います。また、情報教育を推進するためのＩＣ
Ｔ機器やデジタル教材のほか、学校図書館の図書設備等の整備充実を図ります。

事業：3-1-6 安全・安心な学校給食の提供

 個別計画等 

 基本事業 
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　成長期の児童生徒の健やかな心身の維持と増進を図るため、栄養や食物アレルギー、
衛生管理に配慮した安全・安心な学校給食の提供を行います。また、郷土食材の活用や
食育の推進により、ふるさとの食への関心をもたせ、健康な食生活の実践力の育成を図
ります。
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１．成果指標【まちづくり指標】
◆全国学力等調査による平均正答率の全道平
均との差

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

△2.7点 0点以上

１．町民満足度【町民意識調査】
◆子どもたちが安心していきいきと学ぶこと
ができると感じる町民の割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

53.6％ 59.6％

一方、いじめや不登校だけではなく、
メディアの使用時間の増加や、インタ
ーネットを通した犯罪など、様々な教
育課題が社会問題化するなか、学校、家
庭、地域などにおける一層の連携強化
が求められています。

加えて、変化する教育内容や制度に
対応した教育環境の整備、学校施設の
計画的な老朽化対策等、子どもの教育
環境の充実も求められています。

学校給食においては、「ふるさと」と
「食」への関心を高めるため、郷土給食
や食育の一層の推進が求められていま
す。 

　知・徳・体のバランスの取れた「生き
る力」の育成を基本とし、一人ひとり
の個性や能力に応じた、きめ細やかな
教育の推進が求められています。

これまで、コミュニティ・スクールの
導入やふるさと学習のほか、漢検・英
検等の受検支援、人型ロボットを活用
したプログラミング教育等に取り組
み、確かな学力の定着や特色のある教
育活動等を推進してきました。

これからは、未来を生き抜く力のあ
る子どもを育成するために、基礎学力
の向上や時代の要請に対応した新たな
学びの推進が必要となります。

生きる力を身に付け、
未来を切り拓く子どもたちが育つまち

生きる力を育み、郷土に誇りと愛着をもった、次世代を担う子どもたちが育つま
ちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
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 将来の目標 

第 3部 基本計画

第 4章
基本施策3-1 学校教育

72

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

計画名 計画期間
白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱） 平成２８年度～令和２年度

事業：3-1-1 ★学校教育内容の充実
「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和を重視した「生きる力」を育む教育

を推進するとともに、情報教育や外国語教育など、時代の変化に対応した学びを充実させ、
「質の高い学力」の習得を図ります。

事業：3-1-2 ★特色のある学校づくりの推進
子どもの豊かな人間性を育み、郷土への誇りと愛着を醸成するため、学校が保護者、地

域住民と手を取り合い、それぞれの地域の歴史や文化などを踏まえた特色のある教育活動
を展開します。

事業：3-1-3 ★安心して学べる教育環境の充実
支援を必要とする子どもに対し、特別支援教育支援員・介助員等の配置を進めるなど、

特別支援教育の充実を図るとともに、いじめや不登校などの心の問題に対しては、スクー
ルカウンセラー等の配置の拡充に努め、教育相談体制の強化を図ります。また、すべての
子どもが経済的不安を持たずに学ぶことができるよう、就学援助などの支援の充実を図り
ます。

事業：3-1-4 教師力の向上
子ども一人ひとりの成長に寄り添い、個の可能性を引き出すため、教師力の向上に向け

た研修を充実させ、意欲ある人材の育成を図ります。

事業：3-1-5 学校教育施設設備の整備・充実
子どもの教育効果を高めるとともに、豊かな学びを確保するため、安全で快適な学習環

境の充実や、施設設備の整備を計画的に行います。また、情報教育を推進するためのＩＣ
Ｔ機器やデジタル教材のほか、学校図書館の図書設備等の整備充実を図ります。

事業：3-1-6 安全・安心な学校給食の提供

 個別計画等 

 基本事業 
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　成長期の児童生徒の健やかな心身の維持と増進を図るため、栄養や食物アレルギー、
衛生管理に配慮した安全・安心な学校給食の提供を行います。また、郷土食材の活用や
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第 3部 基本計画

第 4章

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

１．町民満足度【町民意識調査】
◆社会教育活動が充実していると感じる町民
の割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

53.4％ 59.4％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆生涯学習講座開設数

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

12回 18回

２．成果指標【まちづくり指標】
◆図書館の町民一人当たり蔵書貸出数

3.8冊 4.0冊

また、人口減少や高齢化等により、地
域の力の衰退が懸念されるなか、公民
館等を中心とした社会教育の資源を有
効活用して、講師となる人材や、まちづ
くりを進めるリーダーの育成も急務と
なっています。

一方、これらの学びの場となる、社会
教育施設の多くは老朽化が進んでお
り、大規模改修が必要な施設もみられ
ます。計画的に改修を進めるとともに、
時代にあった利用しやすい施設のあり
方について検討することが求められま
す。

社会の成熟やライフスタイルの変
化、自己実現の高まりを背景に、生涯
にわたる主体的な学びを通して、生き
がいのある充実した人生を送りたいと
いうニーズが増えています。

本町の社会教育の推進にあたって
は、多様化するニーズに対応した学習
機会の提供や、習得した知識・技能な
どの学習成果を地域に還元させる仕組
みづくりを進めるほか、地域で行われ
ている社会教育関係団体の活動への支
援を行っています。

学びの楽しさを実感しながら、
みんなが活躍できるまち 

いつでも、だれでも生涯にわたり学習し、わかる喜びや学びの楽しさを実感しな
がら、みんなが活躍できるまちを実現します。 

 

現
状
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 将来の目標 

基本施策3-2 社会教育

74

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

事業：3-2-1 生涯学習機会の充実
多様な住民ニーズを把握し、生涯にわたって学ぶ喜びや楽しさを実感できる学習の場を

提供するとともに、学びや活動を通じて、町民の輪が広がる交流機会の創出に努めます。
また、講座や催しの情報を収集・整理し、町民によりわかりやすく発信します。

事業：3-2-２ 地域における生涯学習活動への支援
家庭や地域社会を取り巻く様々な課題に対応するため、学校・家庭・地域との連携・協

力を強め、町民が主体的に活動できるよう支援します。また、地域づくりのリーダーとな
る人材の発掘・育成に努めます。

事業：3-2-３ 社会教育施設の整備・充実
活動の拠点となる中央公民館などの維持管理を適正に行い、安心して利用できる施設と

なるよう努めます。また、耐震化や長寿命化などに向けた検証を進め、安全対策を推進し
ます。

事業：3-2-4 読書活動の推進
町民の読書活動を促進するとともに、地域の情報拠点となるよう、様々な資料や情報の

収集・提供等に取り組み、サービスの充実に努めます。また、読書活動に関連するイベン
トの開催や、学校図書館との連携による子どもの読書活動の推進など、図書館活動の振興
を図ります。

事業：3-2-5 ★子ども・若者の健全育成
青少年の健全な育成を図るため、良好な社会環境づくりについて家庭や地域に啓発する

とともに、地域と連携して健全育成や非行防止のための活動を推進します。また、困難を
抱える子ども・若者が自立できるよう、関係機関と連携を図りながら、一人ひとりの状況
やライフスタイルに応じた切れ目のない支援に取り組みます。

計画名 計画期間
白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱） 平成２８年度～令和２年度
社会教育中期計画 平成２８年度～令和２年度
子どもの読書活動推進計画 平成３１年度～令和５年度
白老町立図書館事業計画 単年度
しらおい子ども憲章 平成２５年度～

 個別計画等 

 基本事業 
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第 3部 基本計画

第 4章

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

１．町民満足度【町民意識調査】
◆社会教育活動が充実していると感じる町民
の割合

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

53.4％ 59.4％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆生涯学習講座開設数

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

12回 18回

２．成果指標【まちづくり指標】
◆図書館の町民一人当たり蔵書貸出数

3.8冊 4.0冊

また、人口減少や高齢化等により、地
域の力の衰退が懸念されるなか、公民
館等を中心とした社会教育の資源を有
効活用して、講師となる人材や、まちづ
くりを進めるリーダーの育成も急務と
なっています。

一方、これらの学びの場となる、社会
教育施設の多くは老朽化が進んでお
り、大規模改修が必要な施設もみられ
ます。計画的に改修を進めるとともに、
時代にあった利用しやすい施設のあり
方について検討することが求められま
す。

社会の成熟やライフスタイルの変
化、自己実現の高まりを背景に、生涯
にわたる主体的な学びを通して、生き
がいのある充実した人生を送りたいと
いうニーズが増えています。

本町の社会教育の推進にあたって
は、多様化するニーズに対応した学習
機会の提供や、習得した知識・技能な
どの学習成果を地域に還元させる仕組
みづくりを進めるほか、地域で行われ
ている社会教育関係団体の活動への支
援を行っています。

学びの楽しさを実感しながら、
みんなが活躍できるまち 

いつでも、だれでも生涯にわたり学習し、わかる喜びや学びの楽しさを実感しな
がら、みんなが活躍できるまちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

基本施策3-2 社会教育

74

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

事業：3-2-1 生涯学習機会の充実
多様な住民ニーズを把握し、生涯にわたって学ぶ喜びや楽しさを実感できる学習の場を

提供するとともに、学びや活動を通じて、町民の輪が広がる交流機会の創出に努めます。
また、講座や催しの情報を収集・整理し、町民によりわかりやすく発信します。

事業：3-2-２ 地域における生涯学習活動への支援
家庭や地域社会を取り巻く様々な課題に対応するため、学校・家庭・地域との連携・協

力を強め、町民が主体的に活動できるよう支援します。また、地域づくりのリーダーとな
る人材の発掘・育成に努めます。

事業：3-2-３ 社会教育施設の整備・充実
活動の拠点となる中央公民館などの維持管理を適正に行い、安心して利用できる施設と

なるよう努めます。また、耐震化や長寿命化などに向けた検証を進め、安全対策を推進し
ます。

事業：3-2-4 読書活動の推進
町民の読書活動を促進するとともに、地域の情報拠点となるよう、様々な資料や情報の

収集・提供等に取り組み、サービスの充実に努めます。また、読書活動に関連するイベン
トの開催や、学校図書館との連携による子どもの読書活動の推進など、図書館活動の振興
を図ります。

事業：3-2-5 ★子ども・若者の健全育成
青少年の健全な育成を図るため、良好な社会環境づくりについて家庭や地域に啓発する

とともに、地域と連携して健全育成や非行防止のための活動を推進します。また、困難を
抱える子ども・若者が自立できるよう、関係機関と連携を図りながら、一人ひとりの状況
やライフスタイルに応じた切れ目のない支援に取り組みます。

計画名 計画期間
白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱） 平成２８年度～令和２年度
社会教育中期計画 平成２８年度～令和２年度
子どもの読書活動推進計画 平成３１年度～令和５年度
白老町立図書館事業計画 単年度
しらおい子ども憲章 平成２５年度～

 個別計画等 

 基本事業 
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第 3部 基本計画

第 4章

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

１．成果指標【まちづくり指標】
◆陣屋資料館入館者数

5,313人 10,000人

１．町民満足度【町民意識調査】
◆芸術・文化に触れる機会が充実していると感
じる町民の割合

57.1％ 63.1％

２．成果指標【まちづくり指標】
◆芸術文化鑑賞事業実施回数

6回 8回

芸術文化は、豊かな創造性や感受性
を育み、町民の生活に潤いをもたらす
ものであり、ウポポイの開設を契機に
活動のすそ野が広がりをみせていま
す。

文化活動の更なる活性化とすそ野拡
大のためには、関係団体と連携をとり、
町民の活動意欲に応えられるような支
援の充実が必要です。

町民の身近な学習の場である仙台藩
白老元陣屋資料館では、地域の歴史や
文化を継承し、次代へつなげていくた

薫り高い芸術文化を体感し、
心豊かに暮らせるまち 

先人が築いた地域の歴史や文化に触れ、文化的に暮らせるまちを実現します。 

め、保存活用計画を基にした取り組み
を進めています。

また、増加が予想される外国人観光
客に対応するため、多言語ガイダンス
システムを導入するなど、利用者ニー
ズや目線を意識した施設運営を図って
います。

町民がまちの魅力や良さに気付く
「地域学講座」の開設を通して、町民が
ふるさと白老に対して誇りや愛着を持
てるような環境整備を充実させること
が求められています。

 

現
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 将来の目標 

基本施策3-3 芸術文化
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現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( ) 現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

計画名 計画期間
白老仙台藩陣屋跡保存活用計画 令和２年度～
歴史と文化のまち宣言 昭和６３年度～

（館長とまち歩き講座） （白老町文化祭）

事業：3-3-1 芸術文化の振興
芸術文化を身近に親しむことのできる環境づくりに努めるとともに、町民によ

る主体的な活動の推進や、発表の機会の提供、活動を担う人材づくり等への支援
など、町内における芸術文化の振興に努めます。

事業：3-3-2 史跡・文化財の保全と活用
史跡や指定文化財など、貴重な歴史資源を次世代に継承するとともに、広く町

民に親しんでもらうため、それぞれの特性に応じた保存と活用に取り組みます。
また、博物館活動に関わるボランティア人材の育成を通じ、町民の意識の高揚や
自主的な活動を促進します。

個別計画等

基本事業
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第 3部 基本計画

第 4章

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

１．成果指標【まちづくり指標】
◆陣屋資料館入館者数

5,313人 10,000人

１．町民満足度【町民意識調査】
◆芸術・文化に触れる機会が充実していると感
じる町民の割合

57.1％ 63.1％

２．成果指標【まちづくり指標】
◆芸術文化鑑賞事業実施回数

6回 8回

芸術文化は、豊かな創造性や感受性
を育み、町民の生活に潤いをもたらす
ものであり、ウポポイの開設を契機に
活動のすそ野が広がりをみせていま
す。

文化活動の更なる活性化とすそ野拡
大のためには、関係団体と連携をとり、
町民の活動意欲に応えられるような支
援の充実が必要です。

町民の身近な学習の場である仙台藩
白老元陣屋資料館では、地域の歴史や
文化を継承し、次代へつなげていくた

薫り高い芸術文化を体感し、
心豊かに暮らせるまち 

先人が築いた地域の歴史や文化に触れ、文化的に暮らせるまちを実現します。 

め、保存活用計画を基にした取り組み
を進めています。

また、増加が予想される外国人観光
客に対応するため、多言語ガイダンス
システムを導入するなど、利用者ニー
ズや目線を意識した施設運営を図って
います。

町民がまちの魅力や良さに気付く
「地域学講座」の開設を通して、町民が
ふるさと白老に対して誇りや愛着を持
てるような環境整備を充実させること
が求められています。
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 将来の目標 

基本施策3-3 芸術文化

76

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( ) 現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

現状値 令和元年度( ) 目標値 令和 9年度( )

計画名 計画期間
白老仙台藩陣屋跡保存活用計画 令和２年度～
歴史と文化のまち宣言 昭和６３年度～

（館長とまち歩き講座） （白老町文化祭）

事業：3-3-1 芸術文化の振興
芸術文化を身近に親しむことのできる環境づくりに努めるとともに、町民によ

る主体的な活動の推進や、発表の機会の提供、活動を担う人材づくり等への支援
など、町内における芸術文化の振興に努めます。

事業：3-3-2 史跡・文化財の保全と活用
史跡や指定文化財など、貴重な歴史資源を次世代に継承するとともに、広く町

民に親しんでもらうため、それぞれの特性に応じた保存と活用に取り組みます。
また、博物館活動に関わるボランティア人材の育成を通じ、町民の意識の高揚や
自主的な活動を促進します。

個別計画等

基本事業
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆運動に親しむことのできる環境が充実して
いると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

56.0％ 62.0％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆スポーツ事業等実施回数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

13回 21回

２．成果指標【まちづくり指標】
◆体力づくり教室の実施回数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

0回 24回

近年の健康志向の高まりや、子ども
の体を動かす機会の減少が指摘される
なか、スポーツ活動を通して心身の発
達や健康の増進を図り、誰もが生涯に
わたってスポーツに親しむことができ
る環境づくりが求められています。

本町では、スポーツに対する町民ニ
ーズが高まるなか、各種競技の普及や
指導者の育成を図るため、関係団体と
連携した取り組みを進めています。

総合体育館や桜ヶ丘運動公園など、
既存のスポーツ施設を活用し、さらな
る利用促進を図るための講習会やスポ

ーツイベントの充実が必要です。また、
誰もが安全・安心で快適にスポーツを
楽しむことができるよう、老朽化が進
む施設については、計画的な改修が求
められています。

スポーツ資源を活用した地域経済活
性化の動きも高まってきており、交流
人口の拡大を図るためのスポーツイベ
ントの開催や、スポーツツーリズムへ
の対応等についても検討が必要です。

誰もが気軽にスポーツに参加し、
元気で健やかに暮らせるまち

身近で気軽なスポーツを楽しみながら、健康的に暮らせるまちを実現します。

第 3部 基本計画

第 4章

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

基本施策3-4 スポーツ

78

将来の目標

め
ざ
す
姿

現
状
と
課
題

（ゲーリング大会） （健康ﾏﾗｿﾝﾌｧﾐﾘｰｳｫｰｷﾝｸﾞ大会）

事業︓3-4-1 ★スポーツの振興
町民一人ひとりが目的や体力に応じて気軽にスポーツ活動へ参加できるよう、

関係団体や学校、地域と連携して、スポーツに触れる機会の提供や、指導者の育成
等に努めます。また、健康づくりや町民の交流を促す、ニュースポーツ等の普及活
動を推進します。

事業︓3-4-2 スポーツ施設の整備充実
スポーツ・レクリエーションの拠点となるスポーツ施設を町民が安全・安心に

利用できるよう、施設の計画的な改修と適正な維持管理に努めます。また、各施設
の特性に応じた運営内容の充実を図るとともに、利用促進に向けた情報発信に努
めます。

事業︓3-4-3 スポーツによる地域活性化
スポーツを通じて地域経済の活性化を図るため、スポーツツーリズムや、スポ

ーツイベントの開催、大規模な大会やスポーツ合宿の誘致等に取り組み、スポー
ツを核としたまちづくりを推進します。

計画名 計画期間
白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱） 平成２８年度～令和２年度
社会教育中期計画 平成２８年度～令和２年度
スポーツ都市宣言 昭和５１年度～

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆運動に親しむことのできる環境が充実して
いると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

56.0％ 62.0％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆スポーツ事業等実施回数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

13回 21回

２．成果指標【まちづくり指標】
◆体力づくり教室の実施回数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

0回 24回

近年の健康志向の高まりや、子ども
の体を動かす機会の減少が指摘される
なか、スポーツ活動を通して心身の発
達や健康の増進を図り、誰もが生涯に
わたってスポーツに親しむことができ
る環境づくりが求められています。

本町では、スポーツに対する町民ニ
ーズが高まるなか、各種競技の普及や
指導者の育成を図るため、関係団体と
連携した取り組みを進めています。

総合体育館や桜ヶ丘運動公園など、
既存のスポーツ施設を活用し、さらな
る利用促進を図るための講習会やスポ

ーツイベントの充実が必要です。また、
誰もが安全・安心で快適にスポーツを
楽しむことができるよう、老朽化が進
む施設については、計画的な改修が求
められています。

スポーツ資源を活用した地域経済活
性化の動きも高まってきており、交流
人口の拡大を図るためのスポーツイベ
ントの開催や、スポーツツーリズムへ
の対応等についても検討が必要です。

誰もが気軽にスポーツに参加し、
元気で健やかに暮らせるまち

身近で気軽なスポーツを楽しみながら、健康的に暮らせるまちを実現します。

第 3部 基本計画

第 4章

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

基本施策3-4 スポーツ

78

将来の目標

め
ざ
す
姿

現
状
と
課
題

（ゲーリング大会） （健康ﾏﾗｿﾝﾌｧﾐﾘｰｳｫｰｷﾝｸﾞ大会）

事業︓3-4-1 ★スポーツの振興
町民一人ひとりが目的や体力に応じて気軽にスポーツ活動へ参加できるよう、

関係団体や学校、地域と連携して、スポーツに触れる機会の提供や、指導者の育成
等に努めます。また、健康づくりや町民の交流を促す、ニュースポーツ等の普及活
動を推進します。

事業︓3-4-2 スポーツ施設の整備充実
スポーツ・レクリエーションの拠点となるスポーツ施設を町民が安全・安心に

利用できるよう、施設の計画的な改修と適正な維持管理に努めます。また、各施設
の特性に応じた運営内容の充実を図るとともに、利用促進に向けた情報発信に努
めます。

事業︓3-4-3 スポーツによる地域活性化
スポーツを通じて地域経済の活性化を図るため、スポーツツーリズムや、スポ

ーツイベントの開催、大規模な大会やスポーツ合宿の誘致等に取り組み、スポー
ツを核としたまちづくりを推進します。

計画名 計画期間
白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱） 平成２８年度～令和２年度
社会教育中期計画 平成２８年度～令和２年度
スポーツ都市宣言 昭和５１年度～

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆アイヌ文化が国内外各層へ幅広く普及して
いると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

60.2％ 66.2％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆アイヌ文化の理解を深めるための講習会開
催回数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

30回 40回

近世以降の和人の流入、明治以降の
国の政策により、先住民族であるアイ
ヌ民族の尊厳と文化に深刻な打撃を与
えたという歴史的経緯を踏まえ、アイ
ヌの人々の誇りが尊重される社会の実
現が求められています。

しかし、アイヌ文化の伝承者は減少
し、自然と共に生きる暮らしの中で生
み出された、有形、無形を含めた様々
なアイヌ文化が存立の危機に瀕してい
るとともに、未だ、アイヌ民族の文化
や歴史等についても町内外で十分な理
解が得られていない状況にあります。

こうした背景を踏まえ、アイヌ文化
の復興・発展と先住民族の尊厳を尊重
し、差別のない多様で豊かな文化を持
つ活力ある社会を築いていくための象
徴として、２０２０年にウポポイが本
町にオープンします。

これからも町として、アイヌ民族の
文化や歴史の正しい認識と理解を深め
る機会の充実や、伝承者の確保に向け
た支援、文化伝承の環境整備等が求め
られます。

アイヌ民族の尊厳の保持と、文化・歴史の
次世代への継承により、多文化共生社会が実現するまち
アイヌ新法の理念に基づき、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、次世代
へ継承されるまちの実現を目指します。

め
ざ
す

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

基本施策3-5 民族文化

80

現
状
と
課
題

姿

（アイヌ語初級講座）   （豊漁を祈る儀式「ペッカムイノミ」）

事業︓3-5-1 アイヌ文化の理解促進・普及啓発
ウポポイなど関係機関と連携しながら、アイヌ民族の文化や歴史について、町

内外へ情報発信するとともに、アイヌ文化に見て、触れて、学べる、様々な機会を
提供することにより、各階層への理解の促進を図ります。

事業︓3-5-2 アイヌ文化伝承活動団体への支援
アイヌ文化伝承活動団体等に対して、伝統儀式、古式舞踊をはじめとしたアイ

ヌ文化の保存活動や、口承文芸等の継承活動への支援を行うことで、アイヌ文化
が正しく後世に継承されるよう、伝承活動の継続支援に努めます。

事業︓3-5-3 アイヌの伝統的生活空間の再生
自然と共生してきたアイヌの人々の伝統的生活の場を再生するとともに、伝承

活動等に必要な自然素材の供給を可能とする空間を形成します。また、その素材
を活用しつつ、教育・体験型イオルとしてアイヌ文化の伝承・体験交流の促進を図
ります。

計画名 計画期間
白老町アイヌ施策基本方針 平成１９年度～
白老町アイヌ施策推進地域計画 令和元年度～令和５年度
白老町アイヌ文化振興基本方針・同事業計画 平成１４年度～

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆アイヌ文化が国内外各層へ幅広く普及して
いると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

60.2％ 66.2％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆アイヌ文化の理解を深めるための講習会開
催回数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

30回 40回

近世以降の和人の流入、明治以降の
国の政策により、先住民族であるアイ
ヌ民族の尊厳と文化に深刻な打撃を与
えたという歴史的経緯を踏まえ、アイ
ヌの人々の誇りが尊重される社会の実
現が求められています。

しかし、アイヌ文化の伝承者は減少
し、自然と共に生きる暮らしの中で生
み出された、有形、無形を含めた様々
なアイヌ文化が存立の危機に瀕してい
るとともに、未だ、アイヌ民族の文化
や歴史等についても町内外で十分な理
解が得られていない状況にあります。

こうした背景を踏まえ、アイヌ文化
の復興・発展と先住民族の尊厳を尊重
し、差別のない多様で豊かな文化を持
つ活力ある社会を築いていくための象
徴として、２０２０年にウポポイが本
町にオープンします。

これからも町として、アイヌ民族の
文化や歴史の正しい認識と理解を深め
る機会の充実や、伝承者の確保に向け
た支援、文化伝承の環境整備等が求め
られます。

アイヌ民族の尊厳の保持と、文化・歴史の
次世代への継承により、多文化共生社会が実現するまち
アイヌ新法の理念に基づき、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、次世代
へ継承されるまちの実現を目指します。

め
ざ
す

将来の目標

第 3部 基本計画

第 4章

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

基本施策3-5 民族文化

80

現
状
と
課
題

姿

（アイヌ語初級講座）   （豊漁を祈る儀式「ペッカムイノミ」）

事業︓3-5-1 アイヌ文化の理解促進・普及啓発
ウポポイなど関係機関と連携しながら、アイヌ民族の文化や歴史について、町

内外へ情報発信するとともに、アイヌ文化に見て、触れて、学べる、様々な機会を
提供することにより、各階層への理解の促進を図ります。

事業︓3-5-2 アイヌ文化伝承活動団体への支援
アイヌ文化伝承活動団体等に対して、伝統儀式、古式舞踊をはじめとしたアイ

ヌ文化の保存活動や、口承文芸等の継承活動への支援を行うことで、アイヌ文化
が正しく後世に継承されるよう、伝承活動の継続支援に努めます。

事業︓3-5-3 アイヌの伝統的生活空間の再生
自然と共生してきたアイヌの人々の伝統的生活の場を再生するとともに、伝承

活動等に必要な自然素材の供給を可能とする空間を形成します。また、その素材
を活用しつつ、教育・体験型イオルとしてアイヌ文化の伝承・体験交流の促進を図
ります。

計画名 計画期間
白老町アイヌ施策基本方針 平成１９年度～
白老町アイヌ施策推進地域計画 令和元年度～令和５年度
白老町アイヌ文化振興基本方針・同事業計画 平成１４年度～

第６次白老町総合計画

81
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆人権に関する相談や支援体制の整備を推進
していると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

55.1％ 61.1％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆各種審議会等における女性の登用率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

28.7％ 50.0％

互いの人権を尊重し合い、差別のないまち
町民一人ひとりの人権が尊重され、偏見のない、誰もが幸せに暮らせるまちを実
現します。

人権とは誰もが生まれながらにして
平等に持っているものであり、保障さ
れるべき権利です。

本町では、これまで関係機関等との
連携により、人権についての正しい理
解と人権尊重の理念を深めるための教
育や意識啓発等を進めてきました。し
かしながら、偏見等による潜在的な差
別は未だ根深く存在しており、近年に
おいてはＳＮＳの普及もあって、イン
ターネットによる人権侵害など、新た
な問題が生じています。

これからも、人権意識の高揚に向け
て、関係機関等との連携を強化しなが

ら、継続的な人権教育と啓発活動に努
めていくことが求められます。

一方、少子高齢化や人口減少を背景
に、女性の活躍促進が求められるなか、
本町では白老町男女共同参画計画（あ
いプラン）を策定し、男女があらゆる分
野で対等な立場で活動できる環境づく
りを進めています。

これからは、男女の固定的な役割分
担意識の解消や、共に担う子育て意識
の醸成をはじめ、地域活動における男
女共同参画の推進等を図り、ともに輝
くまちづくりを進めていかなければな
りません。

現
状
と

題

め
ざ
す

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

基本施策3-6 人権

82

の

姿

課

（人権の花運動） （人権困りごと相談会）

事業︓3-6-1 人権啓発
日常生活において、人権尊重の意識が定着し、人権について正しい理解が進む

ように、様々な機会を活用し、効果的な人権教育と啓発に努めます。

事業︓3-6-2 男女共同参画
固定的な性別役割分担意識を解消し、男女共同参画について理解を高めるため、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）や、女性の活躍の促進に取り組む
とともに、女性に対するあらゆる暴力の防止と根絶に向けた広報と意識啓発に努
めます。

計画名 計画期間
白老町男女共同参画計画（あいプラン） 令和２年度～令和５年度

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆人権に関する相談や支援体制の整備を推進
していると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

55.1％ 61.1％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆各種審議会等における女性の登用率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

28.7％ 50.0％

互いの人権を尊重し合い、差別のないまち
町民一人ひとりの人権が尊重され、偏見のない、誰もが幸せに暮らせるまちを実
現します。

人権とは誰もが生まれながらにして
平等に持っているものであり、保障さ
れるべき権利です。

本町では、これまで関係機関等との
連携により、人権についての正しい理
解と人権尊重の理念を深めるための教
育や意識啓発等を進めてきました。し
かしながら、偏見等による潜在的な差
別は未だ根深く存在しており、近年に
おいてはＳＮＳの普及もあって、イン
ターネットによる人権侵害など、新た
な問題が生じています。

これからも、人権意識の高揚に向け
て、関係機関等との連携を強化しなが

ら、継続的な人権教育と啓発活動に努
めていくことが求められます。

一方、少子高齢化や人口減少を背景
に、女性の活躍促進が求められるなか、
本町では白老町男女共同参画計画（あ
いプラン）を策定し、男女があらゆる分
野で対等な立場で活動できる環境づく
りを進めています。

これからは、男女の固定的な役割分
担意識の解消や、共に担う子育て意識
の醸成をはじめ、地域活動における男
女共同参画の推進等を図り、ともに輝
くまちづくりを進めていかなければな
りません。

現
状
と

題

め
ざ
す

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

3 教育文化分野 ～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～

基本施策3-6 人権

82

の

姿

課

（人権の花運動） （人権困りごと相談会）

事業︓3-6-1 人権啓発
日常生活において、人権尊重の意識が定着し、人権について正しい理解が進む

ように、様々な機会を活用し、効果的な人権教育と啓発に努めます。

事業︓3-6-2 男女共同参画
固定的な性別役割分担意識を解消し、男女共同参画について理解を高めるため、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）や、女性の活躍の促進に取り組む
とともに、女性に対するあらゆる暴力の防止と根絶に向けた広報と意識啓発に努
めます。

計画名 計画期間
白老町男女共同参画計画（あいプラン） 令和２年度～令和５年度

第６次白老町総合計画

83

個別計画等

基本事業

教
育
文
化

人
権

3-6



84

基本方針４ 経済産業分野
～魅力と活力にあふれ、

賑わいが生まれる産業のまち～

産業連携・雇用

★ 産業連携の推進と投資意欲の醸成

★ 雇用機会の拡大と就業環境の充実

★ 移住・定住の促進

★ 企業誘致の推進

港湾

港湾機能の整備促進

商港区の利用促進

臨港地区の土地利活用

商工業
★ 商工業の活性化

★ 中小企業振興と創業支援

観光

★ 魅力ある観光地の形成

★ 魅力ある地域資源の活用

★ 訪れやすいまちづくりの整備・充実

★ 新たな誘客への取り組み

農林業

農業基盤の整備

★ 農業所得の向上

★ 農業経営者の育成・支援

★ 森林の整備と経営の安定化

林産物の利活用の推進

水産業

漁業基盤の強化

★ 水産業経営の安定化

水産資源の保護・育成

85



84

基本方針４ 経済産業分野
～魅力と活力にあふれ、

賑わいが生まれる産業のまち～

産業連携・雇用

★ 産業連携の推進と投資意欲の醸成

★ 雇用機会の拡大と就業環境の充実

★ 移住・定住の促進

★ 企業誘致の推進

港湾

港湾機能の整備促進

商港区の利用促進

臨港地区の土地利活用

商工業
★ 商工業の活性化

★ 中小企業振興と創業支援

観光

★ 魅力ある観光地の形成

★ 魅力ある地域資源の活用

★ 訪れやすいまちづくりの整備・充実

★ 新たな誘客への取り組み

農林業

農業基盤の整備

★ 農業所得の向上

★ 農業経営者の育成・支援

★ 森林の整備と経営の安定化

林産物の利活用の推進

水産業

漁業基盤の強化

★ 水産業経営の安定化

水産資源の保護・育成

85



１．成果指標【まちづくり指標】
◆立地企業件数（延べ）

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

32件 34件

１．町民満足度【町民意識調査】
◆自らの能力を十分に発揮し、安心して働くこ
とができる雇用環境が充実していると感じ
る町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

51.0％ 57.0％

ウポポイの開設を契機として、多く
の観光客を受け入れる体制づくりが急
務となっており、現在、異業種間によ
る産業連携や、観光振興のけん引役で
ある地域ＤＭＯを主軸とした地域内連
携の促進が求められています。

また、ウポポイの集客力を期待した
新規起業の動きや、空き店舗等の既存
ストックの活用も活発化していること
から、この動きを促進させるための総
合的な支援の充実が求められます。

近年、本町においては企業が求める
人材と求職者の希望する職種のミスマ

ッチ等を理由に、人材不足が慢性化し
ています。

町内では、若い世代が望む雇用形態
や職種が少なく、新規学卒者をはじめ
とする若い労働力が町外へ流出してお
り、定住が進まない状況にあります。

これからは、若者が求める魅力的な
雇用の創出のほか、ＵＩＪターンの推
進による関係人口の拡大等に努めてい
く必要があります。また、人材不足によ
る外国人労働者を雇用する動きも高ま
ってきていることから、制度の啓蒙が
求められています。

働きたい人が求める、多くの雇用の場があり、
安心して働くことができるまち

地元で安心して働く場所がたくさんあり、若い労働力が還流するまちを実現しま
す。

現
状
と

め
ざ

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-1 産業連携・雇用

86

課
題

す
姿

の

事業︓4-1-１ ★産業連携の推進と投資意欲の醸成
創業支援計画の策定により、総合的なサポート体制を構築し、町内での投資意

欲のある創業者を継続的に輩出・支援していきます。また、立地企業連絡協議会等
による異業種間の産業連携や、観光を主軸とした地域ＤＭＯによる地域内連携を
強化し、経済循環を促進させます。

事業︓4-1-２ ★雇用機会の拡大と就業環境の充実
働く意欲があるすべての人が希望と適正に応じた職に就くことができるよう、

ハローワークや関係機関と連携を図りながら、就労機会の確保と職業能力の向上
を支援します。また、働き方改革による労働条件の改善のほか、定年延長や再雇用
による高齢者雇用、外国人技能実習生の活用等を図るなど、安定的な人材確保に
努めます。

事業︓4-1-3 ★移住・定住の促進
しらおい移住滞在交流促進協議会と連携し、首都圏での移住相談会への参加や

ホームページの充実などにより、本町に対する理解を深める取り組みを推進する
とともに、移住希望者に対する住まいや仕事に関する情報提供、相談体制の充実
を図り、移住・定住の促進や関係人口の増加につなげていきます。

事業︓4-1-4 ★企業誘致の推進
町内工業団地等への企業立地を推進するため、首都圏企業に対して本町の持つ

特性や地理的優位性を積極的にＰＲするとともに、立地企業に対する各種支援制
度の利用促進や相談業務などアフターフォローにも努めます。

計画名 計画期間
白老町創業支援計画 令和 2年度～令和 6年度

第６次白老町総合計画

87

基本事業

個別計画等

経
済
産
業

産
業
連
携
・
雇
用

4-1



１．成果指標【まちづくり指標】
◆立地企業件数（延べ）

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

32件 34件

１．町民満足度【町民意識調査】
◆自らの能力を十分に発揮し、安心して働くこ
とができる雇用環境が充実していると感じ
る町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

51.0％ 57.0％

ウポポイの開設を契機として、多く
の観光客を受け入れる体制づくりが急
務となっており、現在、異業種間によ
る産業連携や、観光振興のけん引役で
ある地域ＤＭＯを主軸とした地域内連
携の促進が求められています。

また、ウポポイの集客力を期待した
新規起業の動きや、空き店舗等の既存
ストックの活用も活発化していること
から、この動きを促進させるための総
合的な支援の充実が求められます。

近年、本町においては企業が求める
人材と求職者の希望する職種のミスマ

ッチ等を理由に、人材不足が慢性化し
ています。

町内では、若い世代が望む雇用形態
や職種が少なく、新規学卒者をはじめ
とする若い労働力が町外へ流出してお
り、定住が進まない状況にあります。

これからは、若者が求める魅力的な
雇用の創出のほか、ＵＩＪターンの推
進による関係人口の拡大等に努めてい
く必要があります。また、人材不足によ
る外国人労働者を雇用する動きも高ま
ってきていることから、制度の啓蒙が
求められています。

働きたい人が求める、多くの雇用の場があり、
安心して働くことができるまち

地元で安心して働く場所がたくさんあり、若い労働力が還流するまちを実現しま
す。

現
状
と

め
ざ

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-1 産業連携・雇用

86

課
題

す
姿

の

事業︓4-1-１ ★産業連携の推進と投資意欲の醸成
創業支援計画の策定により、総合的なサポート体制を構築し、町内での投資意

欲のある創業者を継続的に輩出・支援していきます。また、立地企業連絡協議会等
による異業種間の産業連携や、観光を主軸とした地域ＤＭＯによる地域内連携を
強化し、経済循環を促進させます。

事業︓4-1-２ ★雇用機会の拡大と就業環境の充実
働く意欲があるすべての人が希望と適正に応じた職に就くことができるよう、

ハローワークや関係機関と連携を図りながら、就労機会の確保と職業能力の向上
を支援します。また、働き方改革による労働条件の改善のほか、定年延長や再雇用
による高齢者雇用、外国人技能実習生の活用等を図るなど、安定的な人材確保に
努めます。

事業︓4-1-3 ★移住・定住の促進
しらおい移住滞在交流促進協議会と連携し、首都圏での移住相談会への参加や

ホームページの充実などにより、本町に対する理解を深める取り組みを推進する
とともに、移住希望者に対する住まいや仕事に関する情報提供、相談体制の充実
を図り、移住・定住の促進や関係人口の増加につなげていきます。

事業︓4-1-4 ★企業誘致の推進
町内工業団地等への企業立地を推進するため、首都圏企業に対して本町の持つ

特性や地理的優位性を積極的にＰＲするとともに、立地企業に対する各種支援制
度の利用促進や相談業務などアフターフォローにも努めます。

計画名 計画期間
白老町創業支援計画 令和 2年度～令和 6年度

第６次白老町総合計画

87

基本事業

個別計画等

経
済
産
業

産
業
連
携
・
雇
用
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆地方港湾白老港が整備され商港区や関連施
設の利用が促進されていると感じる町民の
割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

50.7％ 56.7％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆取扱貨物量の実績

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

122万 t 140万 t

２．成果指標【まちづくり指標】
◆クルーズ客船、大型貨物船の寄港回数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

0隻 4隻

白老港は、昭和５７年の新規着工以
来、背後圏企業の原材料及び製品等の
流通に貢献する拠点港として、さらに
は沿岸で展開される水産活動の基地と
して、地域の産業・経済に密着した重
要な役割を果たしています。

現在は、第３商港区の一部が供用開
始となっていますが、防波堤等が未完
であり、港湾内の静穏度が保たれてい
ないことから、早期の整備促進が求め
られています。

一方、漁港区においては、漁船の大型
化が進み、係留施設の狭隘化が課題

となっています。さらには、主力貨物で
ある砂の取扱量の減少が今後予測され
ることから、新規貨物の開拓が求めら
れています。

これからは、第３商港区の優位性を
高めるための港湾利用を伴う企業誘致
や大型クルーズ船の誘致活動等、港湾
施設の更なる利用促進に向けた事業展
開が求められます。

港のもつ機能をフルに活かし、
海の玄関口として発展するまち

港湾機能の強化により、道央圏の物流拠点として、さらには、町民の憩いの場
として地域が賑わうまちを実現します。

現
状
と

題

め
ざ
す

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-2 港湾

88

課

姿

の

（クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」寄港）  （紙製品荷役）

事業︓4-2-1 港湾機能の整備促進
物流拠点としての機能を強化するため、第３商港区の静穏度向上に向けた島防

波堤の整備を促進するとともに、白老港維持管理計画に基づいた適切な維持管理
に努め、港湾施設の長寿命化を図ります。

事業︓4-2-2 商港区の利用促進
港湾利用の促進により地域経済を活性化するため、企業誘致とタイアップした

新規取扱貨物の開拓や、ウポポイの開設をセールスポイントとしたクルーズ船の
誘致に努めます。

事業︓4-2-3 臨港地区の土地利活用
白老港臨港地区の有効利用を図るため、公共工事ヤードとしての貸し付けや、

港湾利用を伴う企業誘致活動を行うとともに、親しまれる港として朝市や各種イ
ベントを開催し、憩いの場の創出に努めます。

計画名 計画期間
白老港港湾計画基本構想 平成１７年度～
白老港維持管理計画 平成２５年度～令和３３年度

第６次白老町総合計画

89

基本事業

個別計画等

経
済
産
業

港
湾
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆地方港湾白老港が整備され商港区や関連施
設の利用が促進されていると感じる町民の
割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

50.7％ 56.7％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆取扱貨物量の実績

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

122万 t 140万 t

２．成果指標【まちづくり指標】
◆クルーズ客船、大型貨物船の寄港回数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

0隻 4隻

白老港は、昭和５７年の新規着工以
来、背後圏企業の原材料及び製品等の
流通に貢献する拠点港として、さらに
は沿岸で展開される水産活動の基地と
して、地域の産業・経済に密着した重
要な役割を果たしています。

現在は、第３商港区の一部が供用開
始となっていますが、防波堤等が未完
であり、港湾内の静穏度が保たれてい
ないことから、早期の整備促進が求め
られています。

一方、漁港区においては、漁船の大型
化が進み、係留施設の狭隘化が課題

となっています。さらには、主力貨物で
ある砂の取扱量の減少が今後予測され
ることから、新規貨物の開拓が求めら
れています。

これからは、第３商港区の優位性を
高めるための港湾利用を伴う企業誘致
や大型クルーズ船の誘致活動等、港湾
施設の更なる利用促進に向けた事業展
開が求められます。

港のもつ機能をフルに活かし、
海の玄関口として発展するまち

港湾機能の強化により、道央圏の物流拠点として、さらには、町民の憩いの場
として地域が賑わうまちを実現します。

現
状
と

題

め
ざ
す

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-2 港湾

88

課

姿

の

（クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」寄港）  （紙製品荷役）

事業︓4-2-1 港湾機能の整備促進
物流拠点としての機能を強化するため、第３商港区の静穏度向上に向けた島防

波堤の整備を促進するとともに、白老港維持管理計画に基づいた適切な維持管理
に努め、港湾施設の長寿命化を図ります。

事業︓4-2-2 商港区の利用促進
港湾利用の促進により地域経済を活性化するため、企業誘致とタイアップした

新規取扱貨物の開拓や、ウポポイの開設をセールスポイントとしたクルーズ船の
誘致に努めます。

事業︓4-2-3 臨港地区の土地利活用
白老港臨港地区の有効利用を図るため、公共工事ヤードとしての貸し付けや、

港湾利用を伴う企業誘致活動を行うとともに、親しまれる港として朝市や各種イ
ベントを開催し、憩いの場の創出に努めます。

計画名 計画期間
白老港港湾計画基本構想 平成１７年度～
白老港維持管理計画 平成２５年度～令和３３年度
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１．成果指標【まちづくり指標】
◆製造品出荷額

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

625億円 633億円

１．町民満足度【町民意識調査】
◆新規企業の誘致や地域資源を活用した商品
開発が推進されていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

44.3％ 50.3％

2．成果指標【まちづくり指標】
◆新規創業支援件数（延べ）

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

４件 12件

ン（ポロトミンタラ）の開発も進み、商
工業の活性化がみられます。

一方で、インターネット等による通
信販売や、ネットショッピングなど、買
い物の多様化が進み、さらには、経営者
の高齢化による後継者不足も相まっ
て、空き店舗の常態化がみられます。

これからは、事業者に対する金融支
援や様々な課題解決に向けた総合的な
支援体制づくりを進め、商工業のさら
なる活性化に取り組む必要がありま
す。

町の活力を維持・向上させていくた
めには、町内の経済活動の活発化が重
要です。商工業の振興のため、商店街
や商工会などと協力して市街地の活性
化に取り組むとともに、小売業・製造
業をはじめとした町内企業や個人事業
者等に対して、経営の安定化と投資意
欲を促す施策等を展開しながら、稼ぐ
力の創出に努めていく必要がありま
す。

近年、ウポポイの開設を好機として
取り組んできた創業支援制度等が功を
奏し、これまでに数多くの新規出店が
みられたほか、白老駅北観光商業ゾー

商店街に多くの人が集まり、
にぎやかで活気のあるまち

中小企業の活発な事業展開により、稼ぐ力を生み出し、地域経済の活性化を図る
ことで、中心市街地が大いに賑わうまちを実現します。

現
状
と

題

め
ざ
す

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-3 商工業

90

課

姿

の （創業支援実績店舗） （インフォメーションセンター）

事業︓4-3-1 ★商工業の活性化
購買力の流出抑制や来訪者の増加を見据えた町内消費の拡大を図るため、既存

商店街の活性化策や、白老駅北観光商業ゾーン基本計画に基づいた振興策等に取
り組み、商工業の活性化による稼ぐ力の創出に努めます。

事業︓4-3-2 ★中小企業振興と創業支援
中小企業や個人事業者の経営安定を図るため、商工会など関係機関との連携に

より各種融資制度や助成制度の充実に努めるとともに、起業意欲を喚起するため、
創業支援計画を策定し、支援メニューの拡大を推進します。

計画名 計画期間
白老駅北観光商業ゾーン基本計画 平成３０年度～
白老町創業支援計画 令和２年度～令和６年度
先端設備等導入計画 平成３０年度～
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１．成果指標【まちづくり指標】
◆製造品出荷額

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

625億円 633億円

１．町民満足度【町民意識調査】
◆新規企業の誘致や地域資源を活用した商品
開発が推進されていると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

44.3％ 50.3％

2．成果指標【まちづくり指標】
◆新規創業支援件数（延べ）

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

４件 12件

ン（ポロトミンタラ）の開発も進み、商
工業の活性化がみられます。

一方で、インターネット等による通
信販売や、ネットショッピングなど、買
い物の多様化が進み、さらには、経営者
の高齢化による後継者不足も相まっ
て、空き店舗の常態化がみられます。

これからは、事業者に対する金融支
援や様々な課題解決に向けた総合的な
支援体制づくりを進め、商工業のさら
なる活性化に取り組む必要がありま
す。

町の活力を維持・向上させていくた
めには、町内の経済活動の活発化が重
要です。商工業の振興のため、商店街
や商工会などと協力して市街地の活性
化に取り組むとともに、小売業・製造
業をはじめとした町内企業や個人事業
者等に対して、経営の安定化と投資意
欲を促す施策等を展開しながら、稼ぐ
力の創出に努めていく必要がありま
す。

近年、ウポポイの開設を好機として
取り組んできた創業支援制度等が功を
奏し、これまでに数多くの新規出店が
みられたほか、白老駅北観光商業ゾー

商店街に多くの人が集まり、
にぎやかで活気のあるまち

中小企業の活発な事業展開により、稼ぐ力を生み出し、地域経済の活性化を図る
ことで、中心市街地が大いに賑わうまちを実現します。

現
状
と

題

め
ざ
す

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-3 商工業

90

課

姿

の （創業支援実績店舗） （インフォメーションセンター）

事業︓4-3-1 ★商工業の活性化
購買力の流出抑制や来訪者の増加を見据えた町内消費の拡大を図るため、既存

商店街の活性化策や、白老駅北観光商業ゾーン基本計画に基づいた振興策等に取
り組み、商工業の活性化による稼ぐ力の創出に努めます。

事業︓4-3-2 ★中小企業振興と創業支援
中小企業や個人事業者の経営安定を図るため、商工会など関係機関との連携に

より各種融資制度や助成制度の充実に努めるとともに、起業意欲を喚起するため、
創業支援計画を策定し、支援メニューの拡大を推進します。

計画名 計画期間
白老駅北観光商業ゾーン基本計画 平成３０年度～
白老町創業支援計画 令和２年度～令和６年度
先端設備等導入計画 平成３０年度～

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆おもてなしと思いやりの心あふれる受け入
れ体制が充実していると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

48.8％ 54.8％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆観光入り込み客数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

1,505千人 3,500千人

２．成果指標【まちづくり指標】
◆観光消費額

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

70億円 160億円

観光は、交流人口の増加や地域経済
の活性化をもたらす産業として期待さ
れており、関係機関・団体と連携し、そ
の強化に取り組んでいます。

本町においては、ウポポイを町内観
光の起爆剤として作用させるため、
（一社）白老観光協会が観光振興の総
合的な役割（地域ＤＭＯ）となって、
町内への周遊性を高める取り組みを
進めています。

また、ウポポイへの来訪者１００万
人の達成につなげるためには、観光資
源の魅力向上と着地型観光の推進が不

可欠であり、効果的な情報発信と外国
人を含む観光客の受入体制の充実が課
題となっています。

加えて、観光リピーターを増やすた
め、おもてなしの精神の醸成と、多様化
する観光ニーズへの対応力の向上が求
められています。

これからは、ウポポイの開業効果を
町内全体に波及させ、観光を主軸とし
た地域産業の活性化に努めていく必要
があります。

自然や歴史、食、温泉など、
白老の魅力を求め、何度も訪れたくなるまち

地域資源を最大限に活かし、おもてなしの心をもって迎え、何度も訪れたいと思
ってもらえるまちを実現します。

現
状
と

題

め
ざ

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-4 観光

92

課

す
姿

の

事業︓4-4-1 ★魅力ある観光地の形成
ウポポイの開設を契機とし、観光地としての魅力を向上させるため、（一社）

白老観光協会が地域ＤＭＯの取得を目指すほか、関係機関との連携により、町内
の周遊性を高めるための施策を展開します。

事業︓4-4-2 ★魅力ある地域資源の活用
豊富な食材やアイヌ文化を取り入れた商品開発・飲食の提供のほか、自然景観

の保存・整備、温泉資源の利活用など、本町の持つ魅力ある地域資源を活用し、地
域価値を高める取り組みを推進します。

事業︓4-4-3 ★訪れやすいまちづくりの整備・充実
多様化する観光ニーズに応えるため、観光インフォメーションセンターを拠点

とした町内の周遊性を高めるための情報発信やガイド人材の育成、交通アクセス
の整備のほか、宿泊施設、飲食店、土産品店等、民間事業者の参入促進等に努めま
す。また、外国人観光客の増加に備え、多言語対応やキャッシュレス化、観光地の
バリアフリー等にも取り組みます。

事業︓4-4-4 ★新たな誘客への取り組み
地域ＤＭＯの本登録を目指す（一社）白老観光協会が中心となり、観光客動向

ティ（屋外での遊び）の充実、教育旅行の誘致、アイヌ文化を取り入れた商品開発、
販売等に取り組みます。

計画名 計画期間
（仮称）白老町観光振興計画 令和２年度～

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆おもてなしと思いやりの心あふれる受け入
れ体制が充実していると感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

48.8％ 54.8％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆観光入り込み客数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

1,505千人 3,500千人

２．成果指標【まちづくり指標】
◆観光消費額

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

70億円 160億円

観光は、交流人口の増加や地域経済
の活性化をもたらす産業として期待さ
れており、関係機関・団体と連携し、そ
の強化に取り組んでいます。

本町においては、ウポポイを町内観
光の起爆剤として作用させるため、
（一社）白老観光協会が観光振興の総
合的な役割（地域ＤＭＯ）となって、
町内への周遊性を高める取り組みを
進めています。

また、ウポポイへの来訪者１００万
人の達成につなげるためには、観光資
源の魅力向上と着地型観光の推進が不

可欠であり、効果的な情報発信と外国
人を含む観光客の受入体制の充実が課
題となっています。

加えて、観光リピーターを増やすた
め、おもてなしの精神の醸成と、多様化
する観光ニーズへの対応力の向上が求
められています。

これからは、ウポポイの開業効果を
町内全体に波及させ、観光を主軸とし
た地域産業の活性化に努めていく必要
があります。

自然や歴史、食、温泉など、
白老の魅力を求め、何度も訪れたくなるまち

地域資源を最大限に活かし、おもてなしの心をもって迎え、何度も訪れたいと思
ってもらえるまちを実現します。

現
状
と

題

め
ざ

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-4 観光

92

課

す
姿

の

事業︓4-4-1 ★魅力ある観光地の形成
ウポポイの開設を契機とし、観光地としての魅力を向上させるため、（一社）

白老観光協会が地域ＤＭＯの取得を目指すほか、関係機関との連携により、町内
の周遊性を高めるための施策を展開します。

事業︓4-4-2 ★魅力ある地域資源の活用
豊富な食材やアイヌ文化を取り入れた商品開発・飲食の提供のほか、自然景観

の保存・整備、温泉資源の利活用など、本町の持つ魅力ある地域資源を活用し、地
域価値を高める取り組みを推進します。

事業︓4-4-3 ★訪れやすいまちづくりの整備・充実
多様化する観光ニーズに応えるため、観光インフォメーションセンターを拠点

とした町内の周遊性を高めるための情報発信やガイド人材の育成、交通アクセス
の整備のほか、宿泊施設、飲食店、土産品店等、民間事業者の参入促進等に努めま
す。また、外国人観光客の増加に備え、多言語対応やキャッシュレス化、観光地の
バリアフリー等にも取り組みます。

事業︓4-4-4 ★新たな誘客への取り組み
地域ＤＭＯの本登録を目指す（一社）白老観光協会が中心となり、観光客動向

ティ（屋外での遊び）の充実、教育旅行の誘致、アイヌ文化を取り入れた商品開発、
販売等に取り組みます。

計画名 計画期間
（仮称）白老町観光振興計画 令和２年度～

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆安全安心な生産体制の確立や農業経営の強
化、森林の整備・保全が促進されていると感
じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

52.6％ 58.6％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆農林業従事者数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

463人 500人

２．成果指標【まちづくり指標】
◆特用林産物生産量

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

2,079ｔ
( (R 6～8平均）Ｈ28～30平均)

2,079ｔ

農業者の高齢化や減少、後継者不足、
耕作放棄地の拡大、農業生産基盤の維
持管理コストの増大等、農業を取り巻
く環境は厳しさを増しています。

農業の持続的な発展を促すために
は、農業生産基盤の整備や、経営体質
の強化、農業後継者の育成等に取り組
んでいかなければなりません。

また、農業者の所得向上を図るため
には、６次産業化や農商工連携を推進
し、加工品の生産、開発により付加価
値を高め、ブランド力を強化すること
が求められます。

農林業の担い手が育ち、未来につづくまち
農林地の保全と有効利用が進み、意欲ある担い手が育まれ、稼ぐ農業を実践しな
がら、未来に続くまちを実現します。

近年、大規模施設栽培による耕種農
業の取り組みが進む一方、エゾシカの
生息頭数の増加による農業被害が課題
となっており、被害防止、資源保護のた
めにも、個体数の調整が必要となって
います。

林業においては、木材価格の長期低
迷、採算性の悪化に伴い、森林所有者の
経営意欲が減退し、放置されている森
林が目立っています。林業の担い手の
育成、林道整備、間伐などに取り組み、
森林の持つ多面的な機能の維持・回復
に努めていかなければなりません。

現
状
と

め
ざ

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-5 農林業

94

の

す
姿

課
題

事業︓4-5-1 農業基盤の整備
農業者が安定的、効率的に生産できる体制を整えるため、ほ場、農道等の基盤整備を行

うとともに、計画的な土地利用と優良農地の保全を推進します。また、野生鳥獣の駆除や
防除施設の設置への支援等にも取り組みます。

事業︓4-5-2 ★農業所得の向上
農業経営の発展・改善を目的に作業の機械化による省力化及び低コスト化を図り、生産

性の向上と合理化を進めます。また、消費者における食の安全・安心や地産地消意識の期
待に応えるため、生産者の顔が見える安全・安心な農畜産物の提供に努めます。さらに、
６次産業化による農畜産物の付加価値向上や、特産品ＰＲによるブランドイメージの推
進、グリーンツーリズムの推進による交流人口の増加等により、販路拡大に努め、農業所
得増による経営の強化に取り組みます。

事業︓4-5-3 ★農業経営者の育成・支援
就農希望者に対する啓発・相談活動をはじめ、就農準備から就農後の経営確立までの継

続した支援を行い、新規就農者の育成・確保を図ります。また、持続可能な営農体制を構
築するため、農業経営の法人化や担い手への農地の集積・集約化を促進させます。

事業︓4-5-4 ★森林の整備と経営の安定化
森林の持つ多様な公的機能を発揮するため、「森林整備計画」に基づく総合的な森林整

備を図るとともに、関係団体との協働による環境共生型の森林づくりを推進します。また、
持続可能な森林経営の促進を図るため、森林施業の集約化のほか、林道や林業機械等の整
備を推進するとともに、林業従事者の担い手確保等に取り組み、経営の安定化に努めます。

事業︓4-5-5 林産物の利活用の推進
木材、間伐材の利用・流通を促進するとともに、しいたけや木炭などの特用林産物の産

地力向上や、公共建築物等への地域材の利用促進等を図り、林業の振興に努めます。

計画名 計画期間
白老町農業経営基盤強化促進基本構想 平成２９年度～
白老町農業振興地域整備計画 平成２１年度～
白老町森林整備計画 平成２８年度～令和８年度
農村滞在型余暇活動機能整備計画 平成３１年度～
白老町肉用牛生産近代化計画書 平成２８年度～令和 7年度
白老町鳥獣被害防止計画 平成３１年度～令和 3年度
白老町緊急捕獲等計画 平成３１年度～令和 3年度
白老町地域材利用推進方針 平成２３年度～
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆安全安心な生産体制の確立や農業経営の強
化、森林の整備・保全が促進されていると感
じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

52.6％ 58.6％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆農林業従事者数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

463人 500人

２．成果指標【まちづくり指標】
◆特用林産物生産量

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

2,079ｔ
( (R 6～8平均）Ｈ28～30平均)

2,079ｔ

農業者の高齢化や減少、後継者不足、
耕作放棄地の拡大、農業生産基盤の維
持管理コストの増大等、農業を取り巻
く環境は厳しさを増しています。

農業の持続的な発展を促すために
は、農業生産基盤の整備や、経営体質
の強化、農業後継者の育成等に取り組
んでいかなければなりません。

また、農業者の所得向上を図るため
には、６次産業化や農商工連携を推進
し、加工品の生産、開発により付加価
値を高め、ブランド力を強化すること
が求められます。

農林業の担い手が育ち、未来につづくまち
農林地の保全と有効利用が進み、意欲ある担い手が育まれ、稼ぐ農業を実践しな
がら、未来に続くまちを実現します。

近年、大規模施設栽培による耕種農
業の取り組みが進む一方、エゾシカの
生息頭数の増加による農業被害が課題
となっており、被害防止、資源保護のた
めにも、個体数の調整が必要となって
います。

林業においては、木材価格の長期低
迷、採算性の悪化に伴い、森林所有者の
経営意欲が減退し、放置されている森
林が目立っています。林業の担い手の
育成、林道整備、間伐などに取り組み、
森林の持つ多面的な機能の維持・回復
に努めていかなければなりません。

現
状
と

め
ざ

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-5 農林業
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の

す
姿
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題

事業︓4-5-1 農業基盤の整備
農業者が安定的、効率的に生産できる体制を整えるため、ほ場、農道等の基盤整備を行

うとともに、計画的な土地利用と優良農地の保全を推進します。また、野生鳥獣の駆除や
防除施設の設置への支援等にも取り組みます。

事業︓4-5-2 ★農業所得の向上
農業経営の発展・改善を目的に作業の機械化による省力化及び低コスト化を図り、生産

性の向上と合理化を進めます。また、消費者における食の安全・安心や地産地消意識の期
待に応えるため、生産者の顔が見える安全・安心な農畜産物の提供に努めます。さらに、
６次産業化による農畜産物の付加価値向上や、特産品ＰＲによるブランドイメージの推
進、グリーンツーリズムの推進による交流人口の増加等により、販路拡大に努め、農業所
得増による経営の強化に取り組みます。

事業︓4-5-3 ★農業経営者の育成・支援
就農希望者に対する啓発・相談活動をはじめ、就農準備から就農後の経営確立までの継

続した支援を行い、新規就農者の育成・確保を図ります。また、持続可能な営農体制を構
築するため、農業経営の法人化や担い手への農地の集積・集約化を促進させます。

事業︓4-5-4 ★森林の整備と経営の安定化
森林の持つ多様な公的機能を発揮するため、「森林整備計画」に基づく総合的な森林整

備を図るとともに、関係団体との協働による環境共生型の森林づくりを推進します。また、
持続可能な森林経営の促進を図るため、森林施業の集約化のほか、林道や林業機械等の整
備を推進するとともに、林業従事者の担い手確保等に取り組み、経営の安定化に努めます。

事業︓4-5-5 林産物の利活用の推進
木材、間伐材の利用・流通を促進するとともに、しいたけや木炭などの特用林産物の産

地力向上や、公共建築物等への地域材の利用促進等を図り、林業の振興に努めます。

計画名 計画期間
白老町農業経営基盤強化促進基本構想 平成２９年度～
白老町農業振興地域整備計画 平成２１年度～
白老町森林整備計画 平成２８年度～令和８年度
農村滞在型余暇活動機能整備計画 平成３１年度～
白老町肉用牛生産近代化計画書 平成２８年度～令和 7年度
白老町鳥獣被害防止計画 平成３１年度～令和 3年度
白老町緊急捕獲等計画 平成３１年度～令和 3年度
白老町地域材利用推進方針 平成２３年度～
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２．成果指標【まちづくり指標】
◆つくり育てる漁業の生産額

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

108百万円 190百万円

１．町民満足度【町民意識調査】
◆装備・機械の近代化や担い手の育成、漁場な
ど生産基盤の整備がされていると感じる町
民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

54.9％ 60.9％

魚価低迷が続くなか、資材及び餌代、
燃料価格の高騰により漁家経営が苦し
くなっています。また、組合員の高齢
化と担い手不足も相まって、漁業者の
減少に歯止めがかからず、本町の水産
業を取り巻く環境は、より一層厳しく
なっていることから、漁協等関係機関
との連携による水産業支援体制の強化
が求められています。

近年の海水温の上昇により、回遊性
魚種の水産資源が減少するなか、本町
においても秋サケやスケトウタラ等の
漁獲量が減少傾向にあります。安定し
た漁家経営を維持するためには、産卵

水産資源の育成と活用により、
安定した経営ができるまち

意欲ある担い手を育み、水産物を安定的に生産・漁獲し、経営の安定化が図れる
まちを実現します。

親魚を保全する資源管理型漁業やつく
り育てる栽培漁業の推進が必要であ
り、また、先端技術の導入の可能性につ
いても関係機関等と連携しながら、調
査・研究していくことが求められてい
ます。

水産加工業については、たらこの製
造が中心でありますが、原料となるス
ケトウタラの漁獲量の減少や、輸入水
産加工品の増加等の影響を受けて厳し
い経営環境に置かれています。水産業
経営の安定化を図るため、消費者ニー
ズに対応した商品開発や地域ブランド
の推進が求められています。

現
状
と

題

め
ざ

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-6 水産業
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課

す
姿

の
１．成果指標【まちづくり指標】

◆水産業従事者数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

258人 258人

事業︓4-6-1 漁業基盤の強化
漁業生産基盤の強化を図るため、関係機関と連携しながら、狭隘化に伴う係留

施設の増設や、屋根付き岸壁の整備等、漁港施設の機能保全・強化を促進させると
ともに、後背施設についても計画的な整備促進を図ります。

事業︓4-6-2 ★水産業経営の安定化
漁協等関係機関と連携し、経営合理化や生産性を向上させる取り組み等を支援

することで漁業経営基盤を強化し、漁家所得の向上を図ります。また、水産加工技
術の高度化による付加価値向上対策の促進や次世代の担い手確保、人材育成を進
め、活力のある漁業、水産加工業の確立を図ります。さらには、白老産水産物の普
及宣伝や地域ブランド化の推進、多様な販売戦略の展開等に努め、販路開拓・消費
拡大による経営の安定化を進めます。

事業︓4-6-3 水産資源の保護・育成
回遊性魚種の安定した生産を確保するため、適切な資源利用や秩序ある操業に

よる漁獲管理に取り組むとともに、根付資源に対する資源管理型漁業の促進や、
栽培漁業の振興に努め、水産資源の保護・育成を図ります。また、有害生物である
ヒトデ等の駆除を促進させるとともに、漁具等に被害を及ぼすサメの有効活用化
についても推進します。

計画名 計画期間
浜の活力再生プラン 平成３１年度～令和 6年度
登別・白老（虎杖浜）地域マリンビジョン計画 平成１８年度～
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２．成果指標【まちづくり指標】
◆つくり育てる漁業の生産額

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

108百万円 190百万円

１．町民満足度【町民意識調査】
◆装備・機械の近代化や担い手の育成、漁場な
ど生産基盤の整備がされていると感じる町
民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

54.9％ 60.9％

魚価低迷が続くなか、資材及び餌代、
燃料価格の高騰により漁家経営が苦し
くなっています。また、組合員の高齢
化と担い手不足も相まって、漁業者の
減少に歯止めがかからず、本町の水産
業を取り巻く環境は、より一層厳しく
なっていることから、漁協等関係機関
との連携による水産業支援体制の強化
が求められています。

近年の海水温の上昇により、回遊性
魚種の水産資源が減少するなか、本町
においても秋サケやスケトウタラ等の
漁獲量が減少傾向にあります。安定し
た漁家経営を維持するためには、産卵

水産資源の育成と活用により、
安定した経営ができるまち

意欲ある担い手を育み、水産物を安定的に生産・漁獲し、経営の安定化が図れる
まちを実現します。

親魚を保全する資源管理型漁業やつく
り育てる栽培漁業の推進が必要であ
り、また、先端技術の導入の可能性につ
いても関係機関等と連携しながら、調
査・研究していくことが求められてい
ます。

水産加工業については、たらこの製
造が中心でありますが、原料となるス
ケトウタラの漁獲量の減少や、輸入水
産加工品の増加等の影響を受けて厳し
い経営環境に置かれています。水産業
経営の安定化を図るため、消費者ニー
ズに対応した商品開発や地域ブランド
の推進が求められています。

現
状
と

題

め
ざ

将来 目標

第 3部 基本計画

第 4章

4 経済産業分野 ～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～

基本施策4-6 水産業

96

課

す
姿

の
１．成果指標【まちづくり指標】

◆水産業従事者数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

258人 258人

事業︓4-6-1 漁業基盤の強化
漁業生産基盤の強化を図るため、関係機関と連携しながら、狭隘化に伴う係留

施設の増設や、屋根付き岸壁の整備等、漁港施設の機能保全・強化を促進させると
ともに、後背施設についても計画的な整備促進を図ります。

事業︓4-6-2 ★水産業経営の安定化
漁協等関係機関と連携し、経営合理化や生産性を向上させる取り組み等を支援

することで漁業経営基盤を強化し、漁家所得の向上を図ります。また、水産加工技
術の高度化による付加価値向上対策の促進や次世代の担い手確保、人材育成を進
め、活力のある漁業、水産加工業の確立を図ります。さらには、白老産水産物の普
及宣伝や地域ブランド化の推進、多様な販売戦略の展開等に努め、販路開拓・消費
拡大による経営の安定化を進めます。

事業︓4-6-3 水産資源の保護・育成
回遊性魚種の安定した生産を確保するため、適切な資源利用や秩序ある操業に

よる漁獲管理に取り組むとともに、根付資源に対する資源管理型漁業の促進や、
栽培漁業の振興に努め、水産資源の保護・育成を図ります。また、有害生物である
ヒトデ等の駆除を促進させるとともに、漁具等に被害を及ぼすサメの有効活用化
についても推進します。

計画名 計画期間
浜の活力再生プラン 平成３１年度～令和 6年度
登別・白老（虎杖浜）地域マリンビジョン計画 平成１８年度～
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98

基本方針５ 地域自治分野
～共に生き共に創る、町民主役のまち～

地域活動

★ 町民参加・協働の推進

★ 地域コミュニティの活性化

広報広聴の充実

情報公開の充実

交流・連携
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国内交流の推進
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行財政運営

行政サービスの充実

効率的・効果的な行政運営

健全な財政運営

公共施設の適正化
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆町民一人ひとりがまちの主体となり、「しあ
わせを感じるまち」が実現されていると感じ
る町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

53.9％ 59.9％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆町内会加入率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

90.0％ 90.0％

少子高齢化や人口減少の進行、単身
高齢世帯の増加等を背景に、町内会組
織の高齢化や役員等の担い手不足、地
域活動への参加者の固定化などが喫緊
の課題となっています。

これまで、地区コミュニティ計画の
策定や、地域担当職員（集落支援員）の
配置、がんばる地域コミュニティ応援
補助制度の創設など、住民主体による
課題解決に向けた取り組みを推進して
きました。

また、町民の協働意識の向上から、ま
ちづくりへの参画を促すため、協働の 

まちづくりセミナーや白老みらい創り
プロジェクト等を開催し、自治基本条
例の基本原則である情報共有、参画、協
働の推進に努めてきました。

町民との協働を進めていくために
は、自治基本条例の理念に基づき、行政
情報の発信・共有の強化、対話による町
民参加・若手参加の促進が不可欠であ
ることから、これまで以上に町民と行
政が手を取り合い、一体となってまち
づくりを進めていくことが求められま
す。 

人がつどい、つながり、きずなが築かれ、
一体感が感じられるまち

 

町民の自発的な活動が活発化し、町民と行政が一体となって創るまちづくりを目
指します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

第 3部 基本計画

第 4章

5 地域自治分野 ～共に生き共に創る、町民主役のまち～

基本施策5-1 地域活動

100

事業：5-1-1 ★町民参加・協働の推進
白老町自治基本条例の基本理念である「しあわせを感じるまち」を実現するた

め、町民参加の促進と行政情報の共有等、まちづくりに参加しやすい環境づくり
を推進するとともに、町民との対話の場の充実に努めます。

事業：5-1-2 ★地域コミュニティの活性化
人口減少や少子高齢化の進行に対応するため、住民自治の根幹となる地域コミ

ュニティのあり方の検討を行うとともに、町内会や町内活動団体等における交流・
連携の促進をはじめ、主体的な取り組みへの支援や人材の育成など、活動基盤の
強化を図りながら、地域課題の解決に努めます。

事業：5-1-3 広報広聴の充実
町民が必要とする情報をよりわかりやすく提供するため、見る側の視点に立っ

た広報紙面づくりや、見てみたいと思われるホームページづくりを継続的に推進
するとともに、ＳＮＳを活用した情報発信など、多様な広報媒体の効率的・効果的
な活用に努めます。また、幅広い町民要望・提案の把握に努め、町民の意見を町政
に反映できるよう広聴活動の充実を図ります。

事業：5-1-4 情報公開の充実
町が保有する情報について、白老町情報公開条例に基づく適正な開示を行うこ

とにより、町政の透明性の確保と、町の説明責任を果たし、公正で開かれた町政を
推進します。

計画名 計画期間
白老町町民憲章 昭和４９年度～
白老町自治基本条例 平成１８年度～
白老町地域コミュニティ基本方針 令和２年度～

 個別計画等 

 基本事業 

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆町民一人ひとりがまちの主体となり、「しあ
わせを感じるまち」が実現されていると感じ
る町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

53.9％ 59.9％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆町内会加入率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

90.0％ 90.0％

少子高齢化や人口減少の進行、単身
高齢世帯の増加等を背景に、町内会組
織の高齢化や役員等の担い手不足、地
域活動への参加者の固定化などが喫緊
の課題となっています。

これまで、地区コミュニティ計画の
策定や、地域担当職員（集落支援員）の
配置、がんばる地域コミュニティ応援
補助制度の創設など、住民主体による
課題解決に向けた取り組みを推進して
きました。

また、町民の協働意識の向上から、ま
ちづくりへの参画を促すため、協働の 

まちづくりセミナーや白老みらい創り
プロジェクト等を開催し、自治基本条
例の基本原則である情報共有、参画、協
働の推進に努めてきました。

町民との協働を進めていくために
は、自治基本条例の理念に基づき、行政
情報の発信・共有の強化、対話による町
民参加・若手参加の促進が不可欠であ
ることから、これまで以上に町民と行
政が手を取り合い、一体となってまち
づくりを進めていくことが求められま
す。 

人がつどい、つながり、きずなが築かれ、
一体感が感じられるまち

 

町民の自発的な活動が活発化し、町民と行政が一体となって創るまちづくりを目
指します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

第 3部 基本計画

第 4章

5 地域自治分野 ～共に生き共に創る、町民主役のまち～

基本施策5-1 地域活動

100

事業：5-1-1 ★町民参加・協働の推進
白老町自治基本条例の基本理念である「しあわせを感じるまち」を実現するた

め、町民参加の促進と行政情報の共有等、まちづくりに参加しやすい環境づくり
を推進するとともに、町民との対話の場の充実に努めます。

事業：5-1-2 ★地域コミュニティの活性化
人口減少や少子高齢化の進行に対応するため、住民自治の根幹となる地域コミ

ュニティのあり方の検討を行うとともに、町内会や町内活動団体等における交流・
連携の促進をはじめ、主体的な取り組みへの支援や人材の育成など、活動基盤の
強化を図りながら、地域課題の解決に努めます。

事業：5-1-3 広報広聴の充実
町民が必要とする情報をよりわかりやすく提供するため、見る側の視点に立っ

た広報紙面づくりや、見てみたいと思われるホームページづくりを継続的に推進
するとともに、ＳＮＳを活用した情報発信など、多様な広報媒体の効率的・効果的
な活用に努めます。また、幅広い町民要望・提案の把握に努め、町民の意見を町政
に反映できるよう広聴活動の充実を図ります。

事業：5-1-4 情報公開の充実
町が保有する情報について、白老町情報公開条例に基づく適正な開示を行うこ

とにより、町政の透明性の確保と、町の説明責任を果たし、公正で開かれた町政を
推進します。

計画名 計画期間
白老町町民憲章 昭和４９年度～
白老町自治基本条例 平成１８年度～
白老町地域コミュニティ基本方針 令和２年度～

 個別計画等 

 基本事業 
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆国内外の姉妹都市との交流や近隣自治体と
の広域的な連携が推進されていると感じる
町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

54.8％ 60.8％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆姉妹都市等交流事業実施回数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

11回 20回

都市との親睦をより一層深めることが
求められます。 

一方、急激な人口減少、少子高齢化
を背景に、２０４０年にかけてインフ
ラ施設の老朽化や空家等の増加といっ
た行政課題の深刻化、行政職員の人手
不足等が問題視されています。将来に
わたり行政サービスの質を保持してい
くためには、近隣自治体との連携をさ
らに強化し、広域圏単位での振興と発
展に努めていく必要があります。 

広い視野と豊かな心をもつ人が育つ、
多様な交流ができるまち

 

交流を通じて、多角的な視野をもった人材育成に努め、また、近隣自治体との連
携により、定住自立できるまちを目指します。 

本町は、宮城県仙台市、青森県つが
る市のほか、カナダ国Ｂ・Ｃ州ケネル
市と姉妹都市交流を行っています。こ
れまで、小中学校の姉妹校交流やスポ
ーツ交流が主たる活動でしたが、近年、
町民有志で組織する「つがる部会」や
「ケネル白老フレンドシップクラブ」
が立ち上がり、町民主体による交流活
動が広がってきております。

これからも相互訪問や交流事業を通
じて、次代を担う子どもたちをはじめ、
町民の社会性・文化性を育み、多文化
理解や国際感覚を醸成しながら、姉妹 

第 3部 基本計画

第 4章

5 地域自治分野 ～共に生き共に創る、町民主役のまち～

基本施策5 2 交流・連携

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 
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（姉妹都市交流「つがる部会」） （姉妹都市交流「ケネル市」）

事業：5 2 1 国際交流の推進
国際姉妹都市であるケネル市との青少年派遣交流事業や相互交流などを通じ

て、改めて郷土の文化や伝統への理解を深めるとともに、異文化体験や外国人と
の相互コミュニケーションといった国際交流を通じ、広い視野を持ち、活躍でき
る人材の育成に努めます。

事業：5 2 2 国内交流の推進
本町のこれまでの歴史的経緯から強い絆で結ばれている姉妹都市との歴史、文

化、スポーツ、経済を含めた幅広い分野での交流活動を通じ、関係人口の増加、
相互の地域活性化に努めます。

事業：5 2 3 広域連携の推進
行政サービスの向上のため、国・道からの情報を迅速・的確に把握するととも

に、それぞれの役割分担のもと、相互に協力して連携の強化に努めます。また、
広域的な行政課題の解決や地域振興に向けて、近隣自治体や大学、各種関係機関
との連携を図り、効率的な行政運営を推進します。

計画名 計画期間
千歳・苫小牧地方拠点都市地域基本計画 平成２８年度～令和７年度
東胆振定住自立圏共生ビジョン 令和２年度～令和６年度

 個別計画等 

 基本事業 

第６次白老町総合計画
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆国内外の姉妹都市との交流や近隣自治体と
の広域的な連携が推進されていると感じる
町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

54.8％ 60.8％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆姉妹都市等交流事業実施回数

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

11回 20回

都市との親睦をより一層深めることが
求められます。 

一方、急激な人口減少、少子高齢化
を背景に、２０４０年にかけてインフ
ラ施設の老朽化や空家等の増加といっ
た行政課題の深刻化、行政職員の人手
不足等が問題視されています。将来に
わたり行政サービスの質を保持してい
くためには、近隣自治体との連携をさ
らに強化し、広域圏単位での振興と発
展に努めていく必要があります。 

広い視野と豊かな心をもつ人が育つ、
多様な交流ができるまち

 

交流を通じて、多角的な視野をもった人材育成に努め、また、近隣自治体との連
携により、定住自立できるまちを目指します。 

本町は、宮城県仙台市、青森県つが
る市のほか、カナダ国Ｂ・Ｃ州ケネル
市と姉妹都市交流を行っています。こ
れまで、小中学校の姉妹校交流やスポ
ーツ交流が主たる活動でしたが、近年、
町民有志で組織する「つがる部会」や
「ケネル白老フレンドシップクラブ」
が立ち上がり、町民主体による交流活
動が広がってきております。

これからも相互訪問や交流事業を通
じて、次代を担う子どもたちをはじめ、
町民の社会性・文化性を育み、多文化
理解や国際感覚を醸成しながら、姉妹 

第 3部 基本計画

第 4章

5 地域自治分野 ～共に生き共に創る、町民主役のまち～

基本施策5 2 交流・連携

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

102

（姉妹都市交流「つがる部会」） （姉妹都市交流「ケネル市」）

事業：5 2 1 国際交流の推進
国際姉妹都市であるケネル市との青少年派遣交流事業や相互交流などを通じ

て、改めて郷土の文化や伝統への理解を深めるとともに、異文化体験や外国人と
の相互コミュニケーションといった国際交流を通じ、広い視野を持ち、活躍でき
る人材の育成に努めます。

事業：5 2 2 国内交流の推進
本町のこれまでの歴史的経緯から強い絆で結ばれている姉妹都市との歴史、文

化、スポーツ、経済を含めた幅広い分野での交流活動を通じ、関係人口の増加、
相互の地域活性化に努めます。

事業：5 2 3 広域連携の推進
行政サービスの向上のため、国・道からの情報を迅速・的確に把握するととも

に、それぞれの役割分担のもと、相互に協力して連携の強化に努めます。また、
広域的な行政課題の解決や地域振興に向けて、近隣自治体や大学、各種関係機関
との連携を図り、効率的な行政運営を推進します。

計画名 計画期間
千歳・苫小牧地方拠点都市地域基本計画 平成２８年度～令和７年度
東胆振定住自立圏共生ビジョン 令和２年度～令和６年度

 個別計画等 

 基本事業 
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆計画的で健全な財政運営がされており、迅速
で質の高い行政サービスが提供されている
と感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

49.9％ 55.9％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆連結実質赤字比率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

－ －

社会経済情勢が変化を続けるなか、
町民の行政サービスに対するニーズは
多様化、複雑化しています。限られた
財源のなか、増加する行政需要に対し
て、柔軟かつ的確に対応できる行財政
運営が求められています。

これからの行財政運営には、町民の
行政サービスに対するニーズに的確に
対応できる政策形成能力の高い職員が
求められており、職員の資質の向上を
さらに図っていく必要があります。

職員数が減少している中において、
効率的な行財政運営を目指すには、民
間活力を効果的に活用し、施設管理や
業務のアウトソーシングなどにより町
民サービスの向上と行政組織のスリム
化を進めなければなりません。

公共施設においては、近い将来、一斉
に更新時期の到来が見込まれていま
す。人口減少や少子高齢化に伴う施設
需要の変化を見据えながら、公共施設
等総合管理計画に基づき、施設の長寿
命化や適正配置等の計画的な推進が必
要となります。 

 

効率的、効果的で信頼される行財政運営により、
時代に即応した行政サービスが提供できるまち

 

健全な財政運営のもと、社会情勢や町民ニーズの変化に向き合いながら、将来に
わたり持続できるまちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

第 3部 基本計画

第 4章

5 地域自治分野 ～共に生き共に創る、町民主役のまち～

基本施策5-3 行財政運営

※現状値及び目標値の「－」は赤字が発生していない
ことを表しています。
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平成２０年度～令和２年度
平成２９年度～令和２年度
平成２９年度～令和２年度
平成２８年度～
平成２６年度～令和２年度
平成２９年度～令和１８年度
平成３１年度～

令和２年度～令和６年度

平成２８年度～令和２年度

事業：5-3-1 行政サービスの充実
多様化する町民ニーズの把握に努めながら、窓口サービスの充実やＩＣＴを活

用した新たなサービスの展開等により、町民の視点に立った行政サービスを提供
します。

事業：5-3-2 効率的・効果的な行政運営
限られた行政資源の中で質の高いサービスを提供していくため、組織運営の最

適化や、職員の人材育成に努めるとともに、「選択と集中」による事務事業の見直
し等を図り、効率的・効果的な行政運営を実現します。

事業：5-3-3 健全な財政運営
将来にわたって行政サービスを持続的に提供するため、財政規律を堅持しつつ

計画的で安定的な財政運営を推進するとともに、収納率の向上、町有財産の有効
活用等、効率的・効果的な方法による財源の確保に努めます。

事業：5-3-4 公共施設の適正化
町民の安全で快適な暮らしを支える公共施設を今後も適正に管理していくた

め、適切かつ計画的な維持補修により長寿命化を目指すとともに、施設保有量の
最適化を図ります。また、適切な品質管理とコスト削減により経費を縮減すると
ともに、大規模改修等に備え財源の確保に努めます。さらに、遊休・未利用財産を
含めた町有財産の利活用についても検討します。

計画名 計画期間
白老町行政改革大綱
白老町集中改革プラン
白老町定員管理計画
白老町人材育成基本方針
白老町財政健全化プラン
白老町公共施設等総合管理計画
白老町公共建築物個別施設計画
白老町人口ビジョン改訂版及び第２期まち・
ひと・しごと創生総合戦略
白老町過疎地域自立促進計画

 個別計画等 

 基本事業 
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１．町民満足度【町民意識調査】
◆計画的で健全な財政運営がされており、迅速
で質の高い行政サービスが提供されている
と感じる町民の割合

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

49.9％ 55.9％

１．成果指標【まちづくり指標】
◆連結実質赤字比率

現状値(令和元年度) 目標値(令和 9年度)

－ －

社会経済情勢が変化を続けるなか、
町民の行政サービスに対するニーズは
多様化、複雑化しています。限られた
財源のなか、増加する行政需要に対し
て、柔軟かつ的確に対応できる行財政
運営が求められています。

これからの行財政運営には、町民の
行政サービスに対するニーズに的確に
対応できる政策形成能力の高い職員が
求められており、職員の資質の向上を
さらに図っていく必要があります。

職員数が減少している中において、
効率的な行財政運営を目指すには、民
間活力を効果的に活用し、施設管理や
業務のアウトソーシングなどにより町
民サービスの向上と行政組織のスリム
化を進めなければなりません。

公共施設においては、近い将来、一斉
に更新時期の到来が見込まれていま
す。人口減少や少子高齢化に伴う施設
需要の変化を見据えながら、公共施設
等総合管理計画に基づき、施設の長寿
命化や適正配置等の計画的な推進が必
要となります。 

 

効率的、効果的で信頼される行財政運営により、
時代に即応した行政サービスが提供できるまち

 

健全な財政運営のもと、社会情勢や町民ニーズの変化に向き合いながら、将来に
わたり持続できるまちを実現します。 

 

現
状
と
課
題

 

め
ざ
す
姿

 将来の目標 

第 3部 基本計画

第 4章

5 地域自治分野 ～共に生き共に創る、町民主役のまち～

基本施策5-3 行財政運営

※現状値及び目標値の「－」は赤字が発生していない
ことを表しています。

104

平成２０年度～令和２年度
平成２９年度～令和２年度
平成２９年度～令和２年度
平成２８年度～
平成２６年度～令和２年度
平成２９年度～令和１８年度
平成３１年度～

令和２年度～令和６年度

平成２８年度～令和２年度

事業：5-3-1 行政サービスの充実
多様化する町民ニーズの把握に努めながら、窓口サービスの充実やＩＣＴを活

用した新たなサービスの展開等により、町民の視点に立った行政サービスを提供
します。

事業：5-3-2 効率的・効果的な行政運営
限られた行政資源の中で質の高いサービスを提供していくため、組織運営の最

適化や、職員の人材育成に努めるとともに、「選択と集中」による事務事業の見直
し等を図り、効率的・効果的な行政運営を実現します。

事業：5-3-3 健全な財政運営
将来にわたって行政サービスを持続的に提供するため、財政規律を堅持しつつ

計画的で安定的な財政運営を推進するとともに、収納率の向上、町有財産の有効
活用等、効率的・効果的な方法による財源の確保に努めます。

事業：5-3-4 公共施設の適正化
町民の安全で快適な暮らしを支える公共施設を今後も適正に管理していくた

め、適切かつ計画的な維持補修により長寿命化を目指すとともに、施設保有量の
最適化を図ります。また、適切な品質管理とコスト削減により経費を縮減すると
ともに、大規模改修等に備え財源の確保に努めます。さらに、遊休・未利用財産を
含めた町有財産の利活用についても検討します。

計画名 計画期間
白老町行政改革大綱
白老町集中改革プラン
白老町定員管理計画
白老町人材育成基本方針
白老町財政健全化プラン
白老町公共施設等総合管理計画
白老町公共建築物個別施設計画
白老町人口ビジョン改訂版及び第２期まち・
ひと・しごと創生総合戦略
白老町過疎地域自立促進計画

 個別計画等 

 基本事業 
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基本計画に示した重点プロジェクトや分野別計画を着実かつ効果的に推進していくため
の推進体制や進行管理のしくみなど、計画の実現に向けた留意点を示します。

１ 計画の推進体制 あああああああああああああああああああああ
（１）庁内における計画推進体制

基本計画に基づく施策は、施策を担当する各課が計画的に推進していきます。そ
の際、広報誌や町ホームページ等の広報手段を通じて、町民等との情報共有に努め、
協働のまちづくりを推進します。
また、重点プロジェクトに掲げる分野を横断する取り組みについては、分野間の

連携を密にするとともに、プロジェクトチームを適宜設置するなど、効率的な実施
体制を構築します。

（２）協働・連携による計画推進体制
町民や事業者、各種団体などと議会、行政による協働のまちづくりを推進すると

ともに、国や北海道、近隣市町村などとの広域的な連携・協力体制を深め、総合的か
つ効果的に計画を推進していきます。
また、総合計画審議会を評価機関として位置付け、各種施策の評価とともに計画

の進行管理を行い、計画の見直しも含めた検討を行います。
 

２ 施策指標による進捗管理あああああああああああああああああああああ
目標と成果の可視化を図るため、施策ごとに指標を設定します。施策指標については、

各施策のめざす姿や重点プロジェクトの達成度を確認するための一つの目安として活用し
ます。客観的な数値により進捗を測る「客観的指標」と町民の評価による「主観的指標」
を組み合わせて、その推移を検証に活用し、計画の進捗管理を行います。
なお、時代の趨勢を見ながら、必要に応じて適宜指標等を見直し、軌道修正を図ること

で、施策指標の改善に努めます。
 
客観的指標 実績数値により成果を客観的に表し、定量的に把握する指標（原則、毎年

度、実績数値を把握する）
主観的指標 町民の満足度など、町民がどのように感じているのかを表し、町民意識調

査等により把握する指標（２年毎の町民意識調査により把握する）

３ 計画推進に向けた行政経営ああああああああああああああああああああ
「白老町行政改革大綱」及び「白老町財政健全化プラン」の２つの計画を踏まえながら、
限られた行政資源（ひと・もの・予算・情報）の最適配分・有効活用に努め、総合計画の具
体的な施策展開（事務事業）などを示した「総合計画実施計画」を推進していきます。

計画の実現に向けて
第３部 基本計画

第５章

106

白老町財政健全化プラン

効率的・効果的な財政運営

持続可能な財政運営

白老町行政改革大綱

行政活動の再構築

行政体制の整備

選択と集中

白老町総合計画

実施計画
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基本計画に示した重点プロジェクトや分野別計画を着実かつ効果的に推進していくため
の推進体制や進行管理のしくみなど、計画の実現に向けた留意点を示します。

１ 計画の推進体制 あああああああああああああああああああああ
（１）庁内における計画推進体制

基本計画に基づく施策は、施策を担当する各課が計画的に推進していきます。そ
の際、広報誌や町ホームページ等の広報手段を通じて、町民等との情報共有に努め、
協働のまちづくりを推進します。
また、重点プロジェクトに掲げる分野を横断する取り組みについては、分野間の

連携を密にするとともに、プロジェクトチームを適宜設置するなど、効率的な実施
体制を構築します。

（２）協働・連携による計画推進体制
町民や事業者、各種団体などと議会、行政による協働のまちづくりを推進すると

ともに、国や北海道、近隣市町村などとの広域的な連携・協力体制を深め、総合的か
つ効果的に計画を推進していきます。
また、総合計画審議会を評価機関として位置付け、各種施策の評価とともに計画

の進行管理を行い、計画の見直しも含めた検討を行います。
 

２ 施策指標による進捗管理あああああああああああああああああああああ
目標と成果の可視化を図るため、施策ごとに指標を設定します。施策指標については、

各施策のめざす姿や重点プロジェクトの達成度を確認するための一つの目安として活用し
ます。客観的な数値により進捗を測る「客観的指標」と町民の評価による「主観的指標」
を組み合わせて、その推移を検証に活用し、計画の進捗管理を行います。
なお、時代の趨勢を見ながら、必要に応じて適宜指標等を見直し、軌道修正を図ること

で、施策指標の改善に努めます。
 
客観的指標 実績数値により成果を客観的に表し、定量的に把握する指標（原則、毎年

度、実績数値を把握する）
主観的指標 町民の満足度など、町民がどのように感じているのかを表し、町民意識調

査等により把握する指標（２年毎の町民意識調査により把握する）

３ 計画推進に向けた行政経営ああああああああああああああああああああ
「白老町行政改革大綱」及び「白老町財政健全化プラン」の２つの計画を踏まえながら、
限られた行政資源（ひと・もの・予算・情報）の最適配分・有効活用に努め、総合計画の具
体的な施策展開（事務事業）などを示した「総合計画実施計画」を推進していきます。

計画の実現に向けて
第３部 基本計画

第５章

106

白老町財政健全化プラン

効率的・効果的な財政運営
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１ 策定の経過あああああああああああああああああああああああああああ

  

計画策定の軌跡
第４部 資料編

第１章

110

年月 審議会・策定委員会 町民参加 議会・行政

4月

● 策定委員会委員の決定（4.2）
● 第１回策定委員会（4.25）

　
まちの現状説明、策定方針の検討等

● まちづくり町民意識調査（4.26～5.24）

5月

● 第１回審議会（5.24）
● 審議会委員の決定（5.7）

　まちの現状説明、策定方針の検討等

● 審議会への諮問（5.24）

● 中学生アンケート調査（5.7～5.31）
● 小中学生まちづくり標語作品募集
  （5.20～5.31）
● 策定経過ホームページ公開（随時）
● 団体ヒアリング（5.30～8.27）

● 職員説明会（5.13）
　策定方針の説明等

●議会総務文教常任委員会（5.15）
　策定方針の説明

● 各課プロジェクトチーム設置（5.21）
　統括部会：10名、専門部会：45名

6月
● 第２回策定委員会（6.28）
　第5次計画の評価・検証、第6次計画の骨格
　検討等

● 高校生アンケート調査（6.10～6.28） ● 各課ＰＴ第１回統括部会・専門部会
　第5次計画の評価・検証等

7月
● 第２回審議会（7.12）
　町民参加の取組報告、第5次計画の評価
　検証、第6次計画の骨格検討等

●議会総務文教常任委員会（7.17）
　第5次計画の評価検証の説明

8月
● 第３回審議会（8.9）
　町民参加の取組報告、まちづくり標語の審
　査、まちの課題整理等

● しらおい未来フォーラム＆まちづくり
ワークショップ（8.9）

● 各課ＰＴ第２回統括部会・専門部会
　基本計画の骨格検討等

9月
● 第４回審議会（9.26）
　町民参加の取組報告、まちの課題整理、
　まちの将来像の検討等

● 小中学生まちづくり標語表彰式（9.3） ● まちづくり町民意識調査に基づく顧客満
　足度（ＣＳ）分析結果報告

10月

● 第５回審議会（10.31）
　将来目標人口の検討、総論・基本構想
　（案）の検討等

● 各課ＰＴ第３回統括部会・専門部会
　基本計画（案）の検討

● 各課ＰＴ第４回統括部会・専門部会
　総論・基本構想（案）の意見聴取

11月
● 第６回審議会（11.29）
　基本計画（案）の検討、評価指標の検討等

● 各課ＰＴ第５回統括部会・専門部会
　基本計画（案）の検討

12月

● 第７回審議会（12.19）
　基本計画（案）の検討

● 第３回策定委員会（12.23）
　総論・基本構想・基本計画（案）の検討

● 第８回審議会（12.26）
　基本計画（案）の検討

2020年
1月

● 町民説明会  (1.28・1.29・1.30) ● 職員説明会（1.15）
　総論・基本構想・基本計画（案）の説明

● 議会全員協議会（1.24）
　総論・基本構想・基本計画（案）の説明

2月
● パブリックコメント  (1.31～2.29) ● 議会調査特別委員会設置(2.18)

3月

● 第９回審議会（3.24）
　町民説明会・パブリックコメント結果報告、

　第6次計画(案)の最終確認、答申の内容確認等

● 審議会からの答申（3.24）
● 第４回策定委員会（3.30）
　町民説明会・パブリックコメント結果報告、
　答申の報告、第6次計画(案)の最終確認

● パブリックコメントの回答・結果公表
　（3.16）

● 第１回総合計画調査特別委員会（3.27）

4月
● 第２回総合計画調査特別委員会（4.10）
● 第３回総合計画調査特別委員会（4.24）

5月

● 第５回策定委員会（5.22）
　特別委員会の結果報告、第６次計画上程案の
　検討

● 第４回総合計画調査特別委員会（5.15）

6月
● 第６次計画（案）の上程（6.12）
● 第６次計画（案）の審議・可決（6.19）

２ 策定組織 あああああああああああああああああああああああああああ
（１）策定体制

【主な役割】
■ 総合計画審議会 （※１）

役割：町長の諮問に応じ、町の総合計画に関する事項について調査及び審議を行い、意見を答
申する

構成：公募及び町長の指名により、１０名の委員で構成する

■ 総合計画策定委員会 （※２）
役割：町の総合計画の策定過程及び計画案について、総括・調整を図る
構成：副町長、教育長、庁内の課長級職員及び学識経験者をもって構成する

■ 各課プロジェクトチーム （※３）
役割：各分野における諸課題等を整理し、次期総合計画（基本計画）の素案の策定等を行う
構成：課長職及びグループリーダー級の職員で構成する

第６次白老町総合計画

※策定事務局（企画課）
　・まちづくり町民意識調査 　・審議会、策定委員会の運営
　・小中学生標語作品募集 　・計画案のとりまとめ
　・中高生アンケート調査
　・団体ヒアリング
　・未来ﾌｫｰﾗﾑ＆ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
　・町民説明会
　・パブリックコメント等

各課プロジェクトチーム ※3
（統括部会・専門部会）

総合計画審議会 ※1

町民 町 議会

町民参加の取組み

町長

総合計画調査
特別委員会

町議会

総合計画策定委員会 ※2
（策定事務局）

答申

意見

諮問

策定方針

検討依頼

報告

意見

計画素案作成

各種資料提供

提案

議決
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１ 策定の経過あああああああああああああああああああああああああああ

  

計画策定の軌跡
第４部 資料編

第１章

110

年月 審議会・策定委員会 町民参加 議会・行政

4月

● 策定委員会委員の決定（4.2）
● 第１回策定委員会（4.25）

　
まちの現状説明、策定方針の検討等

● まちづくり町民意識調査（4.26～5.24）

5月

● 第１回審議会（5.24）
● 審議会委員の決定（5.7）

　まちの現状説明、策定方針の検討等

● 審議会への諮問（5.24）

● 中学生アンケート調査（5.7～5.31）
● 小中学生まちづくり標語作品募集
  （5.20～5.31）
● 策定経過ホームページ公開（随時）
● 団体ヒアリング（5.30～8.27）

● 職員説明会（5.13）
　策定方針の説明等

●議会総務文教常任委員会（5.15）
　策定方針の説明

● 各課プロジェクトチーム設置（5.21）
　統括部会：10名、専門部会：45名

6月
● 第２回策定委員会（6.28）
　第5次計画の評価・検証、第6次計画の骨格
　検討等

● 高校生アンケート調査（6.10～6.28） ● 各課ＰＴ第１回統括部会・専門部会
　第5次計画の評価・検証等

7月
● 第２回審議会（7.12）
　町民参加の取組報告、第5次計画の評価
　検証、第6次計画の骨格検討等

●議会総務文教常任委員会（7.17）
　第5次計画の評価検証の説明

8月
● 第３回審議会（8.9）
　町民参加の取組報告、まちづくり標語の審
　査、まちの課題整理等

● しらおい未来フォーラム＆まちづくり
ワークショップ（8.9）

● 各課ＰＴ第２回統括部会・専門部会
　基本計画の骨格検討等

9月
● 第４回審議会（9.26）
　町民参加の取組報告、まちの課題整理、
　まちの将来像の検討等

● 小中学生まちづくり標語表彰式（9.3） ● まちづくり町民意識調査に基づく顧客満
　足度（ＣＳ）分析結果報告

10月

● 第５回審議会（10.31）
　将来目標人口の検討、総論・基本構想
　（案）の検討等

● 各課ＰＴ第３回統括部会・専門部会
　基本計画（案）の検討

● 各課ＰＴ第４回統括部会・専門部会
　総論・基本構想（案）の意見聴取

11月
● 第６回審議会（11.29）
　基本計画（案）の検討、評価指標の検討等

● 各課ＰＴ第５回統括部会・専門部会
　基本計画（案）の検討

12月

● 第７回審議会（12.19）
　基本計画（案）の検討

● 第３回策定委員会（12.23）
　総論・基本構想・基本計画（案）の検討

● 第８回審議会（12.26）
　基本計画（案）の検討

2020年
1月

● 町民説明会  (1.28・1.29・1.30) ● 職員説明会（1.15）
　総論・基本構想・基本計画（案）の説明

● 議会全員協議会（1.24）
　総論・基本構想・基本計画（案）の説明

2月
● パブリックコメント  (1.31～2.29) ● 議会調査特別委員会設置(2.18)

3月

● 第９回審議会（3.24）
　町民説明会・パブリックコメント結果報告、

　第6次計画(案)の最終確認、答申の内容確認等

● 審議会からの答申（3.24）
● 第４回策定委員会（3.30）
　町民説明会・パブリックコメント結果報告、
　答申の報告、第6次計画(案)の最終確認

● パブリックコメントの回答・結果公表
　（3.16）

● 第１回総合計画調査特別委員会（3.27）

4月
● 第２回総合計画調査特別委員会（4.10）
● 第３回総合計画調査特別委員会（4.24）

5月

● 第５回策定委員会（5.22）
　特別委員会の結果報告、第６次計画上程案の
　検討

● 第４回総合計画調査特別委員会（5.15）

6月
● 第６次計画（案）の上程（6.12）
● 第６次計画（案）の審議・可決（6.19）

２ 策定組織 あああああああああああああああああああああああああああ
（１）策定体制

【主な役割】
■ 総合計画審議会 （※１）

役割：町長の諮問に応じ、町の総合計画に関する事項について調査及び審議を行い、意見を答
申する

構成：公募及び町長の指名により、１０名の委員で構成する

■ 総合計画策定委員会 （※２）
役割：町の総合計画の策定過程及び計画案について、総括・調整を図る
構成：副町長、教育長、庁内の課長級職員及び学識経験者をもって構成する

■ 各課プロジェクトチーム （※３）
役割：各分野における諸課題等を整理し、次期総合計画（基本計画）の素案の策定等を行う
構成：課長職及びグループリーダー級の職員で構成する

第６次白老町総合計画

※策定事務局（企画課）
　・まちづくり町民意識調査 　・審議会、策定委員会の運営
　・小中学生標語作品募集 　・計画案のとりまとめ
　・中高生アンケート調査
　・団体ヒアリング
　・未来ﾌｫｰﾗﾑ＆ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
　・町民説明会
　・パブリックコメント等

各課プロジェクトチーム ※3
（統括部会・専門部会）

総合計画審議会 ※1

町民 町 議会

町民参加の取組み

町長
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総合計画策定委員会 ※2
（策定事務局）
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（2）総合計画審議会（委員名簿）※委員長、副委員長以外の掲載順は五十音順

役 職 氏 名 所属団体等

委員長 岡 田 路 明 白老町文化財等運営審議会 運営委員

副委員長 中 野 嘉 陽 白老町環境町民会議 会長

委員 宇佐見 成 美 公募委員

委員 宇津宮 修 公募委員

委員 笠 井 雄太郎 一般社団法人 白老青年会議所
気概溢れる青年経済人育成委員会 委員長

委員 北 平 美 樹 白老町社会教育委員
特定非営利活動法人 お助けネット 理事

委員 粂 田 正 博 公募委員

委員 倉 地 美 直 社会福祉法人 優和会 理事長

委員 野 瀬 征 宏 白老町教育委員

委員 牧 野 直 樹 白老町町内会連合会　事務局長

（３）総合計画策定委員会（委員名簿）

役 職 氏 名 所属団体等

委員長 竹 田 敏 雄※ 白老町副町長（Ｒ元.１２.４～）

副委員長 古 俣 博 之 白老町副町長

委員 安 藤 尚 志 白老町教育委員会教育長

委員 高 尾 利 弘 白老町総務課長

委員 大 黒 克 己 白老町財政課長

委員 冨 川 英 孝※２ 白老町経済振興課長（Ｒ２.４.１～）

委員 久 保 雅 計 白老町健康福祉課長

委員 下 河 勇 生 白老町建設課長

委員 川 崎 真 也 北海道教育庁胆振教育局主査（白老町派遣）

学識経験者 有 村 幹 治 国立大学法人 室蘭工業大学 大学院工学研究科 准教授

学識経験者 鈴 木 聡 士 学校法人北海学園 北海学園大学 工学部生命工学科 教授
学識経験者

町民 谷 野 正 明 白老町商工会理事
学識経験者

町民 中 谷 通 恵 ＮＰＯ法人お助けネット代表
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※１ 令和元年１２月３日までは岡村幸男氏が委員長を務める
※２ 令和２年３月３１日までは藤澤文一氏が委員を務める

（４）各課プロジェクトチーム 統括部会

役 職 氏 名 所 属

生活・環境部会長 本 間 力 白老町生活環境課長

健康・福祉部会長 久 保 雅 計 白老町健康福祉課長

教育・生涯学習部会長 池 田 誠 白老町生涯学習課長

産業部会長 冨 川 英 孝※１ 白老町経済振興課長（Ｒ２.４.１～）

自治部会長 高 尾 利 弘 白老町総務課長
※１ 令和２年３月３１日までは藤澤文一氏が部会長を務める

（５）総合計画策定事務局

役 職 氏 名 所 属

事務局長 工 藤 智 寿 白老町企画課長

事務局員 温 井 雅 樹 白老町企画課 企画グループ 主幹

事務局員 鈴 木 哲 白老町企画課 企画グループ 主任
（Ｒ２.４.１～）

事務局員 安 藤 啓 一 白老町企画課 企画グループ 主任
（Ｒ元.５.２４～Ｒ２.３.３１）

事務局員 金 子 智 勇 白老町企画課 企画グループ 主事

事務局員 吉 井 雅 晴 白老町企画課 企画グループ 主事

第６次白老町総合計画
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（2）総合計画審議会（委員名簿）※委員長、副委員長以外の掲載順は五十音順

役 職 氏 名 所属団体等

委員長 岡 田 路 明 白老町文化財等運営審議会 運営委員

副委員長 中 野 嘉 陽 白老町環境町民会議 会長

委員 宇佐見 成 美 公募委員

委員 宇津宮 修 公募委員

委員 笠 井 雄太郎 一般社団法人 白老青年会議所
気概溢れる青年経済人育成委員会 委員長

委員 北 平 美 樹 白老町社会教育委員
特定非営利活動法人 お助けネット 理事

委員 粂 田 正 博 公募委員

委員 倉 地 美 直 社会福祉法人 優和会 理事長

委員 野 瀬 征 宏 白老町教育委員

委員 牧 野 直 樹 白老町町内会連合会　事務局長

（３）総合計画策定委員会（委員名簿）

役 職 氏 名 所属団体等

委員長 竹 田 敏 雄※ 白老町副町長（Ｒ元.１２.４～）

副委員長 古 俣 博 之 白老町副町長

委員 安 藤 尚 志 白老町教育委員会教育長

委員 高 尾 利 弘 白老町総務課長

委員 大 黒 克 己 白老町財政課長

委員 冨 川 英 孝※２ 白老町経済振興課長（Ｒ２.４.１～）

委員 久 保 雅 計 白老町健康福祉課長

委員 下 河 勇 生 白老町建設課長

委員 川 崎 真 也 北海道教育庁胆振教育局主査（白老町派遣）

学識経験者 有 村 幹 治 国立大学法人 室蘭工業大学 大学院工学研究科 准教授

学識経験者 鈴 木 聡 士 学校法人北海学園 北海学園大学 工学部生命工学科 教授
学識経験者

町民 谷 野 正 明 白老町商工会理事
学識経験者

町民 中 谷 通 恵 ＮＰＯ法人お助けネット代表
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※１ 令和元年１２月３日までは岡村幸男氏が委員長を務める
※２ 令和２年３月３１日までは藤澤文一氏が委員を務める

（４）各課プロジェクトチーム 統括部会

役 職 氏 名 所 属

生活・環境部会長 本 間 力 白老町生活環境課長

健康・福祉部会長 久 保 雅 計 白老町健康福祉課長

教育・生涯学習部会長 池 田 誠 白老町生涯学習課長

産業部会長 冨 川 英 孝※１ 白老町経済振興課長（Ｒ２.４.１～）

自治部会長 高 尾 利 弘 白老町総務課長
※１ 令和２年３月３１日までは藤澤文一氏が部会長を務める

（５）総合計画策定事務局

役 職 氏 名 所 属

事務局長 工 藤 智 寿 白老町企画課長

事務局員 温 井 雅 樹 白老町企画課 企画グループ 主幹

事務局員 鈴 木 哲 白老町企画課 企画グループ 主任
（Ｒ２.４.１～）

事務局員 安 藤 啓 一 白老町企画課 企画グループ 主任
（Ｒ元.５.２４～Ｒ２.３.３１）

事務局員 金 子 智 勇 白老町企画課 企画グループ 主事

事務局員 吉 井 雅 晴 白老町企画課 企画グループ 主事
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３ 審議会諮問・答申あああああああああああああああああああああああああ
（１）諮問
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（２）答申
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３ 審議会諮問・答申あああああああああああああああああああああああああ
（１）諮問
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１ 町民参加の経過
（１）まちづくり町民意識調査

調査対象 ２，０００名（町内在住満１８歳以上の町民を対象に無作為抽出）

調査期間 平成３１年４月２６日～令和元年５月２４日

調査項目
まちに対する愛着度、現行施策に関する満足度と重要度評価など

（全７３項目）

回 収 数 ５８０名（回答率２９％）

（２）中学生アンケート調査

調査対象 １０８名（町内中学校の第３学年）

調査期間 令和元年５月７日～３１日

調査項目
まちへの愛着、居住評価、自身の将来、定住意向、今後のまちづくりなど

（全１０項目）

回 収 数 ９９名（回答率９１.７％）

（３）高校生アンケート調査

調査対象 ２０４名（町内高等学校の第３学年）

調査期間 令和元年６月１０日～２８日

調査項目 まちに対する印象、卒業後の進路、今後のまちづくりなど（全２２項目）

回 収 数 １９７名（回答率９６.６％）

（４）団体ヒアリング調査

調査団体 子育てママ（すくすく 3・９利用者） 外国人定住者

実 施 日 令和元年 6月 6日、7月 8日 令和元年５月３０日、６月１１日

調査項目 子どもの将来に対する考え方 日常生活で不便に感じること

参加人数 6名 3名

町民参加プロセス
第４部 資料編

第２章
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調査団体 若手事業者・経営者（白老青年会議所） 役場若手職員（２０歳代）

実 施 日 令和元年６月１３日、７月８日、１０日 令和元年７月３日

調査項目 まちの将来に対する考え方 地域との関り方に対する考え

参加人数 5名 5名

調査団体 移住者（地域おこし協力隊） 一次産業（ＪＦ青年部ＯＢ・ＪＡ青年部）

実 施 日 令和元年５月３０日、６月６日、１１日 令和元年８月２１日、２３日、２７日

調査項目 外から見えた白老町の強みと弱み 一次産業の将来に対する考え方

参加人数 6名 6名

調査団体 町内会長 （アンケート調査）

実 施 日 令和元年７月２９日～８月９日

調査項目 町内会における今後の課題と取り組み

回 収 数 ８４名（回答率８２．４％）

（５）しらおい未来フォーラム&まちづくりワークショップ

開 催 日 令和元年 8月 9日

開催内容
【第１部】 将来の白老町のまちづくりを考える

【第２部】 まちづくりワークショップ

参加者数 ６１名
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１ 町民参加の経過
（１）まちづくり町民意識調査

調査対象 ２，０００名（町内在住満１８歳以上の町民を対象に無作為抽出）

調査期間 平成３１年４月２６日～令和元年５月２４日

調査項目
まちに対する愛着度、現行施策に関する満足度と重要度評価など

（全７３項目）

回 収 数 ５８０名（回答率２９％）

（２）中学生アンケート調査

調査対象 １０８名（町内中学校の第３学年）

調査期間 令和元年５月７日～３１日

調査項目
まちへの愛着、居住評価、自身の将来、定住意向、今後のまちづくりなど

（全１０項目）

回 収 数 ９９名（回答率９１.７％）

（３）高校生アンケート調査

調査対象 ２０４名（町内高等学校の第３学年）

調査期間 令和元年６月１０日～２８日

調査項目 まちに対する印象、卒業後の進路、今後のまちづくりなど（全２２項目）

回 収 数 １９７名（回答率９６.６％）

（４）団体ヒアリング調査

調査団体 子育てママ（すくすく 3・９利用者） 外国人定住者

実 施 日 令和元年 6月 6日、7月 8日 令和元年５月３０日、６月１１日

調査項目 子どもの将来に対する考え方 日常生活で不便に感じること

参加人数 6名 3名

町民参加プロセス
第４部 資料編

第２章

116

調査団体 若手事業者・経営者（白老青年会議所） 役場若手職員（２０歳代）

実 施 日 令和元年６月１３日、７月８日、１０日 令和元年７月３日

調査項目 まちの将来に対する考え方 地域との関り方に対する考え

参加人数 5名 5名

調査団体 移住者（地域おこし協力隊） 一次産業（ＪＦ青年部ＯＢ・ＪＡ青年部）

実 施 日 令和元年５月３０日、６月６日、１１日 令和元年８月２１日、２３日、２７日

調査項目 外から見えた白老町の強みと弱み 一次産業の将来に対する考え方

参加人数 6名 6名

調査団体 町内会長 （アンケート調査）

実 施 日 令和元年７月２９日～８月９日

調査項目 町内会における今後の課題と取り組み

回 収 数 ８４名（回答率８２．４％）

（５）しらおい未来フォーラム&まちづくりワークショップ

開 催 日 令和元年 8月 9日

開催内容
【第１部】 将来の白老町のまちづくりを考える

【第２部】 まちづくりワークショップ

参加者数 ６１名
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（６）小中学生まちづくりに関する標語

募集期間 令和元年５月２０日～３１日

応募件数
小学生の部（第５・６学年）：１４４作品（１３６名）

中学生の部（全学年）：２６３作品（２５８名）

＜小学生の部＞

＜中学生の部＞

第４部 資料編

第２章

奏でよう未来 豊かな心で 白老町 ［白老小 泉野  知花］

未来ある 自然豊かな 町づくり ［虎杖小 小澤  清陽］

イランカラプテ みんなであいさつ 元気町 ［竹浦小 下澤  風那］

１０年後 みんなが支える 元気まち ［白老小 久保  悠人］

楽しいよ 子どもも大人も 年寄りも みんなが笑顔 白老町 ［萩野小 緒方   晃］

つくろうよ 世界一の ふるさとを ［萩野小 東   春音］

みんなでね イランカラプテ あいことば ［虎杖小 古川  紗衣］

つくろうよ 協力し合い 支え合い 思いがあふれる白老町 ［白老中 成田  初音］

支え合い みんなでつくろう 白老町 ［白翔中 中村  愛子］

つくりたい 誰もが輝く 元気町 ［白翔中 藤島  架琳］

いつまでも 良き故郷と いえるまち 未来へ笑顔 つくるまち ［白老中 﨑   大］

守ろうよ 伝統文化 きずなと縁 ［白老中 上野  創太］

目指そうよ 皆が来たいと思う町 笑顔と自然を 大切に ［白老中 林   柚斗］

自然と共に 文化をつなぐ白老町 ［白翔中 佐藤真奈美］

入 選 作 品

118

（７）町民説明会

開 催 日 令和２年１月２８日～３０日

参加者数 ４３人

（８）パブリックコメント
開 催 日 令和２年１月３１日～２月２９日

意見件数 ３１件

（９）答申式

開 催 日 令和２年３月２４日
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（６）小中学生まちづくりに関する標語

募集期間 令和元年５月２０日～３１日

応募件数
小学生の部（第５・６学年）：１４４作品（１３６名）

中学生の部（全学年）：２６３作品（２５８名）

＜小学生の部＞

＜中学生の部＞

第４部 資料編

第２章

奏でよう未来 豊かな心で 白老町 ［白老小 泉野  知花］

未来ある 自然豊かな 町づくり ［虎杖小 小澤  清陽］

イランカラプテ みんなであいさつ 元気町 ［竹浦小 下澤  風那］

１０年後 みんなが支える 元気まち ［白老小 久保  悠人］

楽しいよ 子どもも大人も 年寄りも みんなが笑顔 白老町 ［萩野小 緒方   晃］

つくろうよ 世界一の ふるさとを ［萩野小 東   春音］

みんなでね イランカラプテ あいことば ［虎杖小 古川  紗衣］

つくろうよ 協力し合い 支え合い 思いがあふれる白老町 ［白老中 成田  初音］

支え合い みんなでつくろう 白老町 ［白翔中 中村  愛子］

つくりたい 誰もが輝く 元気町 ［白翔中 藤島  架琳］

いつまでも 良き故郷と いえるまち 未来へ笑顔 つくるまち ［白老中 﨑   大］

守ろうよ 伝統文化 きずなと縁 ［白老中 上野  創太］

目指そうよ 皆が来たいと思う町 笑顔と自然を 大切に ［白老中 林   柚斗］

自然と共に 文化をつなぐ白老町 ［白翔中 佐藤真奈美］

入 選 作 品
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（７）町民説明会

開 催 日 令和２年１月２８日～３０日

参加者数 ４３人

（８）パブリックコメント
開 催 日 令和２年１月３１日～２月２９日

意見件数 ３１件

（９）答申式

開 催 日 令和２年３月２４日
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１ 白老町自治基本条例あああああああああああああああああああああああ

巻末付録
第４部 資料編

第３章

白老町自治基本条例

平成１８年１２月１５日
条例第３０号

改正 平成２４年６月２８日条例第１７号
平成２９年９月２５日条例第２０号

私たちのまち白老は、豊かな太平洋（うみ）、多くの清流、緑いっぱいの山々とポロトの森
に囲まれた自然あふれるまちです。
私たちは、アイヌの人々や先人が築いた輝かしい歴史と文化のもとに集い、学び、働き、暮

らし、多様な産業を育みながら、心豊かに元気なまちづくりを今日まで進めてきました。
私たちは、まちづくりの主体として、協働の精神のもと、将来にわたり力を合わせ、自らの

まちを自ら守り、育てることにより、次代を担う子どもたちに引き継ぐ責任があります。
そして、私たちは、自治の仕組みを制度として確立し、さらなる自治の推進を図ることで、

「しあわせを感じるまち」を実現するため、白老町自治基本条例を制定します。

第１章 総則
（目的）

第１条 この条例は、白老町における自治の基本理念と基本原則を定め、町民、議会、町長と
行政の役割を明らかにするとともに、それぞれの主体に関する基本的な事項と制度等を確立
することにより、自主自立のまちづくりを進め、自治を実現することを目的とします。
（定義）

第２条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
町民 町内に住み、働き、学ぶ子どもから高齢者や町内で事業活動を営む者をいいま

す。
執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員と固定資産評

価審査委員会をいいます。
町 執行機関と議会をいいます。
町民活動団体 町民が自主的に組織した団体の総称をいいます。

（基本理念）
第３条 私たちは、まちづくりの主体として、自らの手で自らのまちを創っていこうとする意
思を明確にし、考え行動することで、互いに支えあい、いつまでも安心して共に活き活きと
暮らすことのできる「しあわせを感じるまち」の実現を目指します。

２ 私たちは、前項の規定の実現に向け、平和を願い、環境を守り、次代を担う子どもたちを
育み、学び、働くことを通じて、将来にわたりまちづくりに取り組みます。

第２章 情報共有
第１節 情報共有の原則

（情報共有）
第４条 私たちは、互いに情報を伝え、情報共有によるまちづくりの推進に努めます。

120

（情報公開）
第５条 町は、町民に開かれた町政運営を推進するため、町が保有する情報をわかりやすく提
供し、公開するよう努めます。

２ 町は、町が保有する情報を統一した基準により管理し、保存します。
３ 前２項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。

第２節 情報共有の基本事項
（説明責任）

第６条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町政に関して町民に積極的に分かりやすく
説明します。

２ 町は、町民から説明を求められた場合には、誠実に応答します。
（町民の意見等への取扱い）

第７条 町は、町民の意見、要望、苦情等（以下「町民の意見等」といいます。）に対し、迅
速かつ誠実に対処します。

２ 町は、前項で寄せられた町民の意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理
します。
（選挙）

第８条 町長や町議会議員の候補者は、選挙に当たり、町政に関する自らの考え方を町民に示
すよう努めます。

第３章 町民参加
（町政参加の推進）

第９条 町は、まちづくりに町民の意思が反映されるよう町政参加を推進します。
（参加機会の保障）

第１０条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や条例の立案等の検討過程において、広く町
民が参加する機会を保障し、町民参加を積極的に行います。

２ 町は、多様な方法を用いて広く町民の意見を求め、町民の意思を反映した町政活動を行い
ます。
（町政活動への参加）

第１１条 町民は、前条の規定に基づき、町政活動の多様な機会へ参加するよう努めます。
第４章 町民
第１節 町民の基本事項

（町民の役割と基本姿勢）
第１２条 町民は、まちづくりの主体として、自ら考え行動し、住みよい地域づくりに努めま
す。

２ 町民は、まちづくりに取り組む場合において、自らの能力や技術を積極的に発揮するとと
もにその発言や行動に責任を持つよう努めます。

３ 町民は、お互いを尊重し、協力し、支え合うとともに、町との連携協力によるまちづくり
を推進するよう努めます。
（町民の権利）

第１３条 町民は、町の保有する情報について知る権利を有するとともに、自主的な活動に取
り組み、かつ、町政に参加する権利を有します。
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１ 白老町自治基本条例あああああああああああああああああああああああ

巻末付録
第４部 資料編

第３章

白老町自治基本条例

平成１８年１２月１５日
条例第３０号

改正 平成２４年６月２８日条例第１７号
平成２９年９月２５日条例第２０号

私たちのまち白老は、豊かな太平洋（うみ）、多くの清流、緑いっぱいの山々とポロトの森
に囲まれた自然あふれるまちです。
私たちは、アイヌの人々や先人が築いた輝かしい歴史と文化のもとに集い、学び、働き、暮

らし、多様な産業を育みながら、心豊かに元気なまちづくりを今日まで進めてきました。
私たちは、まちづくりの主体として、協働の精神のもと、将来にわたり力を合わせ、自らの

まちを自ら守り、育てることにより、次代を担う子どもたちに引き継ぐ責任があります。
そして、私たちは、自治の仕組みを制度として確立し、さらなる自治の推進を図ることで、

「しあわせを感じるまち」を実現するため、白老町自治基本条例を制定します。

第１章 総則
（目的）

第１条 この条例は、白老町における自治の基本理念と基本原則を定め、町民、議会、町長と
行政の役割を明らかにするとともに、それぞれの主体に関する基本的な事項と制度等を確立
することにより、自主自立のまちづくりを進め、自治を実現することを目的とします。
（定義）

第２条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
町民 町内に住み、働き、学ぶ子どもから高齢者や町内で事業活動を営む者をいいま

す。
執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員と固定資産評

価審査委員会をいいます。
町 執行機関と議会をいいます。
町民活動団体 町民が自主的に組織した団体の総称をいいます。

（基本理念）
第３条 私たちは、まちづくりの主体として、自らの手で自らのまちを創っていこうとする意
思を明確にし、考え行動することで、互いに支えあい、いつまでも安心して共に活き活きと
暮らすことのできる「しあわせを感じるまち」の実現を目指します。

２ 私たちは、前項の規定の実現に向け、平和を願い、環境を守り、次代を担う子どもたちを
育み、学び、働くことを通じて、将来にわたりまちづくりに取り組みます。

第２章 情報共有
第１節 情報共有の原則

（情報共有）
第４条 私たちは、互いに情報を伝え、情報共有によるまちづくりの推進に努めます。
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（情報公開）
第５条 町は、町民に開かれた町政運営を推進するため、町が保有する情報をわかりやすく提
供し、公開するよう努めます。

２ 町は、町が保有する情報を統一した基準により管理し、保存します。
３ 前２項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。

第２節 情報共有の基本事項
（説明責任）

第６条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町政に関して町民に積極的に分かりやすく
説明します。

２ 町は、町民から説明を求められた場合には、誠実に応答します。
（町民の意見等への取扱い）

第７条 町は、町民の意見、要望、苦情等（以下「町民の意見等」といいます。）に対し、迅
速かつ誠実に対処します。

２ 町は、前項で寄せられた町民の意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理
します。
（選挙）

第８条 町長や町議会議員の候補者は、選挙に当たり、町政に関する自らの考え方を町民に示
すよう努めます。

第３章 町民参加
（町政参加の推進）

第９条 町は、まちづくりに町民の意思が反映されるよう町政参加を推進します。
（参加機会の保障）

第１０条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や条例の立案等の検討過程において、広く町
民が参加する機会を保障し、町民参加を積極的に行います。

２ 町は、多様な方法を用いて広く町民の意見を求め、町民の意思を反映した町政活動を行い
ます。
（町政活動への参加）

第１１条 町民は、前条の規定に基づき、町政活動の多様な機会へ参加するよう努めます。
第４章 町民
第１節 町民の基本事項

（町民の役割と基本姿勢）
第１２条 町民は、まちづくりの主体として、自ら考え行動し、住みよい地域づくりに努めま
す。

２ 町民は、まちづくりに取り組む場合において、自らの能力や技術を積極的に発揮するとと
もにその発言や行動に責任を持つよう努めます。

３ 町民は、お互いを尊重し、協力し、支え合うとともに、町との連携協力によるまちづくり
を推進するよう努めます。
（町民の権利）

第１３条 町民は、町の保有する情報について知る権利を有するとともに、自主的な活動に取
り組み、かつ、町政に参加する権利を有します。
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第４部 資料編

第３章

第２節 町民活動
（町民活動）

第１４条 町民は、自ら行う町民活動が安定的かつ活発に行うことができるよう町民活動団体
を組織することができます。

２ 町民は、前項の規定に基づき組織された町民活動団体の役割と活動を尊重します。
３ 町は、学習機会の提供等により、町民活動団体の支援に努めます。

第５章 議会
第１節 議会の基本事項

（議会の役割と責務）
第１５条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成する議事機関として、議決事項を慎重
に審議し、合議制によって、町の意思を決定する役割を有します。

２ 議会は、情報共有と町民参加を図るとともに、不断の議会改革の推進に努めます。
（議会の権限）

第１６条 議会は、条例の制定、改正や廃止等の立法の権限を有します。
２ 議会は、予算、決算、財産や政策執行等に関わる意思決定の権限を有します。
３ 議会は、執行機関に対する調査や監査請求等の監視の権限を有します。
（議員の責務）

第１７条 議員は、町民から選ばれた代表として、公益の実現に努める責務を有します。
２ 議員は、議員としての能力を高めるため、自己研鑚に努める責務を有します。
３ 議員は、政治倫理に基づいた誠実な活動を行う責務を有します。
（議会の組織）

第１８条 議会の組織や議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分に考慮して定め
ます。

第２節 議会運営
（議会の会議）

第１９条 議会は、本会議のほか、行政の調査、監視と積極的な政策形成を行うため、必要な
会議を設置します。

２ 議会の会議は、自由な討議を基本とします。
３ 議長や委員長は、会議に出席させた説明員等に、質問や意見を述べさせることができま
す。

４ 議会の会議は、原則公開とします。ただし、公開することが不適当と認められる場合は、
その理由を公表して非公開とすることができます。
（議会活動の充実）

第２０条 議会は、調査権の行使や町民提案等の活用を図り、政策提案を行うよう努めます。
２ 議会は、まちづくりの理念に掲げる「しあわせを感じるまち」を実現するため、課題等を
的確に把握し、議会活動における質疑の充実に努めます。

３ 議会は、町民の意思の反映を図り、その自主性、自立性に基づき、まちづくりに関する調
査研究を推進します。
（議員等の能力向上）

第２１条 議会は、議員等の政策立案能力、立法能力と審議能力を高めるための研修を充実し
ます。

122

２ 議会は、議会活動の記録とともに、その活動の充実を図るための情報や資料を整備しま
す。

３ 議会は、まちづくりに関する政策を調査研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置
します。

第６章 行政
第１節 行政の基本事項

（行政の役割と責務）
第２２条 執行機関は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務、法令等に基づく事務を
執行する役割を有します。

２ 執行機関は、前項の役割を達成するため、自らの判断と責任において、公正で誠実に事務
を管理し、執行する責務を有します。

３ 執行機関は、町民の信託に基づく町政を効果的で効率的に執行する責務を有します。
４ 執行機関は、町民の意思を反映するまちづくりを進めるため、情報の共有と町民参加を図
り、連携協力して事務を執行する責務を有します。
（町長の責務）

第２３条 町長は、まちの代表者として公正で誠実に町政の執行に当たり、まちづくりを推進
していく責務を有します。

２ 町長は、町民の負託に応えるため、職員を適正に指揮監督し、効率的な組織体制を整備し
ていく責務を有します。
（職員の責務）

第２４条 職員は、町民との信頼関係を深め、法令等を遵守し、公正で適正に職務を遂行する
責務を有します。

２ 職員は、まちの課題に対応する施策の立案や町民が求め望むことに的確に対応できる職務
能力の向上に努める責務を有します。
（組織・体制）

第２５条 町長は、社会情勢の変化に迅速に対応するため、機能的で効率的かつ横断的な連
携、調整を図ることのできる組織体制を確立し、円滑な行政運営を進めます。

２ 町長は、円滑な行政運営を推進するため、職員の人材育成や政策能力の向上を図り、行政
の政策活動の活発化に努めます。

第２節 行政運営
（行政運営の基本原則）

第２６条 執行機関は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、基本構想とこれを具体化す
る計画（以下「総合計画」という。）を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
（総合計画）

第２７条 町長は、まちのめざす将来の姿を明らかにし、政策を達成するための地域資源を有
効に活用して、これを総合的かつ計画的に実現するため、総合計画を策定します。

２ 執行機関が行う政策、施策や事業は、法令の規定によるものや緊急を要するもののほか
は、総合計画に根拠を置くものとします。

３ 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後にお
いても総合計画との調整を図りながら進行管理を行います。
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第４部 資料編

第３章

第２節 町民活動
（町民活動）

第１４条 町民は、自ら行う町民活動が安定的かつ活発に行うことができるよう町民活動団体
を組織することができます。

２ 町民は、前項の規定に基づき組織された町民活動団体の役割と活動を尊重します。
３ 町は、学習機会の提供等により、町民活動団体の支援に努めます。

第５章 議会
第１節 議会の基本事項

（議会の役割と責務）
第１５条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成する議事機関として、議決事項を慎重
に審議し、合議制によって、町の意思を決定する役割を有します。

２ 議会は、情報共有と町民参加を図るとともに、不断の議会改革の推進に努めます。
（議会の権限）

第１６条 議会は、条例の制定、改正や廃止等の立法の権限を有します。
２ 議会は、予算、決算、財産や政策執行等に関わる意思決定の権限を有します。
３ 議会は、執行機関に対する調査や監査請求等の監視の権限を有します。
（議員の責務）

第１７条 議員は、町民から選ばれた代表として、公益の実現に努める責務を有します。
２ 議員は、議員としての能力を高めるため、自己研鑚に努める責務を有します。
３ 議員は、政治倫理に基づいた誠実な活動を行う責務を有します。
（議会の組織）

第１８条 議会の組織や議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分に考慮して定め
ます。

第２節 議会運営
（議会の会議）

第１９条 議会は、本会議のほか、行政の調査、監視と積極的な政策形成を行うため、必要な
会議を設置します。

２ 議会の会議は、自由な討議を基本とします。
３ 議長や委員長は、会議に出席させた説明員等に、質問や意見を述べさせることができま
す。

４ 議会の会議は、原則公開とします。ただし、公開することが不適当と認められる場合は、
その理由を公表して非公開とすることができます。
（議会活動の充実）

第２０条 議会は、調査権の行使や町民提案等の活用を図り、政策提案を行うよう努めます。
２ 議会は、まちづくりの理念に掲げる「しあわせを感じるまち」を実現するため、課題等を
的確に把握し、議会活動における質疑の充実に努めます。

３ 議会は、町民の意思の反映を図り、その自主性、自立性に基づき、まちづくりに関する調
査研究を推進します。
（議員等の能力向上）

第２１条 議会は、議員等の政策立案能力、立法能力と審議能力を高めるための研修を充実し
ます。
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２ 議会は、議会活動の記録とともに、その活動の充実を図るための情報や資料を整備しま
す。

３ 議会は、まちづくりに関する政策を調査研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置
します。

第６章 行政
第１節 行政の基本事項

（行政の役割と責務）
第２２条 執行機関は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務、法令等に基づく事務を
執行する役割を有します。

２ 執行機関は、前項の役割を達成するため、自らの判断と責任において、公正で誠実に事務
を管理し、執行する責務を有します。

３ 執行機関は、町民の信託に基づく町政を効果的で効率的に執行する責務を有します。
４ 執行機関は、町民の意思を反映するまちづくりを進めるため、情報の共有と町民参加を図
り、連携協力して事務を執行する責務を有します。
（町長の責務）

第２３条 町長は、まちの代表者として公正で誠実に町政の執行に当たり、まちづくりを推進
していく責務を有します。

２ 町長は、町民の負託に応えるため、職員を適正に指揮監督し、効率的な組織体制を整備し
ていく責務を有します。
（職員の責務）

第２４条 職員は、町民との信頼関係を深め、法令等を遵守し、公正で適正に職務を遂行する
責務を有します。

２ 職員は、まちの課題に対応する施策の立案や町民が求め望むことに的確に対応できる職務
能力の向上に努める責務を有します。
（組織・体制）

第２５条 町長は、社会情勢の変化に迅速に対応するため、機能的で効率的かつ横断的な連
携、調整を図ることのできる組織体制を確立し、円滑な行政運営を進めます。

２ 町長は、円滑な行政運営を推進するため、職員の人材育成や政策能力の向上を図り、行政
の政策活動の活発化に努めます。

第２節 行政運営
（行政運営の基本原則）

第２６条 執行機関は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、基本構想とこれを具体化す
る計画（以下「総合計画」という。）を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
（総合計画）

第２７条 町長は、まちのめざす将来の姿を明らかにし、政策を達成するための地域資源を有
効に活用して、これを総合的かつ計画的に実現するため、総合計画を策定します。

２ 執行機関が行う政策、施策や事業は、法令の規定によるものや緊急を要するもののほか
は、総合計画に根拠を置くものとします。

３ 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後にお
いても総合計画との調整を図りながら進行管理を行います。
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第４部 資料編

第３章

（財政運営）
第２８条 執行機関は、総合計画、行政改革に関する計画と行政評価を踏まえ、中長期的な財
政見通しのもと、財政計画を策定し、それに基づく予算の編成と執行を行うことにより、健
全な財政運営に努めます。
（行政改革・行政評価）

第２９条 執行機関は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を向上させるため、行政
改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。

２ 執行機関は、行政活動を点検し改善を図るための評価の仕組みを確立し、効果的で効率的
な行政運営に努めます。
（行政手続）

第３０条 執行機関は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導と届出に関する手
続に関し、公正の確保と透明性の向上を図ります。

２ 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
（個人情報の保護）

第３１条 執行機関は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利
用、提供や管理等について、適切な措置を取ります。

２ 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
（広域連携）

第３２条 執行機関は、他自治体と広域的な連携を積極的に進め、相互に協力して、効率的な
まちづくりを推進します。

２ 執行機関は、各分野における様々な取組みを通じて、町外の人々との人的交流を図り、ま
ちづくりを推進します。
（安全なまちづくり）

第３３条 町は、災害等の緊急時における危機管理体制を整備し、町民の生命や財産等を守る
とともに、生活基盤の安全性と安定性の向上に努めます。

２ 町民は、緊急時において相互に助け合い、行動できるよう防災等に対する意識の高揚を図
り、地域における連携協力体制の整備に努めます。
（住民投票）

第３４条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、議会
の議決を経て、住民投票の制度を設けることができます。

２ 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案
に応じ、別に条例で定めるものとします。

３ 町長は、前項に定める条例に基づき住民投票を行うとき、住民投票結果の取扱いをあらか
じめ明らかにしなければなりません。

第７章 最高規範と見直し
（まちづくりの最高規範）

第３５条 私たちは、本町の自治制度に関する最高規範であるこの条例を誠実に遵守し、これ
に基づいてまちづくりを進めます。

２ 私たちは、本町の政策執行に関する最高規範である総合計画に基づいてまちづくりを進め
ます。
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３ 町は、この規範にのっとり、自治の実現に向けた基本的な制度の整備と、町政執行のため
の基本的な計画の体系化に努めます。
（条例の見直し）

第３６条 町は、この条例の施行日から５年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念
を踏まえ、本町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討します。

２ 町は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度等の見直し
が適当であると判断したときは必要な措置を取ります。

附 則
この条例は、平成１９年１月１日から施行する。

附 則（平成２４年６月２８日条例第１７号）
この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２９年９月２５日条例第２０号）
この条例は、公布の日から施行する。
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第４部 資料編

第３章

（財政運営）
第２８条 執行機関は、総合計画、行政改革に関する計画と行政評価を踏まえ、中長期的な財
政見通しのもと、財政計画を策定し、それに基づく予算の編成と執行を行うことにより、健
全な財政運営に努めます。
（行政改革・行政評価）

第２９条 執行機関は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を向上させるため、行政
改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。

２ 執行機関は、行政活動を点検し改善を図るための評価の仕組みを確立し、効果的で効率的
な行政運営に努めます。
（行政手続）

第３０条 執行機関は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導と届出に関する手
続に関し、公正の確保と透明性の向上を図ります。

２ 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
（個人情報の保護）

第３１条 執行機関は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利
用、提供や管理等について、適切な措置を取ります。

２ 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
（広域連携）

第３２条 執行機関は、他自治体と広域的な連携を積極的に進め、相互に協力して、効率的な
まちづくりを推進します。

２ 執行機関は、各分野における様々な取組みを通じて、町外の人々との人的交流を図り、ま
ちづくりを推進します。
（安全なまちづくり）

第３３条 町は、災害等の緊急時における危機管理体制を整備し、町民の生命や財産等を守る
とともに、生活基盤の安全性と安定性の向上に努めます。

２ 町民は、緊急時において相互に助け合い、行動できるよう防災等に対する意識の高揚を図
り、地域における連携協力体制の整備に努めます。
（住民投票）

第３４条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、議会
の議決を経て、住民投票の制度を設けることができます。

２ 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案
に応じ、別に条例で定めるものとします。

３ 町長は、前項に定める条例に基づき住民投票を行うとき、住民投票結果の取扱いをあらか
じめ明らかにしなければなりません。

第７章 最高規範と見直し
（まちづくりの最高規範）

第３５条 私たちは、本町の自治制度に関する最高規範であるこの条例を誠実に遵守し、これ
に基づいてまちづくりを進めます。

２ 私たちは、本町の政策執行に関する最高規範である総合計画に基づいてまちづくりを進め
ます。
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３ 町は、この規範にのっとり、自治の実現に向けた基本的な制度の整備と、町政執行のため
の基本的な計画の体系化に努めます。
（条例の見直し）

第３６条 町は、この条例の施行日から５年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念
を踏まえ、本町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討します。

２ 町は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度等の見直し
が適当であると判断したときは必要な措置を取ります。

附 則
この条例は、平成１９年１月１日から施行する。

附 則（平成２４年６月２８日条例第１７号）
この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２９年９月２５日条例第２０号）
この条例は、公布の日から施行する。
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２ 用語解説ああああああああああああああああああああああああ あ

●６次産業化〔P94,95〕
農業や水産業などの第１次産業が、食

品加工（第２次産業）や流通・販売（第３
次産業）に取り組むこと。

●ＤＭＯ（ディーエムオー）〔P86,87,92,
93〕

Destination Management/ Marketing 
 Organization の略で、観光地域づくり法
人を表す。地域の多様な関係者を巻き込
みつつ、科学的なアプローチを取り入れ
た観光地域づくりを行う、舵取り役とな
る法人のこと。

●ＩＣＴ－ＢＣＰ（アイシーティー－ビー
シーピー）〔P55〕
ＩＣＴの業務継続計画（ Business

Continuity Plan）のこと。災害・事故時
においても、業務を中断させず、中断して
もできるだけ早く復旧させるための計画。

●ＩｏＴ（アイオーティー）〔P6〕
Internet of Thingsの略で、「モノのイ

ンターネット」と呼ばれる。あらゆるモノ
がインターネットにつながり、情報のや
り取りをすることで、モノのデータ化や
それに基づく自動化等が進行し、新たな
付加価値を生み出すもの。

●ＭＩＣＳ（ミックス）〔P53〕
汚水処理施設共同整備事業のことで、

省庁間の垣根を越えて、下水道とし尿（汲
み取り）等の汚水処理施設を一元化し、施

● 〔P55〕
Robotic Process Automationの略で、

ロボットによる業務自動化のこと。人間
がコンピュータを操作して行う作業を、
ソフトウェアによる自動的な操作によっ
て代替すること。少人数で生産力を高め
る手段として注目されている。

●ＳＮＳ（エスエヌエス）〔P82,101〕
Social Networking Serviceの略で、

インターネット上の交流を通して社会的
ネットワークを構築するサービス。

●Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０（ソサイエティ
５．０）〔P55〕
狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報

社会に続く、人類史上５番目に新しい社
会のことで、日本が目指すべき未来社会
の姿。サイバー空間（仮想空間）とフィ
ジカル空間（現実空間）を高度に融合さ
せたシステムにより実現するもの。

●ＵＩＪターン（ユーアイジェーターン）
〔P86〕
Ｕターンは地方出身者が、再び出身地

に移り住むこと。Ｊターンは地方出身者
が出身地には戻らず都市と出身地の間で
利便性の高い地域などに住むこと。Ｉタ
ーンは都市で育った者が地方に移り住む
こと。
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設の集約化によりコストの縮減を図る整備
手法のこと。

ＲＰＡ（アールピーエー）

●アウトソーシング〔P104〕
外部委託のこと。組織内部で行ってい

た業務を外部の専門業者などに委託する
ことで、より専門性の高い業務を行うこ
とができる。

●インフラ〔P2,11,13,14,102〕
インフラストラクチャーの略。道路、

公園・緑地、上下水道、港湾、河川等の
産業や生活の基盤となる施設。

●関係人口〔P86,87,103〕
移住した「定住人口」でもなく、観光

に来た「交流人口」でもない、地域や地
域の人々と多様にかかわる人々のこと。
関係人口を創出する取り組みとして、ふ
るさと納税やお試し居住、姉妹都市等都
市間交流などがある。

●キャッシュレス〔P93〕
物理的な現金（紙幣・硬貨）を使用し

なくても活動できる状態のこと。

●教育・体験型イオル〔P81〕
自然素材やチセなどを活用し、小中学

生や町民の方々を対象としたアイヌ文化
の体験等を行う事業の総称。

●共生型地域福祉拠点〔P65〕
日常生活で様々な支援が必要な場面に

おいて、公的サービス以外に、住民同士
がお互いに助け合い、支え合うための取
り組み（共助）に導く拠点のこと。

●共生共創〔P18,21〕
さまざまな人々が、互いを認め合い、

支え合い、受容し合いながら、分け隔て
なく共に暮らすことができる社会のもと、
多様な主体が連携し、異なる視点で意見
を出し合いながら、新たなまちの魅力や
地域の価値を共に創り上げていく考え方。

●クラウドサービス〔P55〕
利用者が手元のコンピュータで利用し

ていたデータやソフトウェアを、ネット
ワーク経由でサービスとして利用者に提
供するもの。

●クリーンエネルギー〔P44〕
二酸化炭素（ＣＯ2）や窒素酸化物（Ｎ

ＯＸ）などの有害物質を排出しない、また
は排出が少ないエネルギー源のこと。

●グリーンツーリズム〔P95〕
都市住民が農家などにホームステイし

て農作業を体験したり、その地域の歴史
や自然に親しむ長期滞在型の休暇。

●ゲートキーパー〔P59〕
「命の門番」という意味で、自殺の危険
を示すサインに気付き、適切な対応（悩
んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞
いて、必要な支援につなげ、見守る）を図
ることができる人のこと。

●健幸（けんこう）〔P19〕
「健康」＋「幸福」の造語で、個々人

が健康かつ生きがいを持ち、安心して豊
かな生活を営むことを指す。

●健康寿命〔P13,14,19,58〕
健康上の問題で日常生活が制限される

ことなく生活できる期間。
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２ 用語解説ああああああああああああああああああああああああ あ

●６次産業化〔P94,95〕
農業や水産業などの第１次産業が、食

品加工（第２次産業）や流通・販売（第３
次産業）に取り組むこと。

●ＤＭＯ（ディーエムオー）〔P86,87,92,
93〕

Destination Management/ Marketing 
 Organization の略で、観光地域づくり法
人を表す。地域の多様な関係者を巻き込
みつつ、科学的なアプローチを取り入れ
た観光地域づくりを行う、舵取り役とな
る法人のこと。

●ＩＣＴ－ＢＣＰ（アイシーティー－ビー
シーピー）〔P55〕
ＩＣＴの業務継続計画（ Business

Continuity Plan）のこと。災害・事故時
においても、業務を中断させず、中断して
もできるだけ早く復旧させるための計画。

●ＩｏＴ（アイオーティー）〔P6〕
Internet of Thingsの略で、「モノのイ

ンターネット」と呼ばれる。あらゆるモノ
がインターネットにつながり、情報のや
り取りをすることで、モノのデータ化や
それに基づく自動化等が進行し、新たな
付加価値を生み出すもの。

●ＭＩＣＳ（ミックス）〔P53〕
汚水処理施設共同整備事業のことで、

省庁間の垣根を越えて、下水道とし尿（汲
み取り）等の汚水処理施設を一元化し、施

● 〔P55〕
Robotic Process Automationの略で、

ロボットによる業務自動化のこと。人間
がコンピュータを操作して行う作業を、
ソフトウェアによる自動的な操作によっ
て代替すること。少人数で生産力を高め
る手段として注目されている。

●ＳＮＳ（エスエヌエス）〔P82,101〕
Social Networking Serviceの略で、

インターネット上の交流を通して社会的
ネットワークを構築するサービス。

●Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０（ソサイエティ
５．０）〔P55〕
狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報

社会に続く、人類史上５番目に新しい社
会のことで、日本が目指すべき未来社会
の姿。サイバー空間（仮想空間）とフィ
ジカル空間（現実空間）を高度に融合さ
せたシステムにより実現するもの。

●ＵＩＪターン（ユーアイジェーターン）
〔P86〕
Ｕターンは地方出身者が、再び出身地

に移り住むこと。Ｊターンは地方出身者
が出身地には戻らず都市と出身地の間で
利便性の高い地域などに住むこと。Ｉタ
ーンは都市で育った者が地方に移り住む
こと。
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●アウトソーシング〔P104〕
外部委託のこと。組織内部で行ってい

た業務を外部の専門業者などに委託する
ことで、より専門性の高い業務を行うこ
とができる。

●インフラ〔P2,11,13,14,102〕
インフラストラクチャーの略。道路、

公園・緑地、上下水道、港湾、河川等の
産業や生活の基盤となる施設。

●関係人口〔P86,87,103〕
移住した「定住人口」でもなく、観光

に来た「交流人口」でもない、地域や地
域の人々と多様にかかわる人々のこと。
関係人口を創出する取り組みとして、ふ
るさと納税やお試し居住、姉妹都市等都
市間交流などがある。

●キャッシュレス〔P93〕
物理的な現金（紙幣・硬貨）を使用し

なくても活動できる状態のこと。

●教育・体験型イオル〔P81〕
自然素材やチセなどを活用し、小中学

生や町民の方々を対象としたアイヌ文化
の体験等を行う事業の総称。

●共生型地域福祉拠点〔P65〕
日常生活で様々な支援が必要な場面に

おいて、公的サービス以外に、住民同士
がお互いに助け合い、支え合うための取
り組み（共助）に導く拠点のこと。

●共生共創〔P18,21〕
さまざまな人々が、互いを認め合い、

支え合い、受容し合いながら、分け隔て
なく共に暮らすことができる社会のもと、
多様な主体が連携し、異なる視点で意見
を出し合いながら、新たなまちの魅力や
地域の価値を共に創り上げていく考え方。

●クラウドサービス〔P55〕
利用者が手元のコンピュータで利用し

ていたデータやソフトウェアを、ネット
ワーク経由でサービスとして利用者に提
供するもの。

●クリーンエネルギー〔P44〕
二酸化炭素（ＣＯ2）や窒素酸化物（Ｎ

ＯＸ）などの有害物質を排出しない、また
は排出が少ないエネルギー源のこと。

●グリーンツーリズム〔P95〕
都市住民が農家などにホームステイし

て農作業を体験したり、その地域の歴史
や自然に親しむ長期滞在型の休暇。

●ゲートキーパー〔P59〕
「命の門番」という意味で、自殺の危険
を示すサインに気付き、適切な対応（悩
んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞
いて、必要な支援につなげ、見守る）を図
ることができる人のこと。

●健幸（けんこう）〔P19〕
「健康」＋「幸福」の造語で、個々人

が健康かつ生きがいを持ち、安心して豊
かな生活を営むことを指す。

●健康寿命〔P13,14,19,58〕
健康上の問題で日常生活が制限される

ことなく生活できる期間。
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●幸感力（こうかんりょく）〔P18〕
幸せを感じる力のこと。すべての人が

それぞれの幸せを実感でき、自己実現が
しやすいまちを目指すもの。

●合計特殊出生率〔P62〕
ひとりの女性が一生の間に出産する子

どもの平均人数を推定する値で、１５歳
から４９歳までの女性の出生率を合計し
たもの。

●公衆無線ＬＡＮ〔P38,55〕
店舗や公共の空間などで提供される、

無線を活用したインターネット接続サー
ビス。

●交流人口〔P29,30,78,92,95〕
定住人口（居住者）とは異なり、通勤、

通学、観光等で他地域から訪れる人のこ
と。

●国土強靭化〔P6,7〕
大規模自然災害等に備えるため、事前

防災・減災と迅速な復旧復興に資する施
策を、まちづくり政策や産業施策も含め
た総合的な取組として計画的に実施し、
強靭な国づくり・地域づくりを推進する
もの。

●国立社会保障･人口問題研究所〔P6,17〕
平成８年に厚生省人口問題研究所と特

殊法人社会保障研究所との統合によって
設立した、厚生労働省に所属する国立の
研究機関のこと。人口や世帯の動向、内
外の社会保障政策や制度について研究を
行う機関である。略して、社人研と呼ば
れる。

●コミュニティ・スクール〔P72〕
保護者や地域が学校の様々な課題解決

に参画し、それぞれの立場で主体的に子
供たちの成長を支えていくための仕組み。
学校運営協議会制度ともいう。

●栽培漁業〔P96,97〕
卵から稚魚になるまでの期間を人間の

管理下において守り育て、これを天然の
水域へ放流した上で適切な管理を行い、
対象とする水産資源の持続的な利用を図
るもの。

●サイバーセキュリティ〔P55〕
サイバー攻撃に対する防御行為。コン

ピュータへの不正侵入、データの改ざん
や破壊、情報漏えい、コンピュータウィ
ルスの感染などから、コンピュータやネ
ットワーク等を守り安全を確保すること。

●資源管理型漁業〔P96,97〕
漁業者が主体となり、魚種ごとの資源

状態に応じた管理を行い、漁業経営の安
定、発展を目指す漁業形態。

●自治基本条例〔P2,16,18,100,101〕
住民自治に基づく自治体運営の基本原

則を定める条例。

●社会資本ストック〔P7〕
毎年の公共投資によって形成されてき

た公共財産（道路、下水道、公園など）
のこと。
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●循環型社会〔P7,44,45〕
廃棄物等の発生抑制とその循環利用が

適正に行われることにより、天然資源の
消費が抑制され、環境への負荷の低減が
図られる社会。

●白老町まち・ひと・しごと創生総合戦略
〔P4,25〕

本町の人口の現状と将来の展望を提示
する「人口ビジョン」と、５年間のまち・
ひと・しごとの創生に向けた目標や施策
の基本的方向等を示す「総合戦略」で構
成される計画。

●スポーツツーリズム〔P78,79〕
スポーツ観戦と周辺観光とを融合させ、

交流人口の拡大や地域経済の活性化を図
る取り組み。

●生活支援コーディネーター〔P66〕
地域支え合い推進員と呼ばれ、地域に

おいて生活支援や介護予防サービスの提
供体制の構築に向けたコーディネート機
能を果たす者。

●成年後見制度〔P67〕
病気や事故などにより判断能力が不十

分になった人のために、家庭裁判所が援
助者（第三者）を選び、本人を保護する
制度のこと。

●第４次産業革命（技術）〔P6〕
水力や蒸気機関による工場の機械化

（第１次産業革命）、電力を用いた大量
生産（第２次産業革命）、電子工学や情
報技術を用いたオートメーション化（第

３次産業革命）に続く、ＩｏT、ビック
データ、ＡＩなどの技術革新のこと。

●多文化共生〔P7,8,18,80〕
文化的背景が異なるあらゆる人たちが、

自身と異なった価値観を認め合い、互い
に受け入れることで、すべての町民がい
きいきと暮らすことができる「多様性」
と「包摂性」を兼ね備えた地域社会のこ
と。

●男女共同参画〔P7,82,83〕
男女が互いの人権を尊重しつつ責任を

分かち合い、性別に関わりなく個性と能
力を十分に発揮して協力しあうこと。

●地域共生社会〔P7,64,69〕
制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」

「受け手」という関係を超えて、地域住
民や地域の多様な主体が「我が事」とし
て参画し、人と人、人と資源が世代や分
野を超えて「丸ごと」つながることで、住
民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域
をともに創っていく社会のこと。

●地域包括ケアシステム〔P66〕
高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、

自立した日常生活を営むことができるよ
う、医療、介護、生活支援・介護予防が一
体的に提供される仕組み。

●地方創生〔P2,4,6〕
少子高齢化の進行に対応し、人口減少

に歯止めをかけるとともに、東京圏への
人口集中を是正し、将来にわたって活力
ある地域社会の実現を目指すもの。
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●幸感力（こうかんりょく）〔P18〕
幸せを感じる力のこと。すべての人が

それぞれの幸せを実感でき、自己実現が
しやすいまちを目指すもの。

●合計特殊出生率〔P62〕
ひとりの女性が一生の間に出産する子

どもの平均人数を推定する値で、１５歳
から４９歳までの女性の出生率を合計し
たもの。

●公衆無線ＬＡＮ〔P38,55〕
店舗や公共の空間などで提供される、

無線を活用したインターネット接続サー
ビス。

●交流人口〔P29,30,78,92,95〕
定住人口（居住者）とは異なり、通勤、

通学、観光等で他地域から訪れる人のこ
と。

●国土強靭化〔P6,7〕
大規模自然災害等に備えるため、事前

防災・減災と迅速な復旧復興に資する施
策を、まちづくり政策や産業施策も含め
た総合的な取組として計画的に実施し、
強靭な国づくり・地域づくりを推進する
もの。

●国立社会保障･人口問題研究所〔P6,17〕
平成８年に厚生省人口問題研究所と特

殊法人社会保障研究所との統合によって
設立した、厚生労働省に所属する国立の
研究機関のこと。人口や世帯の動向、内
外の社会保障政策や制度について研究を
行う機関である。略して、社人研と呼ば
れる。

●コミュニティ・スクール〔P72〕
保護者や地域が学校の様々な課題解決

に参画し、それぞれの立場で主体的に子
供たちの成長を支えていくための仕組み。
学校運営協議会制度ともいう。

●栽培漁業〔P96,97〕
卵から稚魚になるまでの期間を人間の

管理下において守り育て、これを天然の
水域へ放流した上で適切な管理を行い、
対象とする水産資源の持続的な利用を図
るもの。

●サイバーセキュリティ〔P55〕
サイバー攻撃に対する防御行為。コン

ピュータへの不正侵入、データの改ざん
や破壊、情報漏えい、コンピュータウィ
ルスの感染などから、コンピュータやネ
ットワーク等を守り安全を確保すること。

●資源管理型漁業〔P96,97〕
漁業者が主体となり、魚種ごとの資源

状態に応じた管理を行い、漁業経営の安
定、発展を目指す漁業形態。

●自治基本条例〔P2,16,18,100,101〕
住民自治に基づく自治体運営の基本原

則を定める条例。

●社会資本ストック〔P7〕
毎年の公共投資によって形成されてき

た公共財産（道路、下水道、公園など）
のこと。
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●循環型社会〔P7,44,45〕
廃棄物等の発生抑制とその循環利用が

適正に行われることにより、天然資源の
消費が抑制され、環境への負荷の低減が
図られる社会。

●白老町まち・ひと・しごと創生総合戦略
〔P4,25〕

本町の人口の現状と将来の展望を提示
する「人口ビジョン」と、５年間のまち・
ひと・しごとの創生に向けた目標や施策
の基本的方向等を示す「総合戦略」で構
成される計画。

●スポーツツーリズム〔P78,79〕
スポーツ観戦と周辺観光とを融合させ、

交流人口の拡大や地域経済の活性化を図
る取り組み。

●生活支援コーディネーター〔P66〕
地域支え合い推進員と呼ばれ、地域に

おいて生活支援や介護予防サービスの提
供体制の構築に向けたコーディネート機
能を果たす者。

●成年後見制度〔P67〕
病気や事故などにより判断能力が不十

分になった人のために、家庭裁判所が援
助者（第三者）を選び、本人を保護する
制度のこと。

●第４次産業革命（技術）〔P6〕
水力や蒸気機関による工場の機械化

（第１次産業革命）、電力を用いた大量
生産（第２次産業革命）、電子工学や情
報技術を用いたオートメーション化（第

３次産業革命）に続く、ＩｏT、ビック
データ、ＡＩなどの技術革新のこと。

●多文化共生〔P7,8,18,80〕
文化的背景が異なるあらゆる人たちが、

自身と異なった価値観を認め合い、互い
に受け入れることで、すべての町民がい
きいきと暮らすことができる「多様性」
と「包摂性」を兼ね備えた地域社会のこ
と。

●男女共同参画〔P7,82,83〕
男女が互いの人権を尊重しつつ責任を

分かち合い、性別に関わりなく個性と能
力を十分に発揮して協力しあうこと。

●地域共生社会〔P7,64,69〕
制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」

「受け手」という関係を超えて、地域住
民や地域の多様な主体が「我が事」とし
て参画し、人と人、人と資源が世代や分
野を超えて「丸ごと」つながることで、住
民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域
をともに創っていく社会のこと。

●地域包括ケアシステム〔P66〕
高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、

自立した日常生活を営むことができるよ
う、医療、介護、生活支援・介護予防が一
体的に提供される仕組み。

●地方創生〔P2,4,6〕
少子高齢化の進行に対応し、人口減少

に歯止めをかけるとともに、東京圏への
人口集中を是正し、将来にわたって活力
ある地域社会の実現を目指すもの。
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●データヘルス〔P59,61〕
医療保険者が、特定健康診査の結果や

レセプト（診療報酬明細書）等のデータ
を活用し、分析した上で行う、加入者の
健康状態に即した効果的・効率的な保健
事業のこと。

●デマンドバス〔P48,49〕
電話予約など利用者のニーズに応じて、

自宅等から町内の目的地まで乗り合いに
より運行するバスのこと。

●ドア・ツー・ドア〔P49〕
出発点（玄関）から目的地（店先）ま

でをそのまま結ぶことができること。

●特殊詐欺〔P6,36〕
不特定の方に対して、対面することな

く、電話、はがき、ＦＡＸ、メール等を
使って行う詐欺のこと。

●特定健診〔P58〕
特定健康診査のこと。４０歳から７４

歳までを対象とした、メタボリックシン
ドロームに関する検査。

●ニュースポーツ〔P79〕
誰でも、どこでも、いつでも、気軽に楽

しめることを目的に、新しく考案・アレ
ンジされたスポーツの総称。近代スポー
ツに代わる「新しいスポーツ」のこと。

●ノーマライゼーション〔P7,68〕
障がいのある人も、ない人も同じよう

に生活し、活動していくことが、本来の
望ましい姿であるとする考え方。

●不育〔P63〕
流産、死産や新生児死亡（生後１週間

以内の死亡）などを繰り返し、結果的に
子どもを持つことができないこと。

●フレイル〔P61〕
年をとって心身の活力（筋力、認知機

能、社会とのつながり）が低下した状態。

●防災マスター会〔P38〕
北海道地域防災マスターに登録されて

いる方などで組織され、町内における防
災活動の普及や地域のキーパーソンを育
成するための団体。

●ほ場〔P95〕
田、畑、果樹園等、農作物を栽培する

ための農地。

●マイクロプラスチック〔P42〕
微細なプラスチックごみ（5mm以下）

のこと。含有／吸着する化学物質が食物
連鎖に取り込まれ、生態系に及ぼす影響
が懸念されている。

●ローリング方式〔P3〕
計画と現実のズレを防ぐため、毎年転

がすように施策・事業の見直しや部分的
な修正を行う手法。
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